
講演録講演録



 

 

 

 

 

 

 

国際フォーラム 

生物の多様性と経済の自立 

健全な自治体への挑戦 
 

 

 

 

 平成２２年７月２９日（木） 

津田ホールにて 

 

 

 

 

 

 

 

主催 財団法人日本生態系協会 

後援 総務省 環境省 国土交通省 農林水産省  

ドイツ連邦共和国大使館 東京都 

全国知事会 全国市長会 全国町村会  

経団連自然保護協議会 (社)日本都市計画学会  

(社)土木学会 自治体学会 日本ビオトープ管理士会 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

目  次 
 

 

講演者プロフィール  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 

 

開会挨拶   財団法人日本生態系協会 副会長 今村信大  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6 

 

来賓挨拶   衆議院環境委員長 牧 義夫 氏  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 

 

海外ゲストスピーカー講演 

「フォルクスワーゲンの生物の多様性を守る取り組みと社会的責任」 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 

フォルクスワーゲン グループ 環境担当統括責任者 ギュンター ダンメ 氏 

 

基調講演 「健全な生物の多様性が美しい社会をつくる」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 

財団法人日本生態系協会 会長 池谷奉文   

 

リレートーク  「自治体と企業の先進的な取り組み」  

  １    「住み続けたいと感じるまちづくり－戸田ヶ原自然再生事業」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36 

埼玉県戸田市 市長 神保国男 氏 

 

  ２    「北限のブナの森に包まれた持続可能な地域づくり」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44 

北海道黒松内町 町長 若見雅明 氏 

 

  ３    「ツシマヤマネコをはじめとする島の生物多様性と海洋保護」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54 

長崎県対馬市 市長 財部能成 氏 

 

  ４    「コウノトリと共に生きる ～豊岡の挑戦～」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62 

兵庫県豊岡市 市長 中貝宗治 氏 

 

  ５    「野田から首都圏へ提案する・自然との共生」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70 

千葉県野田市 市長 根本 崇 氏 

 

  ６    「経済と生物多様性 金融機関の取り組み」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80 

住友信託銀行株式会社企画部ＣＳＲ担当部長 金井 司 氏 

 

総   括   東京都市大学 教授 涌井史郎 氏  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 88 

 



 

 4

講演者プロフィール （敬称略） 

 

ギュンター ダンメ   フォルクスワーゲン グループ 環境担当統括責任者 
   

Herr Günter Damme    
Leiter  
Umwelt, Volkswagen 

数学と物理学を修めた後、１９７８年にフォルクスワーゲンＡＧに入

社。情報技術部門においてキャリアをスタート。１９９１年に研究開発

部門に移り、ビジネスプロセスの改善に取り組む。１９９６年～２００６

年、Ｒ＆Ｂ部門の品質管理責任者を努める。２００６年に環境関連部

門の部門長となる。環境マネージメント責任者として、フォルクスワー

ゲンの各生産拠点における環境マネージメントの継続的な改善に取

り組む。また、製品に関する環境責任者として、フォルクスワーゲン全

社にまたがる環境にやさしい製品開発の取り組みをコーディネートす

る役割を果たす。加えて、２００８年から生物多様性に関するすべて

の活動のグローバルコーディネーターに任命される。趣味は釣りとハ

イキング。持続可能な林業にも関心をもっている。 

  

池谷奉文  （財）日本生態系協会 会長 
 

 

美しい国づくり、まちづくりの政策を提案するシンクタンク（財）日本生

態系協会の会長。ほか環境省自然再生専門家会議委員、（社）日本

ナショナル・トラスト協会副会長などを務める。主な著書に「美しいくに

をつくる新知識－持続可能なまちづくりハンドブック」（ぎょうせい）など

がある。趣味は野の鳥、読書、カメラ。獣医師。 

 

神保国男  埼玉県戸田市 市長 
 
１９６５年３月法政大学法学部卒業。１９７０年４月弁護士登録。その

後、政治の道を志し、１９８７年４月埼玉県議会議員選挙に初当選以

来、３期連続当選。１９９８年３月県議会議員としての実績を基盤に、

「公平、公正、公開」を基本としたパートナーシップによるまちづくりを

政治理念に掲げ、戸田市長選挙に初当選以来、４期連続当選、現

在に至る。趣味は、JAZZ を中心とした音楽鑑賞。 

  

若見雅明  北海道黒松内町 町長 
 

 

国立函館工業高等専門学校を卒業後、同校土質工学研究室助手を

経て黒松内町役場地籍調査室に配属となる。６年間の踏査活動によ

り、黒松内町の特異な自然環境に魅了される。その後、まちづくり対

策係長在職中に「ブナ北限の里づくり構想」策定に関わり、１９９１年の

国際水辺フォーラム事務局長活動を通して環境や景観の管理行政の

重要性を痛感し、企画調整課主幹の１９９７年に「環境基本計画」を策

定。１９９７年から教育長を勤めた後、２００９年１月から現職となる。農

村計画学会２０００年秋期シンポジウムパネリスト、著作に北海道文化

論「北海道と環境保護」がある。趣味は家庭菜園、自然散策。 

 

 

イラスト せしもあき 
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財部能成  長崎県対馬市 市長 
 
長崎県対馬市出身。長崎県立対馬高等学校卒業。福岡大学人文学

部中退。旧厳原町役場・対馬市役所勤務、西日本新聞社対馬通信

部記者を経て、平成２０年３月２８日より現職。趣味：読書、スポーツ観

戦、ワイン。尊敬する人物：秋山好古。 

 

中貝宗治  兵庫県豊岡市 市長  

 

 
京都大学法学部を卒業後、兵庫県庁に入庁。県職員時代に大阪大学

大学院経済学研究科に学び、1987 年卒業。１９９０年に兵庫県庁を退

職し、翌年、兵庫県議会議員に当選、３期務める。２００１年に豊岡市長

に就任。２００５年、市町合併による新「豊岡市」市長就任。現在２期目。

著書に「鸛（こうのとり）飛ぶ夢」がある。趣味は温泉に入ること、音楽に

ふれること、テニス。 

 

根本 崇  千葉県野田市 市長 
 
東京大学法学部卒業後、１９７０年４月建設省入省。その間、千葉県

水政課長、静岡県島田市助役、建設省大臣官房政策企画官、関東

地方整備局用地部長などを務める。１９９２年、野田市長に就任、現

在に至る。「自然環境保護対策基本計画」の策定や「野田市貴重な

野生動植物の保護のための樹林地の保全に関する条例」の施行な

どを通じて、野田市の良好な自然環境や貴重な動植物の保護に尽

力。趣味は、タナゴ釣り。 

 

金井 司  住友信託銀行株式会社 企画部ＣＳＲ担当部長
 
１９８３年4月住友信託銀行に入社、おもに資産運用業務に携わってき

た。２００１年から社会的責任投資の開発を主導、CSR（企業の社会的

責任）部署の新設にも関与し、２００５年4月担当部長に就任した。２００

７年より生物多様性問題への取り組みを本格化し、現在、全社的な住

信・生物多様性プロジェクトを推進中。著書に「CSR経営とSRI」（共著、

きんざい）など。趣味は音楽鑑賞、食べ歩き。 

 

涌井史郎  東京都市大学 教授 
 
中部大学教授、桐蔭横浜大学および東京農業大学客員教授として

教鞭を執る。人と自然の空間的共存を図る造園技術をベースに、数

多くの作品や計画に携わる造園家。環境省生物多様性広報参画推

進員会座長、国土交通省・農水省トキとコウノトリで活性化する広域連

携会議委員長、国連生物多様性年国内実行委員会会長代行ほか、

多数の委員会などで活躍。全日空機内誌・翼の王国「囲われたエデ

ン」のほか、「景観から見た日本のこころ」（NHK 出版）など著書多数。

ＴＢＳ「サンデーモーニング」等にレギュラー出演中。  



■ 国際フォーラム 生物の多様性と経済の自立、健全な自治体への挑戦 

 6

開会挨拶 

 
 
 
財団法人日本生態系協会 副会長 

今村 信大 
 

 

皆様こんにちは。財団法人日本生態系協会

副会長の今村信大でございます。開会にあたり

まして、主催者を代表して、一言ご挨拶を申しあ

げます。 

本日は、国際フォーラム「生物の多様性と経

済の自立、健全な自治体への挑戦」を開催いた

しましたところ、猛暑のなか、また足下のお悪い

なか、このように多くの方々にお集まりいただき、

関係者一同、心より感謝を申しあげます。また、

開催に際しましては、政府諸省庁をはじめ、ドイ

ツ連邦共和国大使館、全国知事会・市長会・町

村会のほか、各学会等々よりご後援いただくなど、

多くのご支援をいただきました。この場をお借り

しましてお礼を申しあげます。 

さて、本日のフォーラムは、生物の多様性と

経済、そして自治体のあり方がテーマとなって

おります。すでにご承知のこととは存じますが、

本年は「国際生物多様性年」であります。また、

１０月１１日より、名古屋で、生物多様性条約の

第１０回締約国会議が始まります。この名古屋で

の会議を１０週間後に控えた、まさしく非常にホ

ットなこの時期に、ＣＯＰ１０の重要テーマである

「生物の多様性と経済」、「生物の多様性と自治

体」の取り組みについて考える国際フォーラムを

開催できますことは、自然と共存する、美しい社

会の実現を目指す者といたしまして、まことに喜

ばしいことであります。 

生物の多様性は、私たちの豊かな生活のより

どころとしてなくてはならないものです。多様な生

きものをはじめとした健全な生態系があってはじ

めて健全な経済や社会がなりたち、私たちの暮

らしは存続できます。このことから、自然を消費す

る時代から、世界が力を合わせて生物の多様性

を守り育むことで、自然を貯蓄し、持続的に果実

を得る時代へと転換していく必要があると思いま

す。 

本日のフォーラムでは、なぜ、今経済や自治

体と生物の多様性を考えなければならないの

か。課題の提示とともに、その解決策について提

案をさせていただくため、自治体リーダーや企業

の代表の皆様を国内外よりお招きいたしました。 

まず、海外ゲストスピーカーといたしまして、世

界６０カ所以上に生産拠点をおいて企業活動を

行うなかで、生物の多様性を守る活動に取り組

んでいるフォルクスワーゲン グループの環境部

門の統括責任者、ギュンター ダンメ様に、ドイツ

より来日していただきました。ダンメさんには、大

手自動車メーカーが、なぜ、生物の多様性なの

か、その考え方と今後の方向性などについてご

紹介いただきます。 

また、リレートークでは、関東地方より戸田市

長と野田市長をはじめ、北海道黒松内町長、長

崎県対馬市長、兵庫県豊岡市長と、北は北海道

から南は九州まで、全国にわたる自治体リーダ



 

 7

ーにお越しいただいています。各自治体が実行

されている将来を見据えた先進的な地域づくり

についてご報告いただきます。さらに国内の企

業の代表として、住友信託銀行の金井司様より、

世界初の生物多様性・株式投資信託の開発を

はじめとした、企業活動における生物多様性を

守る大変興味深い取り組みについてご紹介いた

だけるものと思います。 

本日、この会場には、生物の多様性に関わり

の深い、様々なお立場の方にお集まりいただき

ました。皆様のご来場に、あらためて感謝申しあ

げますとともに、本日のフォーラムでご紹介する

生物の多様性を守る先進的な取り組みが、皆様

の今後の活動に役立ち、また、ＣＯＰ１０成功へ

の弾みとなることを強く願い、簡単ではございま

すが、開会の挨拶とさせていただきます。本日は

どうぞよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 
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来賓挨拶 

 
 
 
衆議院環境委員長 

牧 義夫 氏 
 

 

ご紹介をいただきました、衆議院で環境委員

長を仰せつかっております牧義夫と申します。ま

ずは国際フォーラムにご参集をいただいた多く

の意識の高い方々に敬意を表したいと存じま

す。そしてまた、本日のご盛会を心からお喜び申

しあげ、皆様方お一人お一人にとって、そして、

それぞれの地域にとって、今日が意義のある一

日であることを心からご祈念するものでございま

す。 

本日は、衆議院の環境委員長という立場でお

招きをいただいておりますが、実は私は衆議院

の常任委員長の中で一番なりたての委員長でご

ざいます。６月に就任したばかりで、環境委員長

としての仕事はこれからやっていきたいと思って

おりますので、これを機会に皆様方にはお見知

りおきをいただき、今後ともご指導を賜りますよ

う、よろしくお願い申しあげたいと思います。 

ただ本日は、私はそのためだけに来たのでは

ございません。私の政治の恩師であります鳩山

邦夫元総務大臣のもとで、私は池谷会長より薫

陶を受けました。そして、本当の意味での自然と

共生した持続可能な社会をつくる、その動きこそ

がこれからの政治のメインストリームにならないと

いけないという観点から、共に勉強させていただ

いた一人でございます。今日はそういう者の一人

ということからもこちらに参上した次第でございま

す。 

政治の世界というのは、ある意味自然界よりも

生態系の変動が激しいところであります。今の通

常国会が終わって、次の臨時国会というのも予

断を許さないものがございます。私たちが野党の

頃は、環境委員会というのは、私も理事を務めた

ことがありますが、ほとんどもめることもなく、党派

を越えてひとつの目的に向かっていく委員会で

ありました。けれども、どうもここへきて、政策の中

身というよりもお互いに党利党略といいますか、

相手をとにかく口汚くののしることが第一義にな

ってしまい、政権を取ったら取ったで、今度はそ

の政権を維持することが自己目的化してしまうと

いうような二大政党の弊害も一方で出てきており

ます。私たちは、これを乗り越えてしっかりと国の

基本政策を決めていかなければならないと思っ

ております。そういった政治の流れのなかで、残

念ながら温暖化対策基本法が前国会で成立し

なかったということは、私も忸怩たる思いがござい

ます。今後私たちは党派を越えて、本来あるべき

持続可能な社会をつくるべく、これからの動きを

進めてまいることを皆様方に改めてお誓いを申し

あげたいと思っております。 

そして、私がもう一つ申しあげたかったのは、

私が今日ここに立たせていただいことを大変に

光栄に思うのは、この１０月には生物多様性条約

締結国会議、第１０回目のＣＯＰ１０が開催されま

す。主催させていただく名古屋の国際会議場は
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私の地元でございまして、あの白鳥の会議場か

ら徒歩５分のところに私の住まいもございます。

私も当日はホストとして、また皆様方をお迎えさ

えていただけたらありがたいと思っております。名

古屋市も愛知県も私の地元でございますけれど

も、今、ＣＯＰ１０成功に向けて、全力を挙げて支

援をするという体制を着々と整えているということ

を皆様方にご報告をさせていただきたいと思いま

す。 

改めて、今日一日が皆様方にとっての新たな

前進の一日になりますことを心からご祈念申しあ

げ、一言ご挨拶にかえさせていただきたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 
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海外ゲストスピーカー講演   

フォルクスワーゲンの生物の多様性を守る取り組みと社会的責任 

 

 

フォルクスワーゲン グループ 環境担当統括責任者 

ギュンター ダンメ 氏 
 

 

皆様こんにちは。ドイツから参りましたギュンタ

ー ダンメと申します。私は、ドイツに本社を置く

フォルクスワーゲン グループの環境担当統括責

任者として、各生産拠点、または製品そのものの

環境適合性を確保するための部署に所属して

おります。今日はこのような機会にお招きいただ

き講演できますことを心より嬉しく思っております。 

それでは、生物多様性のことについてお話を

いたします前に、まずフォルクスワーゲンについ

て説明させていただきます。フォルクスワーゲン 

グループは、１０ブランドから構成されている自

動車メーカーです。そのなかには、アウディやシ

ュコダ、セアト、あるいはスポーツカーのランボル

ギーニなどが入っています。また、世界中に約６

０ヶ所の生産拠点があります（図－１）。 

次の表は、フォルクスワーゲンの生産台数の

推移 
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フォルクスワーゲン グループ生産拠

点

Anchieta 
São Carlos

Taubaté
Curitiba

Sant`Agata

Cordoba 
Pacheco

Uitenhage
Port Elizabeth

PuneMlada Boleslav 
Aurangabad 

Kvasiny
Vrchlabi

FAW-VW Changchun

VW-FAW PL Changchun

FAW-VW Chengdu

VW-FAW E Dalian

VW AT Dalian

SVW Nanjing         

SVW PT Loutang

SVW Anting

VW TS Jiading

FAW Foshan

Stuttgart 
Leipzig

Ingolstadt
Neckarsulm

Györ
Brüssel

Luleå
Södertälje

St. Petersburg
Angers
Meppel

Oskarshamn
Slupsk
Zwolle

São Paulo
Tucumán

Chattanooga

Puebla

Molsheim

Crewe

Barcelona
Martorell
El Prat

Wolfsburg 
Emden

Salzgitter
Braunschweig

Kassel
Zwickau

Chemnitz
Dresden

Osnabrück
Pamplona

Setubal
Polkowice

Sarajevo
Bratislava

Martin
Kaluga

Hannover 
Poznan

 

図－１ 

推移を表しています（図－２）。２００９年は世界

経済危機の影響のため、２００８年の生産台数よ

り少なく、年間約６００万台を製造しました。１月

から３月までの四半期の状況を、２００９年と２０１

０年とで比較すると、３８．４％増となっています。

２０１０年を半年過ぎた現在、すでに販売台数は

３５０万台に達しています。このことから、２０１０年

は２００８年の販売台数を越える自信があります。

フォルクスワーゲン グループには現在、世界に

３７万１３００人の従業員がおります。そのうち、ド

イツ国内には１７万２９００人、またドイツ以外の

国々で１９万８４００人が働いています。本社工場

はドイツのウォルフスブルグにあります。このドイ

ツで一番大きな工場では、ゴルフ、トゥーラン、テ

ィグアンなどが生産され、１日当たりの生産台数

はおよそ３４５０台です（図－３）。 

は 
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生産台数

5,219

5,660

6,213 6,347
6,055

1～3月
1,253

1～3月
1,734

2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010

+ 8.4%

+ 9.8%

千台

+ 2.1% - 4.6%

+ 38.4%

 

図－２ 
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フォルクスワーゲンの会社概要についてはこ

のくらいにいたしまして、それでは、生物多様性

とその政治的背景のお話に移りたいと思います。

ドイツには自然保護法という法律があります、こ

の法律は、例えば、ある企業が新しい工場など

を建設することにより、自然に影響を与えてしま

った場合に、その自然の損失を代償しなければ

ならないという「代償措置」を義務付けています

（図－４）。この措置には、以前に人為的に改変

されてしまった場所の再自然化が含まれます。

つまり、すでに建設の計画段階で、担当の行政

機関と一緒に予想される環境への影響の規模を

特定して、どこでどうやって代償措置を実施する

かを決めなければなりません。この詳細につきま

しては、後ほど具体的な例を挙げて説明いたし

ます。 

げ 
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ウォルフスブルグ本社工場で生産されている車種

ゴルフ: Ø 2,000 台／日 トゥーラン: Ø 600 台／日

ティグアン: Ø 600 台／日ゴルフ プラス: Ø 250 台／日

1日当たりの生産
~ 3,450 台

 

図－３ 
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ドイツにおける自然保護関連法制

• 自然の損失の程度、代償措置の必要性を確認

• 自然の損失の程度や代償措置の公的承認手続き

• 代償措置実施場所探し、評価および土地取得

• 代償措置の計画および実施

• 保全管理計画の作成および長期にわたる

保全管理の実施

• 成果確認 （モニタリング）

代償措置の計画プロセス

 

図－４ 

ここまでは、まず法律的な背景です。ドイツの

連邦政府は、その他に２００７年に生物多様性国

家戦略を策定しました（図－５）。この戦略の狙

いは、企業を巻き込むことによって、生物多様性

保全への取り組みを強化することです。この戦

略はドイツ連邦政府が設定した３３０の目標と、

具体的な行動計画に基づく４３０の政策を含ん

でいます。この戦略は、今後全国で展開される

「生物多様性」プログラムなどを通じて、実行に

移されることになっています。この戦略を掲げた

政府は、やはり自分たちだけではやっていけな

い、企業の協力や国民の支援なしにはやり切れ

ないということに気づいているのです。 

このようなことから、ビジネスと生物多様性イニ

シアティブ（Ｂ＆Ｂイニシアティブ）が発足しました。

生物多様性を守る活動をしたい企業、Ｂ＆Ｂイニ

シアティブに賛同する企業は、リーダーシップ宣

言に調印して、生物多様性を守る活動に取り組

む意志を表明します。この宣言には、調印企業

が取り組まなければならない７つのポイントが記

されています（図－６）。そのうちのひとつとして、

企業活動が生物多様性に与える影響について

まず分析を行うということがあります。それから、

生物多様性部門を企業内に設置して、責任者

を指名して全ての活動を統括させるようにすると

いうことも挙げられており、フォルクスワーゲンの

い 
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ドイツ連邦共和国の生物多様性国家戦略

2007年11月7日、
生物多様性国家戦略 (NBS)が

閣議決定された。

同戦略は330の目標設定および
具体的な行動計画に基づく

430の政策を含む連邦政府の

未来に向けてのビジョンである。

今後数年間、全国で展開する「生物多様性」

プログラムにより、
生物多様性国家戦略を実行に移す。

 

図－５ 
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場合、これを担当しているのが私です。または、

企業内だけではなく、外部の専門的な知識をも

つ機関、ＮＧＯと連携をするということも書かれて

います。ドイツにはＮＡＢＵ（ナブ）やＢＵＮＤ（ブ

ント）という自然保護団体がありますが、こういっ

た人たちと協働作業していくということも義務とな

っております。フォルクスワーゲンは、このリーダ

ーシップ宣言に最初に調印した企業の一つで

す。現在はこちらに示したように４２企業あります

（図－７）。日本の企業も大分入っています。後

ほどお話になる住友信託銀行さんも入っていま

す。 

それではこれから、フォルクスワーゲンが実際

に行っている取り組みについてお話をいたしま

す。まず、フォルクスワーゲンが、なぜ生物多様

性の保全に力を入れているのかという、よく聞か

性 
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ビジネスと生物多様性イニシアティブ ・

リーダーシップ宣言

イニシアティブの調印企業は下記の活動に取り組むことを表明します。

① 企業活動が生物多様性に与える影響について分析を行う

② 企業の環境管理システムに生物多様性の保全を取り込み、生物多様性指標の開発を行う

③ 生物多様性部門におけるすべての活動を統括し、役員会に報告をする責任者を指名する

④ 現実的で測定可能な目標を定め、2、3年ごとに見直しと改善を行う

⑤ 年次報告書や環境報告書、CSRレポートなどで生物多様性部門の活動と実績を公表する

⑥ 納入業者に生物多様性目標についての情報提供を行い、納入業者の活動をこの目標に

合うよう統合していく

⑦ 生物多様性分野における管理システムを継続的に改善するために、

科学機関やNGO、政府機関との対話を深め、また、可能な限り提携・協力関係を推進する

 

図－６ 
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42社の調印企業

 

図－７ 

れる質問に触れたいと思います。生物多様性の

保全に取り組む必要があるのは、本当は製紙工

場や鉱山会社など、直接生物多様性に影響を

与えている企業ではないかと皆さんも思われる

かもしれません。ところが、私たちは別の考えを

もっているのです（図－８）。 

フォルクスワーゲンには、世界中でビジネスを

展開しているとして、生物多様性の保全に取り

組んでいかなければならない責任があると私た

ちは考えています。 

そして、私たちは自動車を製造している以上

は、多くの台数を売りたいわけです。そのために

は経済的に安定した社会の方がよいわけですが、

そうなるためには何が必要かというと、やはり、人

間が健やかに暮らしていくうえでの大前提となる、

健全な自然環境です。よい環境におかれた人で

ないと車を買うこともできませんので、環境保全

への取り組みは、フォルクスワーゲンのコアビジ

ネスとも直接つながります。 

お客さまが車を買ってくださいます。そうしま

すと、どうしても車を走らせる道路が必要になりま

す。道路を造るということになりますと、野生生物

の生息空間を分断してしまうということが起こりま

す。そこでフォルクスワーゲンは自動車メーカー

として、危険にさらされた動物たちを、道路建設

による生息空間の分断から守ってやる方法が何

に 
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フォルクスワーゲンはなぜ生物多様性保全に取り組んでいるか?

• フォルクスワーゲンがグローバルにビジネスを展開していることから

経済・社会・生態系に対する責任が生まれる。

• 健全な自然環境は、人間が健やかに暮らしていく上での大前提である。

そして長期的に見た場合、よい環境におかれている人でないと、

車を買うこともできない。

• 道路が野生生物の生息空間を分断している。

フォルクスワーゲンは自動車メーカーとして移動性の動物を道路交通の

危険から守る対策に貢献したい。

 

図－８ 
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かないかということも考えています。フォルクスワ

ーゲンは野生生物の生息空間を繋ぐということを

モットーにいたしまして、生産拠点周辺の川の保

全や川を元の自然の姿に戻すこと、そして、動

物の移動を具体的なプロジェクトによりサポート

すること、この２つのテーマに力を入れています

（図－９）。私たちの生産拠点の多くは川の近く

にありますし、川は動物の移動のためにもとても

大切です。 

私たちフォルクスワーゲンが、実際に世界でど

のようなことを行っているかの例をご紹介します。

例えば、ブラジルのサンパウロにパルケ・エコロ

ジコという野生動物を飼育している公園がありま

す。そこで動物種を守る取り組みを行っています

（図－１０）。メキシコのプエブラでは、水源を守る

「イスタ・ポポ」プロジェクトが行われております。

と 
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Agenda

フォルクスワーゲン グループが考える取り組みのコンセプト

Foto: Claus Bauer

アジェンダ

「フォルクスワーゲンが野生生物の生息空間をつなぐ」をモットーに、
焦点を下記の2つのテーマに当てる：

• 生産拠点周辺の川の保全、または元の自然の姿に戻すこと

• 動物の移動を具体的なプロジェクトによりサポート

 

図－９ 
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フォルクスワーゲンによる生物多様性保全の具体例

• 絶滅危惧種の保護

ブラジル・サンパウロ、パルケ エコロジコ

• 水源を守る「イスタ・ポポ」プロジェクト

メキシコ・プエブラ

• 自然保護賞「地球への愛から」 メキシコ・プエブラ

• パンダ研究 中国・成都

• アッラー川・氾濫原の再自然化

ドイツ・ウォルフスブルグ

• NABUプロジェクト「ウェルカム・ウルフ」

• BUNDプロジェクト「ヤマネコの移動ルート」

フォルクスワーゲンは数多くの国々で、生物多様性保全プロジェクトを実施。

これらの多くのプロジェクトは生産拠点の近辺で行われている。

従業員、地元住民、そして特に学校と緊密に連携して実施している。

 

図－１０ 

これについては後ほどビデオ映像で取り組みの

様子をご覧いただきたいと思います。それから、

ドイツでもいくつかプロジェクトを行っています。

これらについても、後ほど具体的なお話をさせて

いただきます。フォルクスワーゲンは世界中に工

場をもっていますが、こういった生物多様性保全

プロジェクトを実施する際に一番大切なことは、

そこで働く従業員、その地域で暮らす地元住民、

そして特にその地域の学校と緊密に連携するこ

とだと考えております。 

それでは、ここからプロジェクトの具体的な例

についてご説明していきたいと思います。この写

真はメキシコのプエブラ市の空撮です（図－１１）。

この写真には町の一部しか写っていませんが、

このプエブラ市の一角にフォルクスワーゲンの工

場が建設されています。メキシコには雨季があり

ますが、年に数週間しか雨が降らないので、この

地域は水、特に飲料水の確保に関して非常に

深刻な問題を抱えています。降雨量が極端に少

ないので、地下水や井戸水に頼らざるを得ませ

ん。従来は、奥の方に見える２つの山に降った

雨や雪解け水が、地下に浸透し貯えられていま

した。ところが、数年前からその貯留水がほとん

どなくなり、地下水位がぐっと下がってしまいまし

た。この原因となっているのが森の伐採です。木

を伐採してしまうことにより、水の流れが速くなり、

を 

 

161006-Damme-Japan-Juli 2010-final.ppt        K-EFU Umwelt 

プエブラ市

フォルクスワーゲン プエブラ工場 （メキシコ）

 

図－１１ 
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地中に浸透する水の量が少なくなってしまいま

す。 

それではここで、フォルクスワーゲンが、その

問題を解決するために、そして地下水位を上げ

るためにどのようなことをしているか、それをまと

めました５分程度のビデオをご覧いただきたいと

思います。 

 

【イスタ・ポポのビデオ】 

 

フォルクスワーゲンのプロジェクトのひとつをた

だ今実際にご覧いただいたわけですが、これは

企業として自発的に行っているプロジェクトです。 

それでは、次に、ドイツのプロジェクトについて

ご覧いただきたいと思います。こちらも法律的に

義務付けられているわけではありませんが、ＮＡ

ＢＵ（ドイツ自然保護連盟）というＮＧＯとの連携

で、「ウェルカム・ウルフ」というプロジェクトを実施

しています（図－１２）。 

ドイツでは、オオカミはすでに絶滅してしまっ

たと考えられていましたが、このオオカミを呼び

戻して繁殖させるために、ただ新たにオオカミの

生息空間をつくってやるだけではなく、人にオオ

カミという動物について、きちんと理解をしてもら

うことが大切なのです。このことから、ＮＡＢＵとと

もに、オオカミのイメージ向上をねらいとした啓

発も 
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VW-NABU(自然保護同盟)プロジェクト「ウェルカム・ウルフ」

• 地元でのイメージ改善を図った啓蒙活動により、

ドイツの最も大きい肉食獣である野生オオカミを保護

• 共同開発したキャンペーンコンセプト

• 統一した情報を提供

• 共同活動（キャンペーン、ラウゼィッツ地方にオオカミ博
物館をオープン、漫画コンテスト、幼稚園キャンペーン）

経過報告

• 野生のオオカミの個体数が増加

• 同プロジェクトに対する関心が高く、メディア反響も
相変わらず大きい（大衆紙 „BILD“の1面に掲載など）

• 漫画コンテストは国内外から多数応募
（46ヶ国から1300人）

• ウォルフスブルグ市および
ウォルフスブルグ サッカーチームも協力  

図－１２ 

活動を行い、オオカミは肉食獣だけれども決して

危険な動物ではないということを広報しています。

もちろん、ハンターなど、オオカミを捕ってしまう

人もいますが、そういう人たちにもオオカミが生

息していることのすばらしさを知ってもらいたいと

願っています。これは、このプロジェクトの一環と

して、ＮＡＢＵと協働で行っているキャンペーン

の様子ですが、ＮＡＢＵとは他にも、「エコドライ

ブトレーニング」という省エネ走行イベントなども

定期的に行っております。それから、ウォルフス

ブルグ本社工場の近くにある湿地を再自然化す

るといったプロジェクトもＮＡＢＵと一緒に行って

おります。 

また、ドイツにはＢＵＮＤ（環境自然保護連盟）

という自然保護団体があります。ＮＡＢＵと同様

に、ドイツ最大級の自然保護団体であるＢＵＮＤ

とも連携して仕事をしております（図－１３）。ドイ

ツにもこの写真のようなヤマネコがいます。しかし

このヤマネコは現在、小さな個体群で、孤立した

状態で森に生息しています。孤立しているという

ことは、あまり持続可能な生息状態ではない、長

期的な存続は難しいということを示しています。

そこで、ＢＵＮＤのニーダーザクセン州支部と協

力して、「ヤマネコの移動ルート」プロジェクトの

支援を行っています。 

プロジェクトでは、コリドー状に木を植えるなど

に 
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「ヤマネコの移動ルート」プロジェクト

をサポート

絶滅の危機にさらされているヨーロッパ ヤマ
ネコは、小さな個体群で孤立化した状態で森
林の中に生息している。

BUNDのプロジェクトは、生け垣を植えるなど
でヤマネコの移動ルートを確保、生息空間を
つなごうとしている。

フォルクスワーゲンは、このプロジェクトを車両
の貸し出しや、ハルツ山地での植林活動への
財政支援でサポート。

 

図－１３ 
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によりヤマネコの移動ルートを確保し、生息空間

をつなごうとしています。ヤマネコは移動するの

に隠れ場所となる木が必要となりますので、植林

活動は重要です。フォルクスワーゲンは、そのた

めの車両の貸し出しやハルツ山地での植林活

動への財政支援などを通じてこのプロジェクトを

サポートしています。また、どこにヤマネコが生

息しているのか、どのように移動しているかなど

のモニタリングに必要な車もフォルクスワーゲン

が提供しています。 

それでは次に、ウォルフスブルグの本社工場

の近くで行っている自然保護事業についてお話

をさせていただきます。これは法律のもとに義務

づけられているプロジェクトです。これはウォルフ

スブルグ市の空撮写真です（図－１４）。この四

角く色分けしてある部分がフォルクスワーゲンの

本社工場で、隣に技術開発部門があります。こ

の技術開発部門では、数年前に建物、そしてテ

ストコースの拡張工事が必要になりました。当時、

私はこの拡張事業の担当でしたが、研究所を拡

張するには、このエリアに生えておりました樹木

などを伐採しなければなりませんでした。計画の

段階から、行政機関や市民と話し合い、一緒に

必要な代償措置の規模を特定しました。 

この空撮写真の東側と西側にある２ヶ所の赤く

色分けしてある部分は、バルンブルッヒとドレー

ム 
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代償措置: バルンブルッヒとドレームリングのビオトープ・ネットワーク

ドレームリング

バルンブルッヒ

ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ本社工場

ｱｯﾗｰ川･氾濫原の再自然化

アッラー川・氾濫原の再活性化

 

図－１４ 

ムリングという自然保護地域です。この自然保護

地域は、工場や市街地があるため２つに分かれ

てしまっています。その間にアッラー川という河

川が流れています。ここには以前ビーバーやカ

ワウソなどが生息していたのですが、分断された

ことによって、生息場所が消失してしまいました。

そこで、ウォルフスブルグ市と相談をしまして、こ

の２つの自然保護地域の間の土地を再自然化

しようということに決まりました。このプロジェクトに

ついては、さらに具体的にお話しをしたいと思い

ます。 

自然再生をする場合、私たちが考えたように

長期的に自然の力に任せて、環境を再生してい

くという場合には、放牧地や農地として使われて

いた土地を購入しなければなりません。必要な

土地全部を買い取るのに３年間かかりました。例

えば、ある農家は、「フォルクスワーゲンは大きな

企業だから、待っていればきっとより良い値段で

買ってくれるに違いない」と考えて、なかなか売

ってくれなかったわけです。 

こちらがアッラー川・氾濫原の再自然化の概

要図です（図－１５）。再自然化の措置を行った

所にアルファベットで A から K まで表示がして

あります。面積は２００ｈａ以上に及びます。時間

の関係から、逐一ご説明することはできませんの

で、最も大切なプロジェクトの根幹部分のお話を

い 
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アッラー川・氾濫原の再自然化

プロジェクト概要：

• ウォルフスブルグ市との共同プロジェクト
• 代償措置の集中実施
• 河川景観を元の姿に戻す
• 面積: 200 ha以上
• 草地として維持するために、野生のウシやウマを放牧

プロジェクトの目標:

• 元の自然状態に近い川、三日月湖、沼
• 湿性・湿潤の草地
• ヨシやスゲ族の茂み
• 川岸の森、オークの森や湿地の茂み

 

図－１５ 
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いたします。 

まず私たちが考えましたことは、この地域では

動物たちが自由に動き回れる、移動することが

できるようにするということです。楕円で囲まれて

いる場所で再自然化が行われました。この丁度

下の南の方にフォルクスワーゲンの工場や市街

地があります。 

この写真は２００６年１１月のものです（図－１

６）。ウォルフスブルグ市内を流れているアッラー

川の様子です。この直線的な河道を見て、「非

常に整っていてきれいじゃないか」と思われる方

もいらっしゃるかもしれませんが、このような場所

には、ビーバーもカワウソも生息できません。な

ぜなら彼らの生息には隠れ場所が不可欠だから

です。 

このようなことから、第一段階として、この土地

の自然を再生して河川景観を元の姿に近い状

態に戻すことに決めました。そして、可能な限り

昔の状態を把握するため、農家の人たちに土地

について聞いたり、昔の地図を調べたりしました。

もちろんアッラー川は、昔はこのように直線化し

た河川ではなく、蛇行していました。１６０年くら

い前に人間の手によって直線化されてしまった

のです。こうやって、昔の河川景観に戻そうとい

うことになったわけです。 

これが再自然化のための工事をしているとこ

ろ 
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アッラー川・氾濫原の再自然化

 

図－１６ 

ろの写真です（図－１７）。２００６年１１月に撮影

したものです。実は、工事とは言っても再自然化

の作業なので、私はこのようなショベルカーが来

るとは思いもしませんでした。ですので、最初は

非常にショックを受けました。ところが、自然再生

事業に関わっている専門家の方たちにうかがうと、

この作業なくして自然を再生することはできない、

だから自然を破壊しているように見えるけれど、

これは必要な作業なのだということでした。次の

写真を見ていただきますと、そのエキスパート達

が確かに正しかったということが分かります。これ

が１ヶ月後の２００６年１２月の様子です（図－１

８）。奥の方にはまだショベルカーなどが見えて

います。川は確かに蛇行してはいますが、まだ

荒々しい作業の感じがそのまま残っています。こ

の状態を見ましたときに、「今やっていることは本

当 
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アッラー川・氾濫原の再自然化

 

図－１７ 
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アッラー川・氾濫原の再自然化
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図－１８ 
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当に正しいことなのだろうか」と疑問に思いました。 

ところが、その約３ヶ月後の２００７年春には、こ

のような状態になりました。自然が戻ってきたの

です（図－１９）。自然であるべき場所に、自然が

必然的に戻ってきたわけです。さらに、こういっ

た野鳥もたくさん戻ってきました。これはコチドリ

という鳥で、最近ではこのウォルフスブルグ市の

周辺でも本当に希少になってきていた鳥です。

ビーバーもやってきました。もちろん、ビーバー

に皮を食べられてしまった木も何本かありました

が、仕方ありません。カワウソの跡も見つかり、こ

の地域を横断してくれているということが分かりま

した。これが１年後の２００８年５月の写真です

（図－２０）。こういった様子になっています。それ

では再度２００６年と２００８年の様子をご覧いた

だきたいと思います。ビフォーとアフターというこ

と 
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アッラー川・氾濫原の再自然化

 

図－１９ 
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2008年5月

アッラー川・氾濫原の再自然化

 

図－２０ 

とになりますが、明らかに違いますので、あえて

説明する必要はないでしょう。 

それでは、アッラー川とその氾濫原の自然再

生のもうひとつの措置についてお話しします（図

－２１）。この写真でもお分かりいただけますとお

り、かなり大きな面積です。こちらの土地は、

元々は農地だったところです（図－２２）。トウモロ

コシなどの穀物やジャガイモなどが植えられてい

ました。先ほどお話をいたしましたが、この土地

は最後までなかなか売ってくれそうもなかった問

題の土地です。まず、この農地は農地としての

使用をやめさせました。その代わりにこういった

小さい小川のような水の流れをつくりました。そ

れから水辺環境も創出しました。小さい沼もつく

りました。それからヨシやスゲなどが生える茂み

や湿性草地、湿地などもつくりました。これは湿

性 
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アッラー川・氾濫原の再自然化
プロジェクト概要：

• ウォルフスブルグ市との共同プロジェクト
• 代償措置の集中実施
• 河川景観を元の姿に戻す
• 面積: 200 ha以上
• 草地として維持するために、野生のウシやウマを放牧

プロジェクトの目標:

• 元の自然状態に近い川、三日月湖、沼
• 湿性・湿潤の草地
• ヨシやスゲ族の茂み
• 川岸の森、オークの森や湿地の茂み

 

図－２１ 

 

291006-Damme-Japan-Juli 2010-final.ppt        K-EFU Umwelt 

アッラー川・氾濫原の再自然化
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図－２２ 



■ 国際フォーラム 生物の多様性と経済の自立、健全な自治体への挑戦 

 18

性草地ですが、この保全管理のために野生種で

あるウシやウマ、いわゆる原種になりますが、そう

いった動物を１年中ここで放して、草を食べても

らっており、現在ではこういう状態になっていま

す（図－２３）。これらの野生のウシは、ドイツでは

すでに絶滅してしまっていた種類です。年間を

通じて野外に出ておりますが、やはり野生です

から、冬の寒さにも耐えて 1 年中草を食べること

によって、自然の状態が維持されることになりま

す。ウシのほかに絶滅危惧種の野生のウマも放

しました。 

ここまでご覧いただきまして、やはり自然は自

然に任せれば、自ずと戻ってくるということがご

理解いただけたかと思います。他方、このプロジ

ェクトで最も大切なことは、このように努力して自

然を再生した土地だからと言って、人間を締め

出してはいけないということです。こちらのプロジ

ェクトの敷地には、一般市民もどんどん入れるよ

うにしてありますが、やはり野生のウシですから

危険もともないますので、ウシがいるところの周り

だけは柵で囲ってあります。 

今までご覧いただきまして、フォルクスワーゲ

ンという会社と従業員による生物多様性への取り

組みについてお分かりいただけたかと思います。

実際、いろいろな地域から多くの方々が視察に

訪れます。また、フォルクスワーゲンに勤務して

い 
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アッラー川・氾濫原の再自然化

 

図－２３ 

いる従業員たちも、この取り組みを本当に誇りに

思っていて、家族や友人を積極的に連れて行っ

ています。このこともフォルクスワーゲンがなぜ生

物多様性の保全に力を入れているかという理由

になります。特にフォルクスワーゲンで働いてい

て気がつくことは、スタッフたちが生物多様性の

保全に対して、非常に強い熱意をもっているとい

うことです。フォルクスワーゲン社自体も、どうし

たら皆のモチベーションを高く保つことができる

かということを、ひとつの課題としています。 

さらに強調するために繰り返させていただきま

すが、今日は、フォルクスワーゲンがいかに生物

多様性に力を入れているかということを、皆さま

の頭の中にしっかりと刻んで帰っていただけれ

ば、私は大変嬉しく思います。加えて、この我々

の考えや取り組みを参考にして、日本の企業の

どなたかが、「うちでもやろう！」と言っていただ

ければ、私はさらに嬉しいと思います。 

こういった取り組みのなかで、私はいろいろな

経験をしてきました。そのなかで、やはり協働作

業というものが必要不可欠だということをひしひ

しと感じております。例えば、自然保護団体とパ

ートナーシップを組む、あるいは経済界や行政と

連携するということ、一緒になって取り組めば必

ずその分成果が上がるということを実感していま

す。ドイツでは、先ほど申しあげましたように、自

然に対して侵害を加えた際には、その損失に見

合った代償・代替措置というものが法律で義務

づけられています。そういう厳しい制度が日本に

もできるといいと思います。 

例えば、行政は建設計画が出た場合など、ま

ず自然に対しての影響をポイントシステムで評

価します。こういったポイントシステムは日本でも

参考にしていただけるのではないかと思います。

自然の価値が高ければ、その分ポイント数も上

がり、それに見合った分の自然を再生する必要

があるということで、大きな面積の土地を購入し
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たり、価値の高い土地を確保して、そこを自然に

戻すというようなことが実行されています。侵害

の代償地は、侵害を受けた場所と同じ、または

それより高い点数をもっている必要があります。

加えて、企業は「では、こういうことをしよう」と、簡

単に再自然化に着手できるわけではなく、自治

体や市民などの参加を得て最終決定がなされま

す。このようなことから、行政と民間企業とのパー

トナーシップが非常で大切になってきます。 

私たちフォルクスワーゲンも、年に少なくとも２

回から３回、行政の人たちと会って話し合いをし

ております。そのような場で、企業側から「私たち

はこういう将来計画をもっています」という話をし

ます。これは、行政がそれを受けて、例えば有効

面積地図などを作成する際に、そのなかにフォ

ルクスワーゲンの計画を落とし込むことができる

ようにするためです。そのことによって、企業とし

ては計画を立てた時点で、すでに再自然化に対

しておおよそどのくらいのコストがかかるかという

ことが分かるというわけです。 

ある程度の大きさをもったプロジェクトを行う場

合には、必ずこの代償コストもかかるので、「計画

時にすでにそういうコストも組み込みながら全体

の総額を出しておきます。そのようにして、非常

に長い目で見ながら計画を実行に移していく必

要があります。 

本日は、皆さんも貴重な時間を割いてこちら

の方にいらしてくださったのだと思います。その

時間が無駄にはならなかったことを心から願って

おります。 

どうもありがとうございました。 
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基調講演  

健全な生物の多様性が美しい社会をつくる 

 

 

（財）日本生態系協会 会長  

池谷 奉文 
 

 

皆様こんにちは。大変お忙しいなかをお集ま

りいただきましてありがとうございました。フォルク

スワーゲン グループのギュンター ダンメさんの

お話には、まことに深い感銘を受けました。企業

の方からのお話とは思えない、環境保護団体の

方のお話かなと勘違いしてしまうような内容でご

ざいました。 

私がダンメさんとお会いしましたのは、ちょうど

１年前でございます。先ほどのウォルフスブルグ

にございますフォルクスワーゲンの本社にうかが

いまして、これからのフォルクスワーゲンの環境

対策はどうするのかというお話をお聞きしたわけ

でございます。その時にダンメさんが、開口一番、

大変素晴らしいお話をしてくださいました。「健全

な生態系があってはじめて健全な社会ができる、

これが国際的な共通認識である。我々企業も社

会の一員だから、健全な生態系を取り戻すのは

当然の義務だと思っています」。こうおっしゃった

のです。「義務だと思っている」。これはすごいこ

とを言うなと思いました。そして、いろいろ具体的

な話をおうかがいしまして、さらに、すごいことを

やっているなと思いました。でものようなことを本

当にやっているのかなという疑問も、お話をきい

ているときには正直浮かんできました。その後、

実際に現場を案内していただきまして、想像以

上にすごいなと思ったのです。先ほどのご講演

にありましたウシの原種ですとかウマの原種が本

当にいたのです。それから数百ｈａという土地の

自然再生も行っていました。しかも、きちんと行

政の方々や地元のＮＧＯと手を組んで進めると

いう、大変理想的なかたちでやっていらっしゃる

わけでございます。 

これを目の当たりにしたとき、是非日本にお呼

びして、このフォルクスワーゲンの取り組みにつ

いて、多くの方々、とくにまちづくりをしている首

長の皆さま、それから日本の社会を支える経済

界の方々に知ってほしいなと思ったわけです。

そのようなことで、本日は本当に無理を言ってお

いでいただきました。あらためまして、お礼申しあ

げます。昨日日本にお着きになって、今日講演

をして、明日お帰りになるということでございます。

日本に来られたのは初めてということですので、

本当は一週間ほど滞在して、日本全国のよいと

ころ、悪いところを見ていただき、いろいろ知って

いただくのがよいと思いました。しかし、今回はそ

れが叶わず、このフォーラムのためだけに来日し

ていただきました。本当に心から感謝しておりま

す。 

「生物の多様性」に対する日本国民全体の認

識の程度というのは、まだ低いようでございます。

環境問題ということに対しては日本国民も理解

はあるのですが、それはとかく二酸化炭素の排

出をはじめとするゴミの問題、そういったことに対

する認識に偏ってしまっていて、生物多様性に
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対する認識はまだまだ低いようでございます。し

かし、環境問題は、二酸化炭素の問題だけでは

ありません。環境というのは、まさしく我々の生存

基盤であります。その生存基盤を壊した原因は

主に２つあるのです。ひとつがまさに今申しあげ

ました二酸化炭素をはじめとするゴミの問題。そ

して、もうひとつが生物多様性。多様な遺伝子や

種をどう守って次の世代に手渡すかということで

ございます。この２つでございます。２つのどちら

に問題が起きても、人間生活に支障が出てくる

わけでございます。 

しかし、多くの日本の大手企業を見ますと、そ

こそこかたちとしてはやっていると思いますが、ま

だ片手間と言いましょうか、うちの企業も環境に

は配慮しているよという格好を見せる程度のとこ

ろの方が多いわけでございます。本当に心から

環境のためを思ってやっているという企業はまだ

少ないのではないかと思います。ですから、そう

いったことをきちんと理解をして企業活動を行っ

ている企業に対しては、大変感動するわけでご

ざいます。実際にフォルクスワーゲンで現場を見

せていただいている時に、ダンメさんにうかがっ

てみました。健全な生態系を取り戻すのは当然

の義務だと思っているというのは、担当部署とし

て責任のあるダンメさんたちの考え方であって、

か 

 

 

図－１ 

社長さんたちの考え方ではないのではないです

かと。そうしましたら、ダンメさんが、「いやいやと

んでもない。社長以下皆そう思っているのだ」。こ

ういうお話でございました。そして、現場を実際

に見させていただくと、本当にすごいということを

実感するわけでございます。 

ひるがえって、日本の現状を見てみますと、あ

まり美しい社会にはなっていないという感じがい

たします。飛行機や高台から日本のまちを見ま

すと、実に雑然としています。美しいとはなかな

か思えないわけでございます。まちのなかに入り

ましても、多くの外国の方々を呼んで、「さあ、見

てちょうだい！」と言えるほど美しいまちは滅多

にありません。なぜそうなったのか、これからどう

したらよいのか、そのへんのことも含めて、基調

講演ということでお話させていただきたいと思い

ます。 

これは現在のイギリスのとある場所の景色でご

ざいます（図－１）。いかにもイギリスだなという雰

囲気だと思います。なぜここでイギリスの写真を

お見せするか。別にイギリスに行ってきた話をし

たいわけではございません。実は以前は、ここに

写っている場所も含めて、イギリスのほとんど全

部が大森林に覆われていたわけです。森だった

のです。それを壊して、このような放牧地をつくっ

たわけです。ですから、イギリスも長い歴史のな

かで大変な自然破壊をしてきたということが分か

ります。そのイギリスが今、自然を守っていこうと

いうことで、一生懸命自然再生の取り組みに力

を入れています。とりわけこの１０年ほどは、目を

見張るほどの頑張りようでございます。その結果、

このような光景が各所に見られるようになったわ

けでございます（図－２）。 

なぜイギリスの写真を最初にお見せしたかに

は理由があります。環境問題のそもそもの発端

はイギリスにあるからです。これは１７７４年にワッ

トが発明しました蒸気機関です。これが発明され
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たことによって産業革命が起きたわけです。それ

までは木を燃やしてエネルギーとしてきました。

それが今度は石炭を燃やすようになった。木と

比べて石炭はものすごい力が出るわけです。こ

のことでまさしく産業革命が起こったわけでござ

います。そして、それをきっかけに経済界が大き

く変わりました。つまり、人間の叡智とでも言うの

でしょうか、ワットによる蒸気機関の発明によって、

人類がはじめて地下資源に手をつけた。地下資

源である石炭を大量に使うということが起こった

わけであります（図－３）。 

ここに大変重要なひとつの哲学といいますか、

ルールがあるわけです。それは難しく言いますと、

熱力学の第２法則というもので、「つくったものは

全てゴミになる」ということです。全部ゴミになりま

す。もちろんこのゴミのなかには、二酸化炭素と

いうゴミも含まれます。「つくって消費すればゴミ

になる」、こういう鉄則があるわけでございます。

そういうことから、１７７４年のワットの発明から始ま

ったこの産業革命以降、二酸化炭素という大量

のゴミが出はじめ、その結果、地球の温暖化が

始まったということになるわけです。これが２００年

くらい前のことになります。 

この蒸気機関を移動型に改良いたしましたの

がスティーブンソンでありました。これが機関車と

が 

 

 

図－２ 

いうかたちで全世界に広がりました。そして文明

がさらに発達し、より便利な社会になっていきま

した。しかし、それは実のところ、人類が地下資

源を大量に消費する第一歩だったわけです。そ

れだけではありません。今度はダイムラーとベン

ツが石油に手をつけました。石油エンジンの開

発です。今までは外燃エンジンというものだった

のですが、もっと効率のよい内燃エンジンを、世

界で最初に開発して自動車に搭載しました。こ

れが１８８３年のことでございます。そして、この技

術がアメリカに渡りまして、フォードが１９０９年、Ｔ

型フォードという車をつくりました（図－４）。これ

が、大量生産、大量消費、大量廃棄のきっかけ

となったと言えるのではないかと思います。大変

と 

 

 

図－３ 

 

 

図－４ 
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便利だ、素晴らしいということで、これがこの後世

界中に広がっていくということになります。 

石炭と石油を大量に使う時代が到来し、非常

に豊かな社会になっていった。その結果、現在

まで大変便利な生活を享受するということが続い

てきたわけです。石油、石炭をはじめ、ウランな

どの地下資源が無限にあって、さらにゴミ捨て場

も無限にあれば全然問題ないわけでございます。

しかし、そうではなかった。地球は実は意外に小

さかった。大気中の二酸化炭素の濃度が過去最

高になった。つまり、大気圏というゴミ捨て場は、

思いのほか小さかったのです。Ｔ型フォードが開

発されたのは１９０９年ですから、約１００年前のこ

とでございます。そして、蒸気機関の発明からた

った２００数十年です。４６億年続いてきた地球の

歴史が、たったここ１００年、２００年で大きく変わ

りました。ゴミ捨て場がいっぱいという状態になっ

たわけでございます。 

日本においても、２年程前に４０．９℃という今

までにない高い気温を経験しました。今年はこの

記録を更新しそうでございます。石炭、石油は有

限な資源ということですが、ではあとどのくらいあ

るのだろうかということになります。これは長崎県

にある軍艦島の三井石炭鉱業の跡でございます

（図－５）。１９７０年代には、すでに日本の地下

た 

 

 

図－５ 

資源は、ほぼ掘り尽くされたという状況になりまし

た。同様に、世界的にも地下資源の採取という

のがピークを越えつつあります。石油も同じでご

す。大油田の石油はすでにピークを迎えていま

す。サウジアラビアのガワール油田、メキシコの

カンタレル油田など、油田は多々ありますが、い

ずれもピークを迎えており、世界総生産量もあと

数年でピークを越えていくだろうという状況にな

っています。つまり、地下資源から見ても、地球

は思いの外小さかったということでございます。 

あと残っているのは深海です。陸地と浅い海

のところはほぼ開発が終わってしまいました。残

っているのは深海だということで、深海にある資

源の争奪戦が始まっています。そこにきて起こっ

たのが、あのメキシコ湾の原油流出事故でござ

います。技術が完全に確立されていないなかで、

あのように深海部にある資源を利用するというの

は、大変大きな問題を起こす可能性があるという

ことがよく分かると思います。しかし、そのような

危険を冒してまで採取する資源とて、現実には

それほど長くは続かないということであります。 

もはや大量生産、大量消費は小さな地球のな

かでは無理だということが分かってきたなかで、

まさしく今、文明が変わろうとしています。そういう

状況に日本も置かれているわけです。日本の政

治もここで大きく変わらなければということで、与

野党交替に大変な期待がもたれていました。し

かし、これが１年ももたずに崩れてしまうという。こ

れは一体どういうことなのだろうなという感じがす

るわけでございます。 

この図は、これまでの持続不可能な社会の様

子です（図－６）。我々人類の生存基盤である自

然生態系、これは資源という見方からすると、生

物資源、つまり遺伝子資源と、土壌を含めた地

下資源等の非生物資源があります。それを大量

に消費するということは、大々的な自然破壊を起

こすことにつながります。 
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第１次産業で大量に生産し、第２次産業で大

量に加工したものを、第３次産業で大量に流通

する。日本の場合、そのうえ外国から大量のモノ

を輸入しています。例えば、食料については、約

６０％のものを海外からの輸入に頼っています。

「つくったものは全てゴミになる」。これが熱力学

の第２法則でございますから、輸入したモノも全

てゴミになるわけです。大量生産、大量消費、大

量廃棄の結果、当然、我々の生存基盤でありま

す自然生態系は大量に破壊されるということに

なって、地球全体がグラっと傾いた状態というの

が、この図の示すところでございます。このまま

行くと地球はもたないということになります。 

このようなことから、１９７２年にストックホルムで

国連人間環境会議というのが開かれまして、この

状態ではもうもたない、成長の限界を知る必要が

あるという話になったわけでございます。しかし、

多くの国々がそれを承知しませんでした。そして、

それから２０年経った１９９２年、ブラジルのリオデ

ジャネイロで、日本をはじめとした世界の多くの

国々の参加を得て地球サミットが開催されました。

この会議で、「持続可能な社会にしていこう」とい

うことが世界全体の合意として決められたわけで

す。その後２０年経った今、日本はあまりそのこと

をきちんと考えてこなかったというような状況にな

を 

 

 

図－６ 

っているわけでございます。先日行われました参

議院選挙を見ましても、各政党の主たる政策の

柱に、生物多様性ですとか、持続可能な社会を

つくる、というようなことは、見あたらないのであり

ます。日本の今の国会の各政党は、日本を引っ

張る資格がないのではないかと思わざるを得な

い状況です。こういう政党では、どこも持続可能

な日本の国をつくることは不可能であるということ

を、大きく反省する必要があるだろうと思うわけで

ございます。 

日本がこのような状況にある一方、世界では、

持続可能な社会をつくるためには、自然生態系

をきちんと守らなければいけないと言っているわ

けです。これは持続可能な社会の模式図です

（図－７）。私たちの生活を支えるこの自然生態

系は、太陽光線と大気と水と土と多くの野生の生

きものの５要素から成り立っています。この土に

は、土壌と地下資源の２つの要素があります。先

ほど申しあげましたが、この自然生態系は生物

資源と非生物資源に分けられます。生物資源は、

まさしく多様な生物から成り立っています。私た

ちは、これら多くの生物の遺伝子資源を利用し

ているのです。一方、非生物資源は主に地下資

源です。これら全体を合わせたものが自然生態

系です。この自然生態系が、人間の生存基盤で

系 

 

 

図－７ 
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ありますから、自然生態系を健全なかたちできち

んと守ることが必要です。とくに多くの野生の生

きもの、生物の多様性をしっかり守ることが大切

です。そのためには、産業のあり方を従来のか

たちから大きく変更する必要があります。こういっ

た資源を直接利用するのが第１次産業。農業や

林業、漁業です。持続可能な社会をつくるため

には、この第１次産業のあり方も大きく変えなけ

ればいけません。大量に消費して、大量に廃棄

することを前提としたモノの生産の仕方には問題

があります。なるべく少量を生産して、つくったも

のは大事に長く使う、これを前提にしなければい

けない時代を迎えています。 

同様に、第２次産業のあり方も大きく変える必

要があります。それとともに、第３次産業である流

通のあり方にも当然大きな変更が求められます。

公共交通と徒歩と自転車の時代が、もうそこまで

来ているということです。石油や石炭がいっぱい

あれば、どんどん車を走らせ、どんどん飛行機を

飛ばすということが可能ですが、資源がそこそこ

しかないということが分かった今、当然、これから

は、主として公共交通と徒歩と自転車を移動手

段とする時代を迎えつつあるのだろうということで

す。また、当然のこととして、今後は日本の輸出

入量もある程度抑えていく必要があるということ

になります。食料に関して言えば、昨今、自国で

少なくとも８０％程度の自給率を維持しておく必

要があるということが国際的な常識になっている

なか、日本の現在の食糧自給率は、カロリーベ

ースで４０％あるかないかでございます。この数

字は、明らかに問題があるということを示していま

す。 

このことから、これからは当然我々も質素な生

活をしていかざるを得ないわけです。今までのと

にかく使い捨て、使い捨てという時代は終わろう

としています。これからは必要なもの以外は極力

買わない。買ったものは大事に使う。使った後は、

最後には当然ゴミになるのですが、その前に、他

に使い道はないか見つけてリユーズする。そして

最後にリサイクルです。そのプロセスを経ずに、

はじめからリサイクルに持っていくというのは、明

らかにおかしな話でございます。このようにして

質素な生活をするということが基本になるわけで

す。 

それとともに大変重要なのが、次の世代を支

える子どもたちの育て方です。この子どもたちに

思いきりたくさんの自然体験をさせる、そのことで

豊かな感性を育ててもらうことが非常に大切です。

人間も野生生物の一員ですから、ほかの多くの

野生生物とふれあうことによって、多くを学び、思

いやりの心や体力、精神力がきちんと備わるの

だということでございます。ですから、子どもの生

活範囲のなかに、豊かな自然があるかないかに

大変重要な意味があるわけです。しかし、そうい

った考え方をもった都市計画が、日本ではほと

んど行われてこなかった。この事実を踏まえて、

これからはこの図のような持続可能な社会を目

指していくということになるわけです。 

持続可能な社会の大元となっているのが、こ

の健全な自然生態系でございます（図－８）。太

陽光線と大気と水と土と多くの野生生物、これが

健全であるかどうかということです。一番下の土

健 

 

 

図－８ 
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壌には土壌微生物がいます。ここで分解された

栄養分を、その上にある植物が食べます。二酸

化炭素と太陽光線をもらって植物がつくった有

機物を、今度は昆虫たちが食べます。これらの

昆虫たちは第１次消費者です。その上にこの昆

虫たちを食べるトンボやクモなどがいます。これ

は第２次消費者です。そして、これらを食べる小

鳥などの動物。これが第３次消費者です。そして

一番上にこれらを食べるタカやフクロウがいます。

これが第４次消費者。一番高い位置にいるので、

高次消費者といいます。つまり、この生態系がき

ちんとしているかは、このタカやフクロウが安定し

たかたちで暮らしているかどうかということがひと

つの目安になります。 

こういった考え方で自分の住んでいるまちを

見た時に、例えば、身近なところにタカやフクロ

ウが安定して住めるような自然がどのくらいある

かを見れば、そのまちがこれからも持続的に発

展できるかということが分かるということになります。

これは海でも同じでございます。海の生態系ピラ

ミッドでは、この高次消費者の部分にサメやクジ

ラが入ります。高次消費者は当然数も少ないわ

けですから、ここにいる生きものを捕るということ

は、生態系が崩れる原因になります。なぜなら、

ここにいる生きものを捕りますと、食う、食われる

という食物連鎖の関係が、ここで途絶えるからで

す。すると、その下にいる生きものが異常に増え

るというようなことが起こります。 

これが実はカラスやムクドリが増えて困るという

ことなのです。この原因は、都市計画に問題があ

ったからということです。タカやフクロウの住む自

然を壊した。そこに問題があるわけです。東京都

でもカラスが増えて困りました。それに対して、東

京都は何をやったかと言いますと、カラスを殺し

たのです。この行動は理解できなくもないですが、

本当は違うと思います。タカやフクロウの住む自

然を取り戻す、自然を再生するということが最も

基本的なことです。それをやらずに、カラスだけ

を殺す。政策として、明らかに誤りがあるように思

います。 

そういうことが実は全国で起こっているのです。

我々の生存基盤である多様な生きもの、タカや

フクロウがずっと住み続けていける森をどう残す

か、これが持続可能な社会をつくるための大きな

課題でございます。海も同じです。クジラやサメ

を捕ろうという考え方は、基本的にやめた方がよ

いと思います。しかし、残念ながら、日本のマスコ

ミを見ていますと、南氷洋のクジラを捕ることにつ

いて、なぜ世界が日本に文句を言うのかと言っ

ているのです。生態系や生物学的なことをあまり

理解されていないように思います。環境教育がき

ちんと行われている国では、タカやフクロウを捕

ることはよくないことだと当然思うわけです。日本

の文化を否定しようというわけではありません。こ

ういったことは、環境教育をしっかりしていれば、

すぐに納得できる話でございます。残念ながら日

本では、環境教育が体系的に行われておりませ

ん。文部科学省に、環境教育を算数や国語と同

じように一般教科として加えるべきだと何年か提

案してきているのですが、なかなか実現すること

ができません。 

健全な生態系、自然を破壊すると大変多くの

と 
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問題が起こるということは、歴史を紐解いてみる

とよく分かります。これは地中海文明のひとつ、

約４千年前にクレタ島で栄えましたミノア文明で

す（図－９）。現状を見てみますと、クノッソス宮殿

を支えてきた後方の山に木が１本もないのであり

ます。４千年前の自然破壊によって、今もって貧

しい農村がわずかにあるだけという状況です。ギ

リシャ文明だけではありません。各文明が同様の

歴史をたどっています。これは太平洋にあるイー

スター島でございます（図－１０）。この島もかつ

ては森林に覆われていました。その大自然をこと

ごとく破壊しました。このことによって、むき出しに

なった土壌は流出し、農作物ができなくなり、結

果として文明が滅びたわけであります。むなしく

モアイだけが立ちつくすということになります。 

これは、近年事実上崩壊した国、ネパールで

あります。昔このようにゾウやサイがいて、素晴ら

しい自然があった（図－１１）。この豊かな自然が

数千年の間文明を支えてきました。しかし、王様

が近代文明を取り入れたことによって、猛烈な自

然破壊が進むことになりました。木々を伐って山

をほとんど丸裸にしたわけであります（図－１２）。

ここにあった土壌は当然のごとく流れていきまし

た。バンクラディッシュで毎年のように大洪水が

起こるのは、ネパールの自然破壊の結果だと言

う 

 

 

図－１０ 

えます。そしてもちろん、ネパール自体も最貧国

に落ちたわけです。８０００ｍ級のヒマラヤの山々

がむなしく輝くわけであります。 

健全な自然生態系をどうやって守るのか。一

番大切なのは土地利用です。つまり、自然保護

とは、公有地として自然のために土地を確保す

ること。はっきり言いますと土地を買うことです。

自然保護のためにどのくらい土地を買ったかで

す。それでそのまちの価値が分かるというもので

す。お金を出さずに、例えば、線引きだけしてお

きましょうと言ったところで、私有地がそう簡単に

守れるはずがないのです。世界でも、持続可能

なまちづくりをするには、理想的には市町村全

体の６０％を自然として確保した方がよいのでは

く 
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ないかと言われています。自分の市町村を見て

ください。タカやフクロウが住んでいる健全な森、

もちろん湿地帯でもよいですが、健全な自然が

どの程度残っていますか。 

これはそういう原則を表したものです（図－１

３）。都市計画や農村計画を考える時には、タカ

やフクロウが安定して住み続けられる土地をきち

んと公有地化して守りましょう。そして、もうちょっ

と小さな自然、例えば、シジュウカラなどが住め

る森も残しましょう。トンボが住み続けていける湿

地帯を残しましょう。トンボのビオトープ、シジュウ

カラのビオトープ、オオタカのビオトープ。こうい

ったものを守ってつなげていく。これが、ビオトー

プ・ネットワークの考え方です。これはドイツの

方々が考えたものです。これをヨーロッパの方々

がそのとおりだということで、それを英語に変えた

のがこれでございます。エコロジカル・ネットワー

ク。全く同じでございます。これをヨーロッパ全体

でやろうということで、１９７２年の会議を契機とし

て、各国でこういったことに力を入れてきました。

それから４０年ほど経っています。日本と比較い

たしますとかなり差があるなという感じがします。 

実はヨーロッパやアメリカばかりが進んでいる

わけではありません。持続可能な社会をつくると

いう確固とした目標のもとに、国づくりを行ってい

る 

 

 

図－１３ 

る国が東洋にもございます。ブータンです。エコ

ロジカル・ネットワーク、ビオトープ・ネットワークと

いうのを国全体でやるのだとしています（図－１

４）。自然をかたまりで残して、繋いでいくというこ

とをしっかりと国策として実行しているわけです。

こういった環境保全への功績が認められ、国連

「地球大賞」も受賞しています。この国の憲法に

は、少なくとも国土の６０％を自然環境として残し

ていくのだということが書かれています。国のあり

方を示す憲法に、しっかりと自然環境の保護に

ついて、つまり自然生態系を残すということが書

かれているわけです。非常に進んだ憲法であり

ます。 

日本が歴史的に生物多様性を失った、そのき

っかけは何だったのか。大きな面積の自然を破

壊する農業や林業といった第１次産業の発展だ

と考えられます。このような自然があります。そこ

にスギ、ヒノキを植える。これが林業でございます。

イネ、ムギを植える。これが農業でございます（図

－１５）。これは日本の代表的な農村風景でござ

います（図－１６）。理想的にはこの６０％を自然

環境として残して、４０％を田んぼや畑として使

わせてもらうということをやってくれば、持続可能

な国づくりができたのでしょうが、ほとんど取り尽

くすということが起こったわけであります。しかも、

し 
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このイネという種はもとを正せば外来種で、日本

のものではありません。弥生時代に外国から入っ

てきたものでございます。これが産業として成り

立った最初のものでございますが、実はこれが

日本の生物の多様性を大きく破壊する基になっ

たのでございます。その後、近代になってからも、

細々と残ったこのような自然の流れ。残してくれ

てもよいのではないかと思うのです。しかし、農

林水産省はこれをカチっと固めてしまうわけでご

ざいます（図－１７）。生物多様性なんて、どこ吹

く風だということになってしまいます。つまり、将

来世代が何だというの、今の世代にとってよけれ

ばそれでよいということで、やってしまいます。そ

して、単位面積当たり世界一多くの農薬を、今も

を 

 

 

図－１５ 

 

 

図－１６ 

撒いているわけです。エコロジカル・ネットワーク、

ビオトープ・ネットワークなどどこにもないわけで

す（図－１８）。 

これはまさしく、土地利用を誤った結果なのだ

ろうと思うわけです。林業も同じでございます。多

くの山がスギ、ヒノキの単純林で覆われています。

まさしくモノカルチャーです。生物の多様性など

とんでもない話です。日本の山に行きますと、ほ

とんど野鳥が鳴いていないというのが現状です。

そのようななか、最近あちこちで聞かれるように

なったのは、なんとガビチョウという中国の野鳥

なのです。 

漁業も同じでございます。湾の６割を自然の

湾として残し、４割を使わしてもらおうという考え

を 
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方がありませんでした。ことごとく沿岸漁業で使

いました。近海漁業も同じでございます。漁獲の

主たるものはイワシでございますが、これがほと

んど獲り尽くされるという状態です。このイワシは

野生の生きものなのです。遠洋漁業も同じです。

近海の日本海、太平洋のマグロをほとんど獲り

尽くしてしまいましたので、今は遠くクロアチアか

らもってくる（図－１９）。それを食べて、マグロの

寿司がうまい安いと言っているのです。異常とし

か言えない状態です。日本は獲り過ぎだと国際

的に言われても、納得できることでございます。 

第２次産業も同じでございます。とにかく早く

捨てて、新しいものに買い換えることが景気浮揚

によいと言ってきたわけです。どんどん買い換え

ま 

 

 

図－１９ 

 

 

図－２０ 

て、どんどん捨てろと言ってきましたが、この新聞

記事にも書いてあるように、「鉄鉱石、６５％値上

げ、自動車、家電に影響も」ということで、鉄鉱石

などの地下資源は、先行きもうあまりないという状

況になってきました。それでも、まだ動く電器製

品を捨てる、パソコン関係もじゃんじゃん捨てると

いうことをやっています（図－２０）。これがあと何

年続くのだろうという気持ちになります。 

別の第２次産業として建設業があります。現在

こういう住宅なども平気で壊すということが起こっ

ています（図－２１）。日本には以前にはこのよう

なことをする文化はありませんでした。しかし、近

代になってこういったことが平然と行われるように

なってしまいました。これが景気浮揚によいのだ

う 
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というのです。これは今西さんのお宅です。築３

５０年だそうです（図－２２）。普通の木造の住宅

です。このように、建物なども長もちさせようと思

ったら大変長もちします。これは日本の伝統的

建築物の法隆寺です。法隆寺は１３００年経って

も堂々としているわけです。こういった文化を大

切にしていれば、日本はもっと素晴らしい国にな

ったのです。ところが、それを全てかなぐり捨てて、

目先のお金に走ってしまいました。だから美しく

ないまちがあちこちにできあがってくるわけです。

こういった素晴らしい文化を守っていれば、黙っ

ていても、日本は国際的な観光立国になってい

たはずです。しかし、大切な文化を、目の前のお

金のために失ってしまい、結果としてこうなった

わけです。 

しかし、それだけでは終わりません。このように

して使い捨てた材木はどこから来ているか。主と

して東南アジアです。なかでもパプアニューギニ

アには、大自然が最後まで残っていて、ゴクラク

チョウをはじめ、多様な野生の生きものの素晴ら

しい遺伝子がたくさんありました（図－２３）。この

豊かな自然を利用して、数千年間という長きにわ

たりこの地域の人々は、持続可能な社会を築き

あげてきました。そこに日本の資本が入りまして、

この大自然をことごとく破壊いたしました。 

 

 

 

図－２３ 

海外から大量に輸入して、たくさんのモノを作

ると、それらは最後に全てゴミになりますから、日

本国内に膨大な量のゴミがでます。するとゴミの

処理に困るわけです。捨て場がないので、それ

を燃やして処理するわけです。そのため、世界

の焼却炉の３分の２が日本にあるということです。

そして、ゴミを二酸化炭素に変えて、世界中にば

らまいているというわけです。二酸化炭素の濃度

が、ワットが石炭エンジンを開発した約２００年前

あたりから急激に高くなっています。それを追うよ

うに温暖化がはじまりました。予想どおりでござい

ます。暑い、暑いと文句を言っていますが、自業

自得ではないかと思うわけでございます。気温の

上昇によって世界に影響が出ています。アルプ

スの山の上の万年雪がどんどん溶けています

（図－２４）。北極のイルリサットの雪や氷もほぼ

溶けてしまいました。シロクマも歩いて移動でき

ないようになってきたと言われています。 

そういうなか、日本は公共事業として、さらに

自動車道路を造ろうと言っているのです。第２東

名高速道路も造りたい。地方道もたくさん造りた

いと言っています。日本の道路延長は、国土面

積当たり主要先進国のトップです（図－２５）。こ

れでもまだ道路を造るという、多くの自然を破壊

するこの公共事業のあり方には、問題があるだろ

う 
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うと思わざるを得ません。道路だけではなく、飛

行場だって造りたいということになっています。１

日に１便か２便しか飛ばない、どう見ても赤字空

港が現在１００近くもあります。それから、作物を

新鮮なうちに都会に運ぼうという農業空港という

のも数十ヶ所造りました。しかし、全部閉鎖しまし

た。大変もったいない話です。明らかに投資先を

誤った例だと思います。 

河川に対する公共事業も同様です。こういっ

た美しい山の渓流がありました。このままにして

おけば、多様な生物の遺伝子が残っていた。ま

た、秋には美しい紅葉も見られて、観光にも使え

たはずです。しかし、ここに公共事業を入れると、

このようなコンクリートで固められた渓流ができあ

がります（図－２６）。もう少し下流に行きますと、

こういったダムがあります（図－２７）。ダムのおか

げで、私たちは電気が使える、水が使える、そし

てとても快適な生活ができます。しかし、この利

便性を享受できるのは我々現代世代だけで、将

来世代にとっては、実は大変なお荷物になるの

です。ダムの寿命はだいたい８０年から１００年で

ございます。１００年経って寿命がきたときには、

今度はこれを取り壊す必要がでてきます。その

取り壊す費用というのが、今我々が払っている電

気代、水道代に入っていないのです。だから電

が 

 

 

図－２５ 

気代や水道代が安いのです。今の大人たちだ

けがダムの利便性を享受して、その後始末は子

どもたちにやらせるという。大変理不尽な話で

す。 

ダムは別の問題も抱えています。ダムは上流

で水を止めますから、その下流は水が来ないと

いうことが起こります。そして、水の来ない下流で

は、多くの野生生物が累々と死ぬということにな

ります。もう少し下流には、以前はこういった春の

小川がありました。こういう小川は多くの野生生

物のすみかにもなっているので、そのままとって

おきたいと思うところですが、ここにも公共事業が

入ってしまいます。そして、コンクリートで固めら

れ、このような姿の水路になってしまいました。蛇

８ 
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行させればよいというものではありません（図－２

８）。全国でこういったことが起こっています。 

治水のために何百億円というお金をかけてい

くつも砂防ダムを造りました（図－２９）。でも大雨

が降った途端、全部通過してしまい、下流に住

んでいた方々が犠牲になったということです。こ

れは今年の話です。しかし、この砂防ダムの下

流に守られている家はたった５、６軒でございま

した。この５、６軒の方々に、１億円ずつ渡して、

引っ越していただくという方がよほど合理的だっ

たと思います。なぜなら、数百億円かけてダムを

造ることによって、かかった費用だけでなく、そこ

にいた多く野生生物も破壊するという大きな犠牲

としてのコストも生み出してしまったのです。明ら

か 

 

 

図－２８ 

 

 

図－２９ 

かに公共事業のあり方に問題があるということが

分かる話でございます。 

日本には１０９の１級河川がありますが、そのう

ち１０８の河川で堰を造ってしまいました。ないの

は四国の四万十川だけということでございます。

堰を造りますと、上流から流れてきた水が止まり

ますから、アオコが発生してしまう。アオコが発生

いたしますと、その水は飲めない。すると、国民

は自己防衛するわけです。そして、フランスのエ

ビアンなどの外国の水を飲むようになります。水

の豊かな国と言われてきた日本が、今は世界一

水を輸入している国だというのです。 

干潟の破壊も進んでいます。干潟は水辺と陸

地の間にある移行帯、エコトーンです。ここには、

水辺と陸地の両方を利用する多くの生きものが

生息しています。その分遺伝子もいっぱいありま

す。しかし、この大事な干潟を、農地をつくるた

めということで、川の河口を閉めて壊してしまいま

した。農地が足りないのであれば仕方がないの

ですが、日本の農地は５０万ｈａも余っています。

これは諫早湾の干潟です（図－３０）。沖縄の干

潟もそうですし、日本の各地で、今もって干潟の

開発が行われています。また、海岸線の多くも開

発が進んでいます。白砂青松などという美しい景

色が広がっていたはずですが、その約半分をコ

行こう 
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ンクリートで固めてしまいました。これで日本は観

光立国で行こうと言われてもどうするという話でご

ざいます。 

まちも同じです。美しいまちとは言い難い状態

になっています（図－３１）。自然を塊で残してつ

ないでいこうなどということは何もやっておりませ

ん。しかも、これは全部ゴミになるわけです。しか

し、ゴミ捨て場のことなど考えていない。実に無

責任な都市計画をやっているわけです。そうい

ったまちに住む子どもに、ニワトリの絵を描いても

らいました。「６年生でーす」と書いてありますが、

よく見ると、足が４本あるニワトリです。それが１人

や２人ではなく、大勢子どもたちがこのような絵を

描くのです（図－３２）。子どもにあのような絵を描

な 

 

図－３１ 
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かせる社会をつくる一方、大人は「人を動かすの

は金だ」と言っているわけです。この記事のよう

に、スポーツの世界まで金、金、金です。別に松

阪投手に恨みがあるというわけではないのです。

スポーツは、本来お金のためだけに存在するの

ではないと思いたいものです。 

方や、毎日自然のなかで思いきり遊ぶというこ

とがありませんから、子どもたちは、豊かな感性

が育ちませんし、体力を養うこともできません。結

果として、止まらぬ体力低下、ぜい弱体質、新聞

記事も枚挙にいとまがありません。３分の２の子

どもが何らかの症状をもっていると言われていま

す。体力ばかりではありません。不登校、校内暴

力、イジメ、子どもの自殺、そして、いよいよ殺人

だということになります。子どもが父親、母親を殺

すというのです。そして、親が子どもを虐待し、殺

すというのです。かつての日本の文化にはこのよ

うなことはなかったと思います。日本の社会がど

のくらい病んでいるか、今の日本の大人が、子ど

もたちのこと、将来世代のことをきちんと考えてま

ちづくりを行ってこなかった結果と言えます。 

一方、世界では、自然生態系、つまり生物多

様性と歴史と共存する美しいまちをつくる取り組

みが進められています（図－３３）。これはアメリカ

の例ですが、蛇行していた川を一度直線化して

い 

 

 

図－３３ 
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しまった。これはまずかったということで、今、全

部埋め戻して、元の蛇行する川に戻しています

（図－３４）。こういったことは、ヨーロッパやアメリ

カでは普通に行われています。残念ながら、日

本ではまだあまり見ることができません。これはア

メリカのトキです。こういった野生の生きものを滅

ぼしてはならないということで、自然を努力して守

っています。一方日本のトキ。ニッポニア・ニッポ

ンという学名のまさに日本を象徴するような鳥で

す。それを全部滅ぼしてしまいました。その反省

もなく、こういうまちをさらに広げていこうとしてい

ます（図－３５）。 

欧米が行う自然と歴史、文化と共存する美し

いまちをつくる取り組み。まさしくその先にあるの

る 

 

 

図－３４ 

 

 

図－３５ 

が持続可能な社会です。当然、そのねらいは子

どもたちや将来世代が、どう輝くかということにあ

ります。これから我々に必要なことは、子どもたち

が豊かに暮らせるまちをどのようにつくるか、子ど

もたちのためにどういう経済のあり方にしたらよい

かです。そのためには、日本の経済界も今まで

のやり方を反省して、大きく転換する必要があり

ます。生物多様性を失ったとき経済も成り立たな

くなるという認識をきちんともっておく必要がある

わけでございます。ギュンター ダンメさんが、先

ほどのご講演でお話されていたことは、まさにそ

ういったことだったわけです。大変ありがたいお

話でございました。日本もこれから激動の時代を

迎えますが、進む方向を見誤っていけません。

「健全な生態系があってはじめて健全な社会が

できる」このことをきちんと胸に刻んで、これから

の国づくりをしていく必要がある、このように思う

わけでございます。これで私の話を終わります。 

ご清聴どうもありがとうございました。の 
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リレートーク１   

住み続けたいと感じるまちづくり－ 戸田ヶ原自然再生事業 

 

 

埼玉県戸田市 市長 

神保 国男 氏 
 

 

戸田市長の神保国男です。よろしくお願いい

たします。 

ご存じのように、今年は、国際生物多様性年と

いうことで、愛知県の名古屋市で１０月に生物多

様性条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）が開催

されるわけですが、現時点で３ヶ月を切ったとこ

ろとなっております。本日のこの国際フォーラム

は、開催趣旨にもありますように、この締約国会

議のプレイベントとして行われるということであり

ます。この後予定されております各ご講演者の

方々の取り組みと比べますと、本市の取り組み

は小さな取り組みではありますが、このような場

で、発表できる機会をいただきまして、主催者の

皆さまに深く感謝申しあげます。 

それでは、戸田市で行っております「戸田ヶ原

自然再生事業」についてお話をさせていただき

ます。この事業は、生物多様性の保全が大きな

テーマとなっておりますが、ふるさとの自然や原

風景を市民とともに取り戻すことによって、市民

が誇りと愛着を持って住み続けることができ、ま

た戸田市に住んでみたいと思っていただけるま

ちづくりに役立てることを目指しています。ふるさ

との自然を取り戻すことをまちの活力につなげる

という意味で、本日のフォーラムのテーマである

「生物の多様性と経済の自立」と関連深いと言え

るのではないかと思っています。この事業は、２

年間の検討・準備の期間を経て、昨年、平成２１

年に開始され、現在、具体的な湿地の再生を行

っているところです。 

それではまず、私たちのまち「戸田市」につい

てお話をさせていただきます。戸田市は、都心

から２０ｋｍ圏内の埼玉県南東部に位置し、荒川

を挟んで東京都に接しています。市の面積は、

約１８平方ｋｍで、市内には、ＪＲ埼京線の駅が３

駅あり、新宿駅へは約２０分という鉄道交通の便

に恵まれていることから、人口は毎年増え続けて

おり、平成２２年７月１日現在、約１２４，０００人と

なっております。また、平均年齢が３９歳と県内

で一番若く、子育て世代が多いという特徴があり

ます。 

市内には、首都高速５号線、東京外かく環状

道路、国道１７号等の幹線道路が通り、道路交

通の面でも利便性の高い都市で、大変市街化

が進んでいますが、市の西側には荒川や彩湖と

いう広大な荒川の調節池があり、首都近郊のま

ちとしては水と緑に恵まれているところでござい

ます（図－１）。ほかにも、日本で人工の静水コ

ースとしては唯一の戸田ボートコースがあります。

昭和３９年の東京オリンピックの漕艇競技はここ

で行われました。現在も全国大会から市民大会

まで毎年、数多くの大会が開催されているところ

でございます。 

戸田市は平均年齢が若く発展しているまちで

すが、今後、国の人口が減少して行くなかで、多
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くの方に戸田市にふるさととして住み続けていた

だくためには、新たなまちの魅力づくりやイメー

ジアップは欠くことができないものと考えておりま

して、本事業はそのひとつの柱として位置づけ

ております。 

次に「戸田ヶ原」についてお話します。「戸田

ヶ原」は、かつて戸田の荒川沿いに広がってい

た湿原で、約３００年前の書物に『戸田原』という

言葉が見られます。江戸時代後半には、サクラ

ソウの名所として広く知られ、花の名所をまとめ

た書物や歳時記、短歌などに取り上げられ、春

には多くの人々が花見に訪れたと伝えられてい

ます（図－１）。右側の絵は、二代目歌川広重が

描いた浮世絵「戸田原さくらそう」であります。左

は 
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図－１ 

 

東都花暦名所案内 1832年

戸田の渡し

中仙道

サクラ草アリ

戸田の川上に沿いたる原

 

図－２ 

は、江戸時代の後半、今から約１６０年前の書物

に書かれた「江都（えど）近郊名勝一覧」での戸

田の渡しについての説明です。「戸田の渡しは

サクラソウの名所で、春、花が咲く頃は毛氈を敷

いたようである。江戸から多くの人が訪れてこれ

を鑑賞した」と書かれています。 

これは、江戸時代後半、約１８０年前の地図で

す（図－２）。中仙道が荒川を越えるところに「戸

田の渡し」がありました。この渡しの上流に「サク

ラ草アリ」と書かれております。また、ほかの江戸

時代の書物には、戸田ヶ原は「戸田の川上に沿

いたる原」と書かれています。 

明治の後半になると、今度は行楽案内や新聞

で戸田ヶ原のサクラソウが紹介され、多くの人が

サクラソウを摘みに訪れるようになりました（図－

３）。女学校の遠足でサクラソウ摘みに来たという

新聞記事も見られます。正岡子規はその様子を

「武蔵野に春風吹けば荒川の戸田の渡しに人ぞ

群れける」と詠んでおります。ところが、花摘みは

大変な人気で、訪れる人は年々増え続け、わず

か数十年後の大正時代の末には、ほとんどサク

ラソウはなくなって壊滅的な状況になってしまい

ました。その後もサクラソウは部分的には残って

いましたが、開発や戦後の農地化などによって、

昭和２０年頃までに、残念ながら「戸田ヶ原」は完

全 

 

• 明治の後半から新聞など
で戸田ヶ原のサクラソウが
紹介され、多くの人がサク
ラソウを摘みに訪れる

• 花摘みに訪れる人は増え
続け、わずか十数年のうち
にサクラソウは採りつくさ
れ、大正時代の末には壊
滅状態に

• その後、開発や農地への
開墾などによって昭和20
年ごろまでに姿を消す

 

図－３ 
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全に姿を消してしまいました。これが戸田ヶ原の

歩んできた道であります。 

「戸田ヶ原」は、都心から近く、様々な植物が

生育する湿原だったため、明治以降、植物学者

がたびたび植物採集に訪れていたようです。植

物学者による「戸田ヶ原訪問記」も残されていま

す。「トダスゲ」「トダシバ」という植物がありますが、

これらは戸田ヶ原で見られたことから、戸田の名

前が付けられました。「トダスゲ」は、大正５年に

戸田ヶ原で発見され、牧野富太郎博士によって

名付けられました（図－４）。全国的にも自生地

が限られ、戸田の周辺では絶滅したと思われて

いましたが、平成４年に戸田市の荒川対岸の朝

霞市で数株が再発見され、それを戸田市の「ト

ダスゲを育む会」が中心となって増やしてきまし

た。「戸田ヶ原自然再生事業」では、この増やし

ていただいたトダスゲを戸田ヶ原自然再生の目

標種のひとつとして、再生エリアに植栽していま

す。ほかにも戸田の名前が付く生きものとして、

戸田市内の荒川河川敷の小さな池で昭和６０年

に発見された「トダセスジゲンゴロウ」がいます。 

戸田ヶ原自然再生事業は、乱獲や開発で失

われてしまった「戸田ヶ原」を再生し、将来世代

へと伝える事業でございます。事業の目標は次

のとおり３点あります（図－５）。ひとつめの目標

は、 

 

名前に「戸田」がつく生きものたち

• トダスゲ
– 大正５年に戸田ヶ原で発

見され、牧野富太郎博士
によって命名された

• トダシバ
– 戸田ヶ原に多く生育してい

たことから命名された

• トダセスジゲンゴロウ
– 1985年に戸田市内の荒川

河川敷の小さな池で初め
て発見されたことから命名
された

 

図－４ 

は、多様な野生の生きものを育む戸田ヶ原を再

生する」ということ、すなわち生物多様性の保全

です。２つめの目標は、「失われつつある人と自

然、人と人との交流を再生する」ということです。

かつて子どもたちが、自然のなかでの体験を通

じて健全な心や体を育んできたように、人と自然

との交流を再生するとともに、子どもと高齢者の

ふれあいなど、失われつつある世代を越えた市

民の交流の場にしていこうとするものです。３つ

めの目標は「住みたい・住み続けたいまちづくり

に活かす」ということです。戸田ヶ原の自然再生

をまちの魅力づくりやまちの活力につなげていこ

うとするものであります。 

戸田市の荒川沿いには、国土交通省により整

備 

 

 

図－５ 

 

荒川

彩湖周辺区域

約３３０ｈａ

約4.2km

約1.3km

 

図－６ 
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備された「彩湖」と名付けられた広大な荒川の調

節池があります。「戸田ヶ原自然再生事業」は、

この彩湖周辺区域で行っています（図－６）。彩

湖周辺区域は縦方向が約４．２ｋｍ、横の広い部

分が約１．３ｋｍと広大な場所です。この場所は

河川区域で、国の荒川上流河川事務所が管理

をしていますが、その一部は公園として戸田市

が管理をしております。そのため、荒川上流河

川事務所に協力していただきながら事業を進め

ることにしています。 

彩湖は人工的につくられた広い池ですが、戸

田市が管理をしている公園などには、荒川が蛇

行していたころの昔の河道が池として残されてい

ます。湿地の再生は、かつて湿地があったと考

えられる、昔の河道沿いを中心に進めていく予

定です。かつての戸田ヶ原には、少し地形が高

く乾いた草地や低く湿った草地、小さな池やハ

ンノキの河畔林など、多様な自然環境があり、多

様な生きものを育んでいたと考えられます（図－

７）。戸田ヶ原自然再生では、こうした多様な自

然環境の再生を目指しております。この事業で

は、かつての戸田ヶ原で見られた多様な自然環

境を再生して、ただ今、ご覧いただいているよう

に、様々な生きものが暮らせるようにすることを目

指しています。そのなかの指標となる生きものの

ひとつがサクラソウであり、トダスゲであります。 

しかし、あまり多くの生きものを並べても市民

には分かりにくいということもあり、姿が美しいな

ど市民に興味をもってもらえそうな生きものや、

「戸田」の名前が付く生きものをシンボル種として

選定し、そのうち５つのシンボル種が象徴する自

然を再生することにしました。それがここに示す５ 

 

 

かつての戸田ヶ原にあった多様な環境を再生し・・・

 

図－７ 
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つです（図－８）。上から右回りに、「サクラソウな

どの野生の草花が彩る湿地」。サクラソウをはじ

めとする、様々な草花や湿地の鳥、カエル、メダ

カなどの生きものが暮らす湿地をつくります。「キ

ツネの親子が安心して暮らせる草はらや森」。彩

湖の周りでは、キツネの親子が確認されていま

す。キツネが繁殖している場所としては、都心に

もっとも近い場所ではないかと考えています。「ミ

ドリシジミが舞う林」。ミドリシジミは小さな緑色に

輝くチョウで、幼虫は湿地に生えるハンノキの葉

を食べて育ちます。「カヤネズミがゆりかごをつく

る草はら」。カヤネズミは、世界最小ネズミのひと

つで、ススキやチガヤの葉っぱで鳥の巣のような

巣をつくります。「カワセミが子育てをする水辺」。

水辺の宝石と呼ばれるカワセミが繁殖したり生活

する場所をつくります。これら５つのうち、まず、

最初に具体的な事業がスタートした、「サクラソウ

などの野生の草花が彩る湿地」の再生について

お話しをいたします。 

「サクラソウなどの野生の草花が彩る湿地の再

生」は、この図にピンクで着色した５ヶ所で実施

する予定です（図－９）。これらは、先ほど見てい

ただいたように、荒川の昔の河道の近くなどを中

心に設定しています。昨年度から、このうちの１

ヶ所について湿地の再生を始めました。面積は

と 

 

５つのシンボル種が象徴する自然の再生

サクラソウなどの
野生の草花が
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図－８ 

約０．６ｈａ、ヨシやオギなどが生息する草地だっ

た場所で、これまでは浚渫土などが置かれてい

ました。この場所の自然再生のしかたについて、

植物の専門家である埼玉大学の佐々木教授を

会長とする「戸田ヶ原自然再生検討会」で検討

をしていただき、表土を保全しながら一部を掘り

込み、水分条件に変化をつけることにしました。

この場所は、「戸田ヶ原自然再生」の第１号地で

あるとともに、今後、湿地の再生区域を拡大して

行くための基礎的なデータを収集するための試

験地としても位置づけています。 

今年の２月２７日に、造成した「戸田ヶ原自然

再生第１号地」で「とりもどそう！戸田ヶ原サクラ

ソウフェスタ」を開催いたしました（図－１０）。多く

の 

 

サクラソウなどの野生の草花が彩る湿地の再生

戸田ヶ原自然再生第１号地  

図－９ 

 

とりもどそう！戸田ヶ原サクラソウフェスタ

 

図－１０ 
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の市民に参加をしていただき、サクラソウ約６００

株とトダスゲ約５００株の植栽を行いました。あい

にくの天気でしたが、私も泥んこになりながら参

加いただいた皆さんと一緒に植栽を行いました。

小雨が降り続くなか、皆さんの楽しそうに植栽を

していただいた姿が印象的でありました。 

ここで植えたサクラソウは、戸田ヶ原産のサク

ラソウを、家庭の庭で育てていた方から苗を分け

ていただいたものです。植栽にあたっては、事

前に筑波大学にＤＮＡ鑑定をしていただき、荒

川流域産と判定されたものを用いています。トダ

スゲは、荒川対岸で発見されたものを市民が増

殖し、それを分けていただきました。このように、

遺伝子レベルの生物多様性の保全にも配慮し

た取り組みを行っています。 

「とりもどそう！戸田ヶ原自然再生フェスタ」も、

多くの市民に参加していただき実施しました。戸

田ヶ原自然再生事業は、「人と自然、人と人との

交流を再生」し「住みたい・住み続けたいまちづ

くりに活かす」ために、多くの市民、ＮＰＯ、事業

者に協力をしていただき、植栽や管理などにか

かわっていただくことにしています。まちの個性

を分かりやすく広める自然再生の取り組みは、

市民やＮＰＯ、事業者の方々にも気軽にまちづく

りに参加していただくきっかけとして有効な方法

な 

 

 

図－１１ 

だと思っています。植栽したサクラソウは春には

花を咲かせトダスゲは芽を出しました（図－１１）。 

そして現在、これは事前に予想していたことで

すが、外来植物との戦いが始まっています。市

民やＮＰＯ、事業者に協力をしていただきながら、

オオブタクサやセイタカアワダチソウなどの外来

植物の抜き取りを行っています。これは、抜いた

オオブタクサを使って草木染めをした時の様子

です。管理と自然体験とセットにしながら、より多

くの方々に楽しく自然再生に関わっていただき

たいと考えています。 

この事業では、荒川河川敷だけでなく、再生

した自然をまちの中に広げていくことを目指して

います（図－１２）。公共施設や街角でビオトープ 

 

 

 

図－１２ 

 

水と緑のネットワーク形成プロジェクト基本構想図
 

図－１３ 
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をつくったり、戸田ヶ原に植栽するサクラソウや

ハンノキの苗を学校や個人の庭で育てたりする

ことによって、自然をまちに広げ、ネットワークし

ていきます。現在、戸田市では、市内の自然を

保全・再生し、市全体の生物多様性の保全を目

指した「水と緑のネットワーク形成プロジェクト」と

いうものを並行して進めております（図－１３）。 

私は、市長就任当時から、まちのなかに多く

の自然を取り入れたまちづくりについて取り組ん

できました。市内を走る埼京線、これは延長約４．

９ｋｍありますが、その両側にある幅約２０ｍの環

境空間を緑地・緑道として整備しています。また、

現在、施行中の土地区画整理事業地内にビオト

ープを創出するなど、多くの生きものが生息する

ことができる環境整備などを進めています。この

プロジェクトでは、多種多様な生きものや人間が

持続的に豊かな生活をおくることができるよう、

貴重な自然を保全するとともに、多様な関係主

体の参加によって地域の在来植物にも配慮した

植物の育成・植栽などを行うことで、分断された

自然のネットワーク化を図ることにしています。こ

うしたことで、いろいろな生きものの移動経路の

確保や自然の多面的な機能を回復させることに

よって、豊かな自然を再現し、潤いのある質の高

い都市環境の実現を目指した取り組みを進めて 

 

 

住みたい・

住み続けたいまちへ

 

図－１４ 

おります。そして、この取り組みを進めるために、

「戸田ヶ原自然再生事業」で再生された自然を

本市のエコロジカル・ネットワークの核として位置

づけ、市内各所の自然拠点へつなげていくこと

を考えております。 

私は、市長として、市民が戸田市で暮らすこと

に誇りと愛着をもち、「住んでよかった、これから

も住み続けたい」といえるまちづくり、「戸田に住

んでみたい」「戸田に移り住みたい」といえるまち

づくりを目指してきました（図－１４）。こうしたまち

であるためには、戸田市ならではの魅力と個性

が必要と考えています。「戸田ヶ原」は、戸田市

の個性の源である自然であり、また、歴史であり、

文化であると考えております。この戸田市の個性

を再生して、将来世代に手渡すこの事業は、「環

境の世紀」を迎えたこれからの戸田市にとって、

最も重要な事業であると考えています。戸田ヶ原

自然再生事業は、その一歩を踏み出したばかり

の取り組みですが、その道の先には、私の目指

す、まちの姿が広がっていくと確信しています。 

  ご清聴ありがとうございました。 
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リレートーク２   

北限のブナの森に包まれた持続可能な地域づくり 

 

 

北海道黒松内町 町長 

若見 雅明 氏 
 

 

皆さんこんにちは。北海道黒松内町からまい

りました若見と申します。 

本日は、このような機会をいただき、主催をさ

れている日本生態系協会の池谷会長はじめ、関

係者の皆様に、この場をお借りしてお礼申しあ

げます。実は、いつもはこのようなハスキーな声

ではなく、地声はもっときれいなのですが、１ヶ月

前に豊岡市にお邪魔して、それから２週間後に

あまりに気候が違うもので風邪をひいてしまいま

した。ちょっと声変わりしておりまして、お聞き苦

しい点を申し訳なく思いますが、よろしくお願い

いたします。 

それでは、早速お話をさせていただきます。ま

ず、ただ今ご覧いただいているタイトル画面の背

景に写っているのは、私ども黒松内町のブナの

森 

 

北海道黒松内町長 若見 雅明

北限のブナの森に包まれた北限のブナの森に包まれた
持続可能な地域づくり持続可能な地域づくり

 

図－１ 

森でございます（図－１）。これはどこにでもある

ブナではなく、日本の森林を代表する天然記念

物でございます。何度か伐採の危機がございま

したが、地域住民や学者の先生方が守ってきた

歴史があって、私どもの地域づくりのシンボルと

なっているものでございます。本日は、そのへん

のところも若干お話しさせていただきたいというこ

とと、加えて、本フォーラムのテーマでもあります

生物多様性の保全と活用という観点で、ブナの

森に包まれた私どもの町の地域づくりの現状に

ついて、ご紹介をさせていただきたいと思ってお

ります。 

まず、黒松内町が北海道のどの辺に位置して

いるかというところからお話をさせていただきたい

と思います（図－２）。札幌と函館の中間、北海

道 

 

札幌

函館

洞爺湖

ニセコ
黒松内

５０㎞

１００㎞

黒松内町の
位 置
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道を魚のエイに例えますと、この尾びれにあたる

部分の一番細いところにあります。陸路で移動

する場合には、汽車で行く場合も車で行く場合

も、必ず皆さん通っていると思います。５０ｋｍ圏

内には、今オーストラリアや中国、台湾資本の国

際リゾート地として非常に大規模な開発が行わ

れていますニセコがあります。それから洞爺湖サ

ミットが行われた洞爺湖もあります。この５０ｋｍ圏

内、一時間圏内にはそういった大規模観光地が

ございます。札幌を含めて道南圏の主要な行楽

地はすべて日帰りの圏域でございます。そういっ

たなかで、私どものまちづくりというのは光輝いて

はいないけれども、鈍い光を放っているというよう

な感じのところでございます。 

気候の特徴としては、春から夏にかけて、噴

火湾で発生する濃霧が南南東の風によって黒

松内低地帯に流れ込みます。そのため６月、７

月、８月にかけて、日照時間が少なくなります。

その関係で、黒松内町ではうるち米よりは寒さに

強いもち米を専門に作っています。そのほか、

馬鈴薯などの根菜類も作っていますし、酪農畜

産も盛んです。ということで、まるで北海道を凝

縮したような農業形態がここ黒松内町で行われ

ております。ただ、今年は異常気象で、６月、７

月に天気が大変よかったため、日照時間も多く

なっていて、本当に異常なくらい暖かい状態で

す。これも温暖化のせいかなと思っております。

羊蹄山麓の豪雪地帯でもあるため、雪が多くて、

積雪が約２ｍ程度になることもあります。 

これは黒松内町の管内図です（図－３）。北の

日本海、寿都湾、こちら側が南の太平洋、噴火

湾です。この間の距離は２８ｋｍ、北海道で一番

くびれた場所になります。海は見えますが、町内

には海はございません。こちらの川は、長万部の

方からずっと流れているものです。上流はこちら

に近いのですが、なぜか遠いところに流れて行

くのです。山脈を経ないで日本海から太平洋に

抜ける標高の低い一帯は「黒松内低地帯」という

専門用語で呼ばれ、ブナ北進の謎をはじめ

様々な学術的調査が行われている地帯です。

黒松内町の面積は３４５平方ｋｍで、その７６％が

森林です。 

人口は３，２００人。きわめて小さな田舎町です。

高齢化率は３３．５％です。合計特殊出生率は１．

５３人です。近年全国的な平均が１．２人かそこ

いらですから、１．５３人という数字は全国平均よ

り高い数字で、もちろん全道平均よりも高く、黒

松内町には若い人たちも結構多く住んでいます。

また、国道が３本あります。高速道路のインター

チェンジが開通し、ジャンクションも昨年できまし

た。ここに縦貫自動車道というのと、横断自動車

道というのができまして、ちょうどこの辺にジャン

クションがあります。これは、町のすぐ横にあるち

ょっと高い山から見た市街地の風景です。ここに

集落がかたまっていて、農地が広がっていて、

山が取り囲んでいる。そのような地域です。 

農村に見えますが、６割は第３次産業に従事

しています。農業者は１５％で、残りが第２次産

業です。特に福祉が充実しており、福祉関係に

勤めている方がおよそ人口の４割を占めており

ます。福祉は雇用の場としてもとても大きい存在

であります。主な産業は酪農と農業です。町の

特産 

 

 

図－３ 
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特産品を若干紹介しますと、アイスクリーム、ハ

ム、ソーセージ、チーズなどがあります。安全・安

心ということをモットーに地元の素材にこだわっ

た製品を作っております。ここで作った製品は東

京の方にも来ております。 

次に、黒松内町の自然について紹介します

（図－４）。これが本流の朱太川です。流路延長

４３．５ｋｍ、流域面積は３６７平方ｋｍです。１５０

の支流があるのですが、すべての支流がこの朱

太川に注いでいます。したがってこの朱太川を

きれいに保つも汚くするも、町の行動が一手に

握っており、どちらにでもできるという環境にあり

ます。川について補足しますと、この本流にはダ

ムなどの人工構造物がございません。これは１級

河川ではありませんけれども、ダムがないというこ

とで非常に河川の連続性が保たれています。後

ほどご紹介しますが、このダムがないということが

生物の多様性に大きく寄与しております。 

そして、本町を代表する自然としては、北限の

ブナ林があります。２０年来の町づくりのシンボル

であり、あるがままの地域自然資源として、都市

と農村の交流事業の基盤となってきました。これ

は、朱太川の風景です。さきほどちょっと生物の

多様性の話をしましたが、海と川を行き来しなが

ら世代交代してゆく生きもの、これは専門用語で

は 

 

通し回遊性生物
（鮎、鮭、サクラマス

モクズガニ等）
※カワシンジュガイ

連続性が保たれた：朱太川

道内最古の湿原：歌才湿原

１００万年前の地層：瀬棚層の化石群
硬度の高い水

北限のブナ林

黒松内町の紹介（自然）
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は「通し回遊生物」と呼びます。今回私も初めて

勉強したのですが、森と川と海の連続性が健全

な状態で保たれていますから、もちろんサケ・マ

スやアユ、カワヤツメといった水産資源がござい

ますし、それ以外にウキゴリなど、本来ならばこ

の温帯性の河川に生息しているすべての水生

生物が健全に生息しています。ブラックバスやウ

チダザリガニなどの侵略的外来種は侵入してい

ません。 

さらに、マスとのユニークな共生関係をもつ絶

滅危惧種といわれているカワシンジュガイ、国内

では他に例を見ないほどの個体数と安定した世

代交代が行われていることが、東大の鷲谷教授

らの研究で明らかになっております。この貝につ

いては、我々はあまり注目してこなかったのです

が、東大の方で今年から数年かけて研究してい

ただいています。地元ではカラス貝と言いまして、

中に真珠ができるのですけども、この稚貝がたく

さんあって、非常にすばらしい生態系だとお褒

めをいただいております。これは授業の一環で、

子どもたちが水生昆虫などを採集している様子

だと思います。市街地のすぐ近くの裏の川がこ

のような状況になっております。 

これは、道内最古の高層湿原「歌才湿原」で

あります（図－５）。エゾカンゾウが一面に咲いて

お 

 

市街地から２キロ ９２ha

昭和３年に天然記念物に指定

天然記念物に指定されてから
２度の伐採の危機から守られた

子どもたちの地域学習の場

国の天然記念物 歌才ブナ林
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おりまして、一面黄色い花畑になりますが、それ

以外の期間は一見するとただの原っぱに見えま

す。しかしこの湿原は、最終氷期の最寒冷期か

ら始まる泥炭堆積物によって形成されている高

層湿原でございまして、泥炭のなかには、２万４

千年の間に起こった地殻や気候変動などによる

植生変化を調べることのできる貴重な記録が残

っています。氷河期が終わって、現在の気候へ

と温暖化したことによって、ブナの分布域が北上

してきたことも、泥炭の中の花粉分析によって明

らかになっています。 

私どもの町にはもうひとつ「黒松内層」という地

層があるのですが、これはその上位に位置する

瀬棚層です。約１００万年前の海底で堆積した

地層でございます。これが数百ｍの厚さで堆積

しておりますが、この層には貝や海生ほ乳類の

化石が大量に含まれておりまして、そこを通って

くる地下水はカルシウム成分が大変豊富になり

ます。火山国の日本では珍しくカルシウム成分

によって硬度の高い地下水です。これが天然ミ

ネラルウォーターというわけで、今２７銘柄の名

前で販売されています。生産量は国内ベスト５。

黒松内町の地下水が全国に販売されておりまし

て、最近はアメリカ、中国などにも輸出されてお

ります。これは民間企業が製造しております、

「水彩の森」というブランドになっております。 

さて、本町の自然の中で特に紹介したいのが

「歌才ブナ林」です。これは「歌才ブナ林」の秋

の黄葉の風景です。これは私たちが住んでいる

市街地からの様子ですが、この蛇行している河

川を見てください。先程、直線河川を再蛇行化

するという話がありましたが、このように蛇行した

河川がまだ本流にたくさんあります。ところどころ

農地開発されていますが、河川のそばにきちん

と河畔林も残されています。これが天然記念物

のブナの森です。ここからは真中まで歩いて約

一時間で行けます。なかはこういう豊かな環境に

なっています。最後の氷期以降の温暖化にとも

ない、鳥などの動物の力に手助けされて、ブナ

が徐々に自然に北上する、北進してこういった

森になっています。 

昭和３年に天然記念物に指定された「歌才ブ

ナ林」は、市街地から約２ｋｍという近さにありま

す。過去２回ほど伐採の危機がありました。戦時

中に、当時の陸軍から、このブナの木を伐採し

て木製飛行機を作ろうという話がありました。しか

し、舘脇教授という有名な植物の先生の反対で

難を逃れています。また、戦後にもこの山を売っ

て開発して、学校を作ろうという話がありましたが、

町民の有志の反対で危機を免れているという歴

史があります。私どももこの歴史に学んで、自然

と共に暮すような仕組みづくりというのを２０年前

からいろいろ検討してきたところでございます。 

補足しますと、今、この森は学術保護林、研究

者が研究する森、それから昭和５４年からワイズ

ユースとして一般の方にも開放されています。こ

の森の木々は大体２００年ぐらいの樹齢になって

います。クマゲラという天然記念物の鳥も営巣し

ていますし、猛禽類ではタカやワシなども時々飛

んでいるのが見うけられることがあります。もちろ

んクマも出ますし、キツネも出ます。最近は町の

なかではシカで困っているということも出てきて

います。ブナでは白神山地が有名ですが、こん

なに里に近い場所にこのような森がある、斧の入

らない手つかずの森があるということでは、一般

の方々も非常に見学しやすい森になっています。 

今、紹介しました「歌才ブナ林」をまちづくりの

シンボルとし、ブナ林以外にも、自然環境や農

村風景、地域文化等をまちづくりの資源としてと

らえ、昭和６３年からまちづくりを進めてきて、い

ろんな手段として交流施設づくりを行ってきまし

た（図－６）。これはオートキャンプ場です。これ

は道の駅です。これは先ほど言った、ハム・ソー

セージを作っている加工センター。宿泊研修施
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設。それからこれは私たちが自慢しているので

すが、「ブナセンター」ということで、専門の学芸

員やインタープリテーターを置いております。ブ

ナ林に入る方々や子どもたちが学習するための

施設となっています。これが温泉です。それから、

景観条例も作っておりまして、屋根の色だとか建

物の色彩についても統一をしております。私ども

の町の子どもたちにブナという字を漢字で書か

せますと、間違いなく木偏に貴と書きます。当用

漢字では木偏に無。昔は「ブナ退治」などと言い

ましたが、私どもは「橅から樻へ」ということを提

案しています。これは先ほどもち米をつくってい

るという話をしましたけれども、委託醸造ですが、

もち米で日本酒や焼酎を作っています。これに

「樻のせせらぎ」とこの字をあてて、ずっとやって

おります。これは江戸小紋のですね、今ちょっと

名前が出てこないのですが、人間国宝の方の切

り絵をつかわせてもらっています。 

これはこれまでの２１年間の取り組みを系列的

にしたものでございます。昭和３年に記念物に指

定されて、昭和６１年に町木にブナを決定してか

ら、フォーラムなどいろいろなことをしてきました。

「国際水辺環境フォーラム」というのを平成３年に

やっていますが、近自然河川工法のクリスチャ

ン・ゲルディさんなど、有名な方々に来ていただ

き 

 

まちづくりのシンボル：歌才ブナ林
潜在的資源：優れた自然環境、農業や農村風景、地域文化

◎町民が誇りとする農村風景の創造
◎都市との交流を促進する体験型・滞在型のふるさとづくり

歌才オートキャンプ場
ル･ピック

道の駅
トワ・ヴェールⅡ

特産物手作り加工センター
トワ・ヴェール

博物館ブナセンター
自然体験学習宿泊施設

歌才自然の家
健康増進交流センター
黒松内温泉ぶなの森

都市との交流のため、交流施設を整備

｢橅｣から｢樻｣へ
ブナは製材として加工しにくい等の理由から、

一般的に、価値の無い木として「橅」と書きますが、

黒松内町にとってはまちづくりに欠かせない、

貴重な資源であることから「樻」と読ませています。

ブナ北限の里づくり構想（昭和６３年～）

 

図－６ 

きました。このときに、生態系の話をあわせてさ

れていました。それがやはり驚くような内容の話

でした。そのことが、これまでのまちづくりから新

たなまちづくりへと変わる分岐点だったのかなと

思います。いろいろなことに取り組んできたこと

が幸いして、平成２０年には「にほんの里１００

選」に選ばれました。黒松内町の自然は、本来

日本の里がもっていた自然がそっくりそのまま残

っているのではないかという高い評価をいただ

いております。 

これまでの取り組みのなかでご紹介したいこと

として、観光等による歌才ブナ林への人為的な

影響を回避・分散するために、町内のブナ二次

林５０ｈａを取得したことがあります（図－７）。ナメ

コのほだ木に使いたいということで買われそうに

なったのですが、それ食い止めて、歌才ブナ林

の代替林ということで購入しております。これは

ビジターセンターで宿泊もできるようになってお

ります。これは環境省の事業で「ぶなの森自然

学校」です。廃校になった学校を利用して、自然

を紹介する方々や企業の研修をここで行ってお

ります。それから国有林の一部を借りて、地元の

ボランティアのみなさんが種子から採取したブナ

を苗木に育て、移植するという再生プロジェクト

です。これは小学校の裏の小さい河川で、子ど

も 

 

町内のブナ二次林５０haを取得

ぶなの森自然学校

これまでの取り組み事例①

黒松内岳ブナ林再生プロジェクト

生物の生息環境に配慮した工事
例示：図書館（情報館）・温泉  

図－７ 
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もたちが魚をすくっている風景です。これは図書

館です。こちらの方はちょっと築山したりして人

工的ですが、この裏にはカルガモ、エジノカワジ

シャ、ヒゲナガカワトビゲラの幼虫やトミヨがいる

のです。そういった環境をより豊かにしようといっ

たことで、図書館の裏手の護岸の片一方を取り

まして、自然再生をしたところでございます。ここ

をずっと護岸がしてあったのを取って、もともとあ

ったアヒル護岸という傾斜地をつくりました。ビオ

トープの再生をやっている方はお分かりかと思

いますが、何年か経つとここに自然が再生する

だろうという状態です。 

これは温泉です。もとは農地で何もなかった

所です、温泉排水が出る、雨水が出るということ

で、水生植物による浄化を兼ねて池を作りました。

もともと何もなかったのですが、やはり１０年くら

い経ちますと、鳥の力を借りたりなどして、植物

が若干増えてこのような感じになってきました。ヨ

シやガマなどが定着しているようです。利用者の

方々にこの池の価値を理解していただくために

説明書きも設置してあります（図－８）。なかには、

人工的な芝生の方がきれいではないかと思う方

もいるようですので、動植物の生息できる水辺の

復活が重要なので、自然生態系をつくる目的で

実験的にこのような取り組みをしていると説明し

て 

 

 

図－８ 

ています。これは、もともとあった表土を一回は

がしまして、細かったシラカバを残して表土を戻

しました。下草だけは刈っているのですが、そう

することでここに新しく里山のように植物が生え

てきています。これは伐採木を移動せずに積み

上げて、昆虫などの生きものが生息する空間だ

ということで紹介をしている説明板とその場所で

ございます（図－９）。これは「せせらぎ公園」とい

って、本流の所で、子どもたちがカジカなどを観

察している風景だと思います。 

地域住民の本構想への共通理解を深めるた

め、国際ブナフォーラムの定期開催、国際水辺

環境フォーラム、地球温暖化防止フォーラムなど

も開催しています。平成２０年に、ＩＵＦＲＯ国際

ブナシンポジウムというのが道南の大沼公園で

ありました。また、北限のブナ林が、地球温暖化

の森林帯への影響をモニタリングする上で注目

されており、北限のブナの原生林を見ようという

ことで、エクスカーションには世界１７ヶ国のブナ

林研究者約８０名が訪れました。ブナ林を見て

大変驚いて、素晴らしいというお褒めの言葉を

いただいています。 

昔は主に釣りを目的として３，０００人程度しか

訪れる人がいなかったのですが、この２０年間で

年間１５万人から２０万人訪れるようになりました。 

 

 

 

図－９ 
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このほとんどがリピーターです。これらの人たち

がどういうことやっているかというと、ブナウォッチ

ングツアーをしたり、最近５年ぐらいフットパスを

整備しておりますので、フットパスを伝って農地

の縁を歩いたり、林のなかを歩いたりしています

（図－１０）。フライフィッシングの塾もやっていま

す。日本でフライフィッシングをやる神様といわ

れる有名な先生方がたくさん集まって来て、２０

年やってきました。今年はフランスからフライフィ

ッシング・クラブの会長さんなど有名な方も来て１

０数名で釣りをしていました。蛇行の淵や倒木が

あったり、川の両側はほとんど河畔林ですから、

非常に魚も多いし、魚影も強いということで、フラ

イには非常に適しているようです。札幌、函館か

らたくさんの釣り人客が来ています。これは球場

の中で行われているビーフ天国というイベントで

ございます。和牛も生産していますので、その肉

やチーズなどを楽しむ年に１回の牛肉祭りです。

残念ながら、今年は口蹄疫の侵入を予防するた

めに中止をしております。 

これまでの約２０年間の取り組みで、様々な分

野のソフト事業が軌道に乗ってきました。それに

ともなって都市から訪れる方々の「交流人口」が、

年間約１５万人から２０万人に増えました。しかし、

交流人口が増えることで見えてきたまちづくりの

課題 

 

これまでの取り組み事例④

ブナウオッチングツアー

ブナ里フィッシング塾 フットパス

都市と田舎の交流を目的とした事業を展開

交流人口：年間１５万～２０万

ビーフ天国

 

図－１０ 

課題があります。それは、歌才ブナ林の遊歩道

の根の露出、外来植物の分布拡大、ゴミの投棄、

ゴルフ場などの大規模開発の相談増加、高速道

路、酪農多頭化による糞尿の河川汚染などです。

ブナ林にたくさん人が入ると、ここに腐葉土があ

ったのですが、その腐葉土が少しずつ、少しず

つ流れてなくなってしまい樹根が出てきました。

外来植物もまだここまでは入って来ていないの

ですが、ここに来る途中の沿路に見えるようにな

ってきました。 

このような課題を解決するひとつの手法として、

平成９年に、「川がき・山がきの棲む」、この棲む

はわざとこの棲息の棲の字を使っています。「が

き」は子どもたちのことです。子どもたちが川で遊

べるように、山で遊べるように、そんな子どもたち

の棲む「田舎（まち）」、私たちはあえてまちを「田

舎」と書いてこだわっているのですが、「田舎（ま

ち）を創ろう」、創造しようというテーマで黒松内

町環境基本計画を策定しました（図－１１）。 

住民モニターや環境アドバイザーの参画を得

て、町民アンケート、国や道、先進自治体の取り

組みなどを参考として、循環、共生、交流を合い

言葉に、黒松内町の環境行政の方向、指針とし

てまとめたものです。本計画では、地域環境の

現況と課題を明らかにし、環境問題の基本的な

考え 

 

黒松内町
環境基本計画

第１章 黒松内町環境基本計画の

考え方

第２章 地域環境の現況・課題

第３章 環境の保全と創造

第４章 環境管理土地利用構想と

制限人口

第５章 取り組みの対象と方針

第６章 環境アセスメントと配慮事項

第７章 推進計画

 

図－11 
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考えや、望ましい環境像を明示し、環境への配

慮が適切になされるための具体的指針を明らか

にしています。さらに、環境に関することは身の

回りから取り組むことが多く、行政、事業者、町

民それぞれの責任を果たすことが求められてい

ます。本計画では、これらの計画推進主体が環

境管理に果たす役割を明確にしています。 

町全体で環境管理土地利用構想と主な地域

資源、例えば、こういったところは保安林ですか

ら、手つかずにはなります。それから鳥獣保護区

というのもございます。また砂防指定になってい

たりしています。そういったところで優れた自然と

身近な自然というようなゾーン分けをします。構

想ですから計画ではないので抑止力はないの

ですが、情報が入ってきたら、構想に入っている

ので買いとろうじゃないかとか、こういう工事をし

ようじゃないかということで相談しながら進めます。

国や道にもこれをもとにして協力や要請をしてい

ます。 

この基本構想は、水と緑のビオトープ・ネットワ

ークの構築をテーマとしています（図－１２）。先

程申しましたようにクマ、クマゲラ、サケなどの在

来の野生動植物の生息・生育に配慮した水辺

や緑地の連続的な確保を目標にあげています。

これは構想のままではなく計画にする必要があ

る 

 

町全域の土地利用の基本方針
水と緑のビオトープネットワークの構築

ヒグマやクマゲラ、サケ等の
在来の野生動植物の生息・生育に配慮した

水辺や緑地の連続的な確保が目標

環境基本計画概略

 

図－１２ 

るだろうということで、今年度から来年度にかけて

「黒松内生物多様性地域戦略」を策定すること

にいたしました（図－１３）。今までの環境基本条

例や環境基本計画を、生物の多様性の保全、

活用という観点による地域戦略へと昇華させると

いうことです。これは今回環境省の新事業を活

用できることになりました。 

大まかな考え方としては、平成９年の黒松内

町環境基本計画を生物多様性の保全と活用と

いう新たな観点からバージョンアップさせようとい

うことです（図－１４）。この２０年間でまた大きく自

然環境も変わっていますから、土地利用図、植

生図、土地所有、指標種・希少種の分布図をお

さえる、活用できる資源などを再検証し、現状分

析 

 

今年度から２年間の予定で、黒松内生物多様性地
域戦略を策定します。

黒松内町環境基本条例に基づき、環境基本計画を
生物多様性の保全・活用という観点による地域戦略
へと昇華させるものです。

環境省の支援事業を活用

黒松内町
生物多様性地域戦略策定

（地域生物多様性保全活動支援事業）
 

図－１３ 

 

生物多様性地域戦略の策定へ

黒松内環境基本計画（Ｈ９）を生き物の視点で再検証

■保存すべき環境を選定し、コア、バッファーゾーンを設定
■活用すべき環境を選定し、ルールを決め、持続可能に活用
■つなぐべき環境はつなぐ（エコロジカルネットワーク）
■再生すべき環境は、目標を設定し、優先順位をつけ、再生
■修復すべき環境は、生き物の視点で修復

●保全すべき土地（ブナ林）は、なるべく購入

活用できる資源の質と量の算定

★環境と地域経済を結びつける

詳細な土地利用図、植生図、土地所有、
指標種・希少種の分布図、

現状分析

生物多様性地域戦略策定の方針

 

図－１４ 
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析して、その量と質を算定する。そして、保全す

べき環境を選定して、コア、バッファ－ゾーンを

設定し、活用すべき環境を選定してルールを決

めて、活用するものは活用する、つなぐべき環境

はつないでエコロジカル・ネットワークにする、再

生すべき環境は、目標を設定し、優先順位をつ

けて再生する、修復すべき環境は、生き物の視

点で修復するということです。 

そして、保全すべき土地、これはブナ林だけ

ではありません。湿地もございます。行政ででき

ない部分は民の力も借りながら、それらの土地を 

できるだけ購入していきたいと考えています。そ

して是非、今日のテーマのひとつにもありますが、

やはり地域住民というのは、経済とリンクしなけれ

ばなかなか動かないのです。そこで政治の力が

求められます。ですから我々行政としては、いか

にこの環境と地域経済を結びつけるか、それは

目先のことではなくて、やはり１０年先、５０年先、

１００年先に間違えなく結びつくんだということを

きちっと分かりやすく住民に説明していかなけれ

ばなりません。そのへんがこれからの大きな課題

になるかと思います。 

最後ですけれども、これはブナ林、そしてこれ

は放牧している牛です（図－１５）。ここはもともと

牛に水を飲ませるための池だったのでしょうけれ

ど 

 

 

図－１５ 

ども、こうやって自然に柳とかが生えてきまして、

ビオトープになっています。牛が歩いて行って、

ここで水を飲んだり、川に行って水を飲んだりし

ているのです。こういった風景がこれからたくさん

広がっていくような農業のあり方というのを進め

ていくのも課題であります。 

ご清聴ありがとうございました。 
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リレートーク３   

ツシマヤマネコをはじめとする島の生物多様性と海洋保護 

 

 

長崎県対馬市 市長 

財部 能成 氏 
 

 

こんにちは。司会の方から案内がありましたよ

うに、私は行政にもいましたしマスコミにもいまし

たし、今また行政のトップになってしまったという

ことで、へんてこりんな人生を歩んでいるというふ

うに自分自身は思っております。昨日、一昨日

ですか、家を出てくるときに家内から言われまし

た。「あなたの人生について行くのがつらい」と。

しかし「もうしばらく我慢するか」と言っておりまし

た。 

あの似顔絵のなかで、私が手に持っているの

はマグロです。２週間ほど前でしたか、対馬の定

置網という大型定置が１５ヶ所あるのですが、そ

の１ヶ所にマグロが迷い込みました。４５０何ｋｇと

かいうことで、築地の市場では今までで第２位の

記録だということを聞いております。そういうこと

で職員がこういった絵を描いてしまいました。決

して私が描けと言ったわけではなくて、うちの職

員は遊びが上手で、このような絵を描いて楽しん

でおります。 

私は財部能成といいます。一風変わった名前

です。鹿児島に同じ「財部」という地名があります

が、私は九州の北部の対馬の出身でございます。

こちらに日本の地図がございますが、対馬はここ

です（図－１）。こちらは朝鮮半島でありまして、

今私はここにいるはずです。すごい距離を旅し

てきました。しかし、わずか３時間半でここまで来

られます。対馬から空路で福岡まで行きますと２

５分位で、そちらから１時間２０分くらいで羽田ま

で来られます。この津田のホールまで３時間半く

らいで来られるのかなと思います。方やこちらの

韓国の釜山市は４９．５ｋｍの距離でありまして、

今高速船が走っておりますので、ここの位置から

であれば１時間２０分。それが毎日通っていると

いうことで、韓国の方から年間で今年はおそらく

５、６万人お見えになっているのではないかと思

います。 

そういう所で私は生まれて育っております。先

ほど、対馬の一番北の地点から韓国まで４９．５ｋ

ｍと言いましたが、向こうに見えていますのが釜

山です。こちらが対馬で、すぐここに海栗島とい

う島があります。これは航空自衛隊の基地です。

おそらく、レーダーで航行している船などいろい

ろ 

 

対馬

釜山
東京

 

図－１ 
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ろなものを観測しているのだと思いますが、国家

機密ですからよく分かりません。この釜山で秋に

は花火が上がります。これは対馬側から撮りまし

たその時の写真です。実は私もこの花火を対馬

側からも見たことがあります。するとこのように見

えます。ただし音は聞こえません。しかし、最近

は音を聞くよい方法がありまして、釜山にいる友

達に携帯で電話を入れます。そうすると音だけ

はきちんと入ってきます。しかし、残念ながらこの

音は花火のタイミングとはマッチしません。対馬

はこのような土地柄であります。 

対馬はその昔大陸とつながっていた時代があ

ります。１０万年より以前の氷河期時代には、海

水面が今より低かったため、朝鮮半島と日本列

島はつながっておりました。皆様もよくご存知だ

と思いますけども、その時にツシマヤマネコ、そ

れからチョウセンイタチなどが渡って来たというこ

とです（図－２）。その後、大陸と離れまして、約２

万年前、再び氷河期に入り海水面が低下した際

に、今度は九州の本土の方とくっついた時に、

九州の方からテンが入り込んで来た。そして、ま

たここで分断されます。この時のテンが、ツシマ

テンということで固有種として残っています。いろ

いろな動物だけではなく、植物についてもいろ

いろな対馬特有のものが残っています。そういう

な 

 

10万年前以前

 

図－２ 

なかで、私のような特有な人間も育ってしまった

というふうにご理解ください。 

ちなみに、対馬は７０９平方ｋｍあります。どれ

だけの広さかと言いますと、東京都の２３区全部

合わせておそらく６００平方ｋｍくらいだったと思

います。２３区にはそれぞれ区長さんがいらっし

ゃると思いますけれども、２３人が私にかかってき

ても面積だけではかなわないというふうに考え方

でおります。そのうちの約９割、８９％が山林です。

残りの約１０％のところに、わずか３万５千人が今

は住んでいます。実は４、５０年前は約７万人、６

万９５００人位いたと思います。それがもう半減し

ております。 

この対馬はどうしても大陸に近いということで、

皆さまもよくご存知と思いますが、元寇の時に元

軍がここに立ち寄ったとか、博多まで来るというこ

ともありました。また、友好の施設団として、江戸

時代には朝鮮通信使というのが、このソウルから

ずっと流れてこのお江戸まで上がる、また日光ま

で上がるということを１２回ほど繰り返しておりま

す。その友好使節団の警護を対馬藩が担って、

ずっとこちらまでお連れするという役割を果たし

てきたということがあります。 

このように、独特の背景をもつ対馬ですが、先

ほど言いましたマグロもその辺りを回遊しており

ます。ちなみに、対馬はマグロを強引に獲ってい

るということは正直言ってありません。マグロの幼

魚でヨコワという１ｋｇ位の幼魚がいます。この幼

魚は確かに１本釣りで釣りはします。釣った後は

当然食べます。マグロという状態になるものは、

今まで食する、獲るという文化はありませんでし

た。しかし、その幼魚を獲って、食べずに育てて、

畜養マグロとして今こちらに出しておりますし、海

外にも出しているという状況はあります。 

ここに海岸があると考えてもらったとき、当然こ

こには、海藻、それから甲殻類、小魚、大型魚と

いうこのピラミッドがあります。方やこちらには、ツ
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シマヤマネコなどの肉食哺乳類が存在します。

このような島の生態系を守っていくためには、生

態系ピラミッドという言葉をよく聞きますが、島に

とっては「陸の生態系」と「海の生態系」、その両

方を守っていくことが必要であり、言うなれば、

「生態系ダイヤモンド」をバランスのとれた形で守

っていく必要があると考えます（図－３）。先ほど

基調講演で池谷会長からお話があったように、

この縦の流れがあるというのはまさしくそのとおり

であります。ところが、今対馬は、磯焼けと私ども

は表現しておりますが、海岸が白化現象を起こ

して、海藻を失っているという状況があります。対

馬の半分近くを失っているなか、おそらくこれも

何かの影響なのかなと考えますし、今までの私

どもの生き方が間違ってきたかなという思いもも

っております。 

そういうなかで、対馬は環境王国というものを

目指さなくてはいけないと、市民にずっと投げか

けております（図－４）。この投げかけができるよ

うになったのはなぜか。世の中が、経済が疲弊し

たからこれが言えるようになったというふうに私は

思っています。好景気の時だったらこのようなこ

とは言えないなと思っています。日本中疲弊して

いるから、原点に立ち返ろうよとしきりに言ってい

ます。そういう意味において、ツシマテンをはじ

め 

 

肉食哺乳類

両生爬虫類・鳥類等

昆虫・草食動物等

草原・森林等の環境

分解者（バクテリア等）

大型魚類

小魚等

甲殻類・貝類等

海藻・プランクトン等

生 態 系ダ イ ヤ モ ン ド

ツシマヤマネコ・ツシマテン等

ツシマアカガエル・アカマダラ等

マグロ等

アジ・サバ等

ウニ・アワビ等

 

図－３ 

めとする希少動植物をきちんと守らないといかん

よと言っています。 

このようなことから、ＥＭ菌の話はいろいろ賛

否両論ありますけど、うちのご婦人方が一生懸

命取り組んでくださっている部分です。それから、

先ほど言いました９割の森と、そしてご婦人方が

頑張ってくださっている里という問題、それから

海という問題、この森と里と海の問題をきちんとし

ていかなくてはいけないということを、今対馬の

大きなテーマにしています。こういったことから、

海洋保護区の話を後でさせていただこうかなと

思います。 

ちなみに、特にこの希少種のツシマヤマネコ

の話になりますと、これは「シュウシ」と読みます

が、この地区で「舟志の森づくり」というのを４、５

年前から始めております。今赤字にしております

が、住友大阪セメントさんがこの地区にまとまっ

た山林を１６ｈａもっておりました。これをどう利用

していこうかなと考えあぐねておられましたので、

ある時に、私たち対馬の方から、ツシマヤマネコ

の森を創り出すというのはいかがかという話をし

ましたら、すぐにのってきていただきました。その

住友大阪セメントさんと舟志地区の方、それから

ツシマヤマネコ応援団という組織があるのですが、

その応援団と私ども行政とで結んだ４者協定に

の 

 

環境王国「対馬」を目指して

希少動植物の保護

ＥＭを活用した環境保全

森里海の連環への取り組み

海洋保護への取り組み

 

図－４ 
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よって、ここの森づくりをやっていこうということに

なりました。 

この場所は実はずっと造林してありました。そ

れを皆で伐採して、新たにコナラやシイなどを植

樹してきました。おそらくこの会場にも住友大阪

セメントの方々がお見えになっていると思います。

このように、一緒にここの森づくりをやってきまし

た。この１６ｈａを使って、本島でツシマヤマネコ

が生きていけるような、そして、ネズミなどの小動

物も生息するような森をつくっていこうということ

で、今取り組みをしているところです。そのほか、

ツシマヤマネコ基金というのももっています（図

－５）。もしここにヤマネコの保護に対して賛同し

ようと思われる方がいらっしゃいましたら、どうぞ

ホームページからツシマヤマネコ基金をクリック

していただいて、寄付をしていただくのでも一向

に構いません。若干金が足りなくて困っておりま

すので、よろしくお願いいたします。そういうなか

で、サントリーフーズさんについては、売上から

一缶いくらということでこの基金に寄付をいただ

いているところであります。 

これは先ほど言いました有用微生物群ＥＭの

話ですけども、ご婦人方が、今、海が磯焼けして

いるということで、やはりこれをどうにかしなけれ

ばいけない、ご婦人方自らが家庭でできることは

何 

 

希少動植物の保護活動２
◎ツシマヤマネコ基金
・ツシマヤマネコの保護及び自

然環境の保全に関する事業

・動物の調査、研究に関する事
業

・対馬市内の自然環境保護団
体の活動推進に関する事業

・対馬の自然環境を普及啓発す
る事業

サントリーフーズ(株)の協

力により寄付金付き自動
販売機を設置

 

図－５ 

何かということから取り組みが始まっています。

当然、生ゴミなど、ゴミの問題をどうするかとかい

うこともありますので、そういうことも含めて皆で取

り組んでいただいているところです。そのようなな

か、ＥＭを市内全体でやろうかということになりま

して、今ＥＭの培養装置を島内に８ヶ所設置して、

地域の方々による自発的な取り組みというかた

ちで、今動いてもらっている状況です（図－６）。 

先ほど森と里と海の話をしましたが、まさしくこ

の森里海連環が、この１月から動き出したところ

であります。今までの日本の林業が間違ってい

た部分もありますし、対馬の人たちがきちんと山

を扱って来なかった部分もあります。そして、ヤ

マネコも育たない、生きていけないという状況に

なってしまいました。そこで、あえて今年度から２

ヶ年ぐらいかけて、森づくり条例というのを作ろう

じゃないかと考えております。また、あわせて環

境条例というのも一緒に、一気にやってしまえと

考えておるところです。当然今はカーボン・オフ

セットの話もありますので、そのあたりのことも考

えつつ、また、山からの養分がきちんと海に流れ

出ていくような森のあり方というのを考えた伐採

の仕方も実践したいと思っています。森林法は

ありますが、こういったことを忠実に運用していく

のが難しい状況にあります。そこであえて自分た

り 

 

対馬における環境改善の取り組み
≪里（家庭）・河川分野≫

ＥＭ（Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ Ｍｉｃｒｏ‐ｏｒｇａｎｉｓｍｓ）

有用な微生物群（善玉菌の集まり）を
活用した取り組みを実施。

背

景 ○道頓堀川でのヘドロ対策への取組事例

○有明会でのノリの色落ち防止の取組事例

○河川や海環境（磯焼けの拡大）の悪化

○生ごみ処理に係る費用の増大

島

外

島

外

島

内

島

内

 

図－６ 
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ちで条例を作り、そのあたりを規制していこうか

なということで、皆さんが動きだそうとしているとこ

ろであります。 

海の問題ですが、少し見にくいとは思います

が、ここに対馬がございます（図－７）。黒潮が対

馬辺りをこう流れて来ています。この対馬の周辺

というのは、ここに記してあるとおり、大事な海流

の要所であります。そして小魚の産卵場所でも

あります。今までは、この周辺では一本釣りの漁

師さんたちが食って来られた状況があります。し

かし、今ここが死滅をしています。その状況につ

いて、そして、なぜそのような状況が起きている

のかということについて、今からお話をしたいと

思います。 

平成４年から２０年の間、約２０年の間に、約４

万ｔあった漁獲量が２万ｔに半減しております（図

－８）。これには確かに温暖化の問題もあったか

もしれません。しかし、これはまた見にくいので

すが、この囲われた中に対馬があります。ここに

は領土とか領海とかいう考え方があります。領海

法では１２海里が獲れるようになっていますが、

韓国と近いということで、１２海里が獲れないとい

うことがあります。対馬の周囲は特定海域となっ

ており一番狭いところで、領海が沿岸から３海里

までしか獲れないという状況があります。そしてこ

し 

 

対馬の海の意味

・“対馬”暖流

・水産生物の回遊の要所
及び産卵場

・独特の海洋生態系
・歴史や文化（伝統漁法）
・国境の島

↓
対馬の海の生態系や
環境の保全は
日本と東アジアの海と
漁業の未来を握っている

↓
地域・国・国際の共通目標になりうる

 

図－７ 

ちらの壱岐の島もあります。 

壱岐と対馬について言わせていただくと、「壱

岐対馬」と皆さん一緒に言われます。つながって

いるぐらいに思っておられるようですが、壱岐と

対馬は全く別々の島で、おそらく間の距離にし

て６、７０ｋｍは離れているかと思います。対馬に

来た方がタクシーに乗って壱岐まで連れて行っ

てくれと言ったという笑い話があるぐらい、壱岐と

対馬はくっついていると皆さん思いがちですが、

明らかに違います。この６、７０ｋｍ離れている間

に、特定海域が目いっぱい確保されています

（図－９）。おそらくいろいろな国際航路の艦を通

らせるために、いっぱいとってあるのでしょうが、

このように何十ｋｍもある幅の船などないのです

か 
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図－８ 

 

対馬海域の現況
と資源管理

• 特定海域となっており、西岸
と東岸の一部は、領海が３
海里となっている。

• 四方海域の12海里までを保

護区とし自らも規制しながら
資源の回復を図る。

• 規制期間は、モニタリングを
実施し、回復状況を公表

• 回復後は、持続的漁業が可
能な範囲まで規制緩和

 

図－９ 
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から、そんな国際航路をとる必要ないだろう、漁

師さんにいっぱいあげてくれと、私たちはいつも

言っていますが、国は何も考えてくれません。 

過去には結構豊富な資源があったので、漁師

さんたちもどうにかこのなかでやっておりました。

実はこの対馬というところは好漁場すぎて、いろ

いろな漁師さんが入ってきます。一本釣りの漁師

さんが入ってくる分には問題はないのです。しか

し、対馬の周りでは、大中まき網という漁法と、皆

さんご存じだと思いますけども底引き網という収

奪的な漁法が認められています。日本には８つ

の海区があります。それぞれの海区は北の方か

ら、南北にまっすぐ伸びています。けれど対馬の

ところだけ歪んでいます。対馬の近くだけ、対馬

を挟み込むかたちでこうなっています。西からも

東からも皆獲れる状況がつくられています。これ

は大臣許可です。国が認めています。何だかお

かしいと思いませんか。 

このようなことから、私は今この海洋保護区の

ことについて国に対して言っているのですが、国

の不作為があると思っています。１９９５年から、

この海洋保護区のことについては、いろいろ動き

出しているはずなのですが、十何年経っても何

も進んでいません。国は海洋保護区の手順さえ

も決めていません。縦割りのなかで物事がなか

なか進まないのでしょうが、２年、３年前でしょう

か、国が海洋基本法を施行しました。その２６条

に離島の保全というのが明確に挙がっています。

どうやって保全するのか。海洋保護区を設定し

たいと国は言っていますが、その手順さえ決め

ていません。 

私は手を上げました、海洋保護区を進めてほ

しいと。大中まき網を一回排除して、５年間とか

一本釣りだけで資源の回復具合を見ていかない

と、本当にその海域の生物は死滅してしまうと言

っています。皆さんにも、できれば、国に対して

海洋保護区を早くどこかに設定するべきだという

声を上げていただければ大変助かるなと思いま

す。あるいは、すでに手を上げているところがあ

るらしいではないかと言っていただければ助かり

ます。なぜこういうことを言うかといいますと、先ほ

どお話しましたように、対馬の周辺は多くの魚類

の産卵場所であるなど、水産資源にとって大変

重要な場所です。それは北海道の水産資源に

も関わる問題です。対馬の周りを保護することに

よって、日本の水産業が生き残っていけるので

す。 

申し訳ありませんが、皆さんには、今スーパー

などで売っている１００円の魚を買わないようにし

てほしいというのが正直な気持ちです。それより

も、一本釣りで釣り上げた魚を１５０円で買ってほ

しい。そうすれば、日本の漁業、そして生物の多

様性も残っていけるのだということを理解してい

ただきたいと思っております。６月５日に対馬か

ら「海洋保護区」を考えるシンポジウムを開催し

ました。やるぞということを宣言した次第です。保

護区を設定するだけではなくて、漁師さんも自分

たちの資源管理のあり方というのをきちんと決め

ていこうということになりました。人を排除するだ

けではだめだということで、今この海洋保護区設

定推進協議会を立ち上げているところであります

（図－１０）。 

 

 

今 後 の 動 き

• 対馬市海洋保護区設定推進協議会（仮

称）設置

•
• 諸問題抽出 解決策の協議・検討

• 対馬らしい海洋保護区の提唱
 

図－１０ 
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対馬はこのような島です。こういう生物も当然

生き残っていければ、私ども対馬に生きる人間も

生き残っていけるというふうに思っています。基

調講演のなかで稲作の話がありました。私はもっ

と遡りたいと思っています。できれば縄文時代に

戻るぐらいの気概がないと、この国はようならん、

地球はようならんという思いでおります。   

ご清聴ありがとうございました。 
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リレートーク４  

コウノトリと共に生きる ～豊岡の挑戦～ 

 

 

兵庫県豊岡市 市長  

中貝 宗治 氏 
 

 

貴重な機会をいただきましてありがとうござい

ます。豊岡は兵庫県の北部、日本海に面した、

人口約８万９千人のまちです。詳しくは観光パン

フをご覧ください。コウノトリのまちです。 

コウノトリは羽を広げると２ｍもある白い大きな

鳥です。かつては日本の各地で見られる鳥でし

た。こんなふうに里山の大きな松の上に巣をつく

って、周辺の田んぼや川の浅瀬で餌を採ってい

ました（図－１）。カエルやナマズやドジョウやフ

ナ、こういったものが大好きな完全肉食の大型の

鳥でありました。ところが、明治になって鉄砲が

解禁になりまして、まずハンティングで数を減らし

ます。第二次世界大戦中に松林が大量に伐採

されて、ねぐらを追われ、そして最後は戦後の環

境破壊によって数を減らしていって、１９７１年、

本 

 

 

図－１ 

日本最後の野生のコウノトリが豊岡で死んで、コ

ウノトリは日本の空から消えました。とどめを刺し

たのはこれです（図－２）。 

絶滅の前にコウノトリを守ろうという運動が豊岡

で起きて、１９６５年、４５年前、飛んでいた鳥を捕

まえて、鳥かごに入れて、人工飼育が始まりまし

た。しかし、最初の２４年間、来る年も来る年も１

羽の雛も孵りませんでした。絶望もありました。批

判もありました。コウノトリが増えていくという確信

を誰も持てないまま、いわば暗闇のなかで黙々と

人工飼育は続けられていきます。 

転機は１９８５年に起きます。ロシア、ハバロフ

スクから、６羽の幼い鳥が豊岡に送られてきて、

当時兵庫県から飼育を委託されていた豊岡市

役所の職員が懸命に育てて、カップルができ

て、 

 

 

図－２ 
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て、そして１９８９年、平成元年、人工飼育の開始

から実に２５年目の春、待望の雛が誕生いたしま

す（図－３）。そして２２年連続で雛が孵りました。

今１４７羽のコウノトリが豊岡に暮らしています。そ

のうち４４羽が自由に空を飛んでいまして、さらに

３羽の雛が野外の巣の中ですくすく育っていま

す。 

野生での絶滅から３９年、人工飼育の開始か

ら４５年、豊岡で保護活動が明確なかたちをとっ

て５５年になります。長い時間と膨大なエネルギ

ー、たくさんのお金が必要でした。これからもお

そらくそうだろうと思います。ではなぜそれほどま

でにして豊岡はコウノトリを空に帰そうとするのか、

ねらいはたくさんありますけれども、最大の狙い

はこれです。コウノトリも住める環境とはどういう環

境なのかということに関わります。コウノトリは完全

肉食の大型の鳥です。あんな鳥でもまた野生で

暮らすことができるようになったとすると、そこに

は膨大な量のたくさんの種類の生きものが存在

するはずです。そのような豊かな自然は人間にと

っても素晴らしい自然なのではないのか。 

もうひとつあります。どんなに自然が豊かにな

って、餌が豊富になったとしても、飛んできた鳥

をやみくもに撃ち殺す、そういう文化のところにコ

ウノトリは暮らすことはできません。あんな鳥も近

く 

 

１９８９年（平成元年）待望のヒナが誕生  

図－３ 

くにいてもいいよねという大らかな文化が人間の

側になければなりません。そこでコウノトリを空に

帰そうというのを合言葉にして、コウノトリも住める

ような豊かな環境、すなわち豊かな自然環境と

豊かな文化環境をもう一度作り上げよう、それが

最大のねらいです。これを実現するために様々

な取り組みがなされてきました。１９９９年に兵庫

県は、豊岡市内に５０万坪、１６５ｈａの用地を求

めて、県立コウノトリの郷公園を造り（図－４）、そ

してそこの一角に県立大学の研究所を置いて、

野生化の実験と実践が進められています。その

一角を市がお借りして、コウノトリ文化館を設置し

ています。普及啓発を担当しています。間近で

コウノトリをご覧いただくことができます。  

ビオトープ水田（図－５）、ビオトープのビオは

バイオ、生きもの、トープは場所。生きものが住

む場所といった意味です。休耕田に一年中水を

張っていただき、そして草の管理をしていただき

ます。生きものがわっと湧いてきます。豊岡の自

然が豊かになり、コウノトリのえさ場にもなります。

こういった水田が市内に約１０ｈａあります。冬で

も水を張っています（図－６）。普通、田んぼに冬

に水を張ったりいたしません。アカガエルという

種類のカエルは２月から３月ぐらいに卵を産みま

す。その産卵場所を確保しようという趣旨です。

ま 

 

兵庫県立コウノトリの郷公園
 

図－４ 
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また豊岡では中干しといいまして、６月頃に一度

田んぼから全部水を抜きます。大量のオタマジ

ャクシが干からびて死んでしまいます。そこで、

中干しをひと月後ろへずらしていただくことをお

願いいたしました。この間にオタマジャクシはカ

エルになり、水がなくなってもいくらでも逃げてい

くことができます。カエルはもちろん蛇のえさにも

なりますし、コウノトリのえさにもなります。こういっ

た水田が市内に７２ｈａあります。 

水田魚道です（図－７）。水はけをよくするた

めに、水田と水路、こんな落差を造ってしまいま

した。そこで兵庫県と豊岡市は費用を折半して、

水田魚道を造っています。市内に１１０ヶ所ありま

す。ドジョウやナマズ、いろいろな生きものがこの

いえ 

 

ビオトープ水田

市内に１０ｈａ

 

図－５ 

 

冬期湛水型水田

市内に７２ｈａ

冬期湛水・中干し延期水田

 

図－６ 

魚道を使っていることが調査で分かっています。 

こういった努力を重ねて、２００５年、自然放鳥

という歴史的瞬間がやってきます。野生での絶

滅から、このとき３４年が経過していました。最初

の１羽が飛んだときに、「やった」という大きな声

がしました。豊岡市長の声でありました。そしてそ

の２年後、２００７年、日本の野外で４３年ぶりに

雛が孵り、４６年ぶりに巣立って行きました。その

後も様々な努力が積み重ねられています。 

これは円山川にある「ひのそ島」という、中の

島です（図－８）。水はけを阻害していました。治

水対策上、全島掘削の計画がもち上がりました。 

治水も大切だ、しかし自然も大切だ、そこで折り

合いがつけられまして、半分だけ掘削がなされま

し 

 

田んぼと水路をつなぐ“魚道”

市内に１１０箇所
 

図－７ 

 

2007年 ひのそ島（河川の自然再生）  

図－８ 
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した。こんな感じです。そうするとちゃんとコウノト

リがえさ場として利用するようになりました。現在、

兵庫県と国土交通省は、円山川水系の河川敷

の湿地化を進めています。すでに湿地面積が１

２８ｈａ増えています（図－９）。目標は２００ｈａで

す。 

城崎温泉の近くにある戸島というところの水田

です。大変なじる田、湿田であります。機械を使

うことができない。こんな田んぼはいやだというこ

とで、土地改良の工事が始まりました。その工事

の順番を待っている間、休耕していたところ、２０

０５年夏、ミズアオイ、絶滅危惧種の植物が一斉

に花を咲かせ、大陸からやってきた一羽のコウノ

トリが毎日のように餌を採りにやってくるようになり

ました。放置をしておくと、工事が進んで、この美

しい光景が未来永劫失われてしまいます。守っ

てほしいという声が市民から上がりました。そこで

豊岡市は約４ｈａの用地を確保して、兵庫県と豊

岡市で工事を分担して、湿地公園にいたしまし

た。この場所では３年連続、コウノトリのヒナが孵

り、巣立っています。先程の野生のコウノトリは８

月５日に来たことから、ハチゴロウという名前で親

しまれていました。４年半いた後死んでしまった

のですが、ハチゴロウはこの場所の大切さを教え

てくれた、その感謝の気持ちを未来永劫伝えよう

と 

 

円山川の湿地再生面積 現在１２８ｈａに

 

図－９ 

ということで、この公園の名称を条例でも正式に

「ハチゴロウの戸島湿地」としています（図－１

０）。 

１９６０年、５０年前、豊岡市内で撮られた写真

です。子どもたちが田んぼ道を学校に行こうとし

ています。２羽のコウノトリがあたかも行ってらっし

ゃいと言わんばかりに見送っています（図－１１）。

２００６年に撮影された写真では、５０年近く経っ

て、またこのような光景が戻ってきています。 

そして今、私たちが新たに開きつつある扉は、

環境経済戦略。環境と経済は、しばしば矛盾す

ると固く信じられています。しかし、そうではなく

て、環境を良くする行動、環境行動によって経済

が活性化する。俗な言葉でいうと、儲かる。環境

で 

 

ハチゴロウの戸島湿地
 

図－１０ 

 

1960年  

図－１１ 
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を良くして儲かるなら、もっと環境を良くしようと欲

がわいて、いうなれば経済が誘因となって環境

行動がさらに広がる。環境と経済が共鳴する関

係を環境経済と名付けまして、豊岡はその戦略

を２００４年に立てました（図－１２）。今、具体例

を積み重ねています。環境行動自体の持続可

能性を確保しよう、あるいは経済を活性化して自

立につなげよう、環境を良くして暮らしを成り立た

せているという誇りにつなげよう、こういったことが

ねらいです。 

具体例を挙げましょう。豊岡に太陽電池を作る 

企業があります。これはドイツの農地に設置され

た、豊岡産の太陽電池です。世界中の人々が地

球温暖化対策に貢献しようとして太陽電池を設

置すればするほど、ＣＯ２は減ります。そしてこの

会社は儲かります。税収も増えるし、雇用も発生

します。環境と経済は矛盾しないという例です。  

農薬に頼らない農法も広がってきました。これ

は米作りに関してですが、コウノトリ育む農法とい

う農法が豊岡で確立されました。全国各地の要

素技術を豊岡に取り入れて、組み合わせて、オ

リジナルなものを加えて、作り上げた農法です。

この棒グラフの上の部分が完全無農薬、下が７

５％減農薬タイプです。着実に増えつつあります

（図－１３）。しかもこの農法で作られたお米は減

農薬 

 

○持続可能性

その狙いは？

○自立 ○誇り

環境を良くする取り組みと経済活動
が、刺激し合いながら高まっていく。
“環境と経済が共鳴”するような地

域を創りあげる！

 

図－１２ 

農薬タイプで約６割高く、無農薬タイプで１０割

高く売られています。イトーヨーカドー。これは日

本最大の量販店ですけれども、東京を中心に今

１３０店舗で豊岡のコウノトリの米を売っていただ

いています。トーホーストア、これは兵庫県内に

展開しているお店ですが、今３９店舗でコウノトリ

の米を売っていただいております。今、全国で３

２５店舗、コウノトリのお米を高く売っていただい

ております。 

お酒もいっぱいできました。コウノトリの米を使

ってできたお酒です。４合瓶５千円、一升瓶１万

円のお酒もあります。コウノトリツーリズムも盛ん

になってまいりました。平成１７年の秋、放鳥がな

されて、爆発的にコウノトリ文化館の入館者が増

えました。最近、「もう、一度見たからええわ」とい

うことでだんだん減ってきておりますが、それでも

年間４０万人前後の方がコウノトリを見に豊岡に

お越しになります（図－1４）。この観光客の増大

による波及効果、経済波及効果を計算した人た

ちがいます。慶応大学の大沼あゆみ教授らなの

ですけれど、観光客増大による経済波及効果は

毎年１０億円である。こういった結果が出ていま

す。豊岡は環境をよくすればするほど、よりたくさ

んのコウノトリが空を飛んで、多くの人々が豊岡

にやってくる。環境と経済は矛盾しないという例

で 
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であります。 

こうした、コウノトリをめぐる豊岡の様々な取り

組みによって、いろいろな生きものが帰ってきま

した。カエルやナマズやドジョウやフナが帰って

きました。コハクチョウもやってくるようになりまし

た。コウノトリも帰ってきました。しかし、豊岡の水

田風景に戻ってきたもののなかで、私たちが最も

誇りに思うものはこれです。子どもたち（図－１５）。

子どもたちが、また田んぼのなかに帰ってきまし

た。そして、大水害で大きな被害を受けたある小

学校の子どもたちが、自分達の小学校区でコウ

ノトリの放鳥がなされていること、そしてそれを支

えるべくコウノトリを育む農法が広がっていること

を知りました。子どもたちは田んぼに出かけて行

って、お百姓さん達に、コウノトリ育む農法につ

いて学びました。この農法が広がれば広がるほ

ど、豊岡の環境はよくなって、コウノトリにとっても、

人間にとっても素晴らしいということを子どもたち

は学んだのです。 

ではどうしたらその農法を広げることができる

のだろうか、子どもたちは極めて真っ当な結論に

たどり着きました。消費を増やせばいい。では消

費を増やすにはどうしたらいいのだろうか。ふと

見ると学校のそばにコンビニがありました。そこで

子どもたちは、自分たちの主張を紙に書いて、コ

ン 
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図－１４ 

ンビニの店長さんに会いに行きました。「店長さ

ん、あそこで売っているあのおにぎり、コウノトリの

お米で作ってくれませんか。そうすれば消費が

増えて、豊岡の環境がよくなります」。 

残念ながら６割ほど高いお米であり、この店の

仕組みによって、これは実現しませんでした。し

かし子どもたちはあきらめませんでした。次は何

だ。そうだ、学校給食だ。学校給食で使ってもら

ったら増えるぞ。誰に頼んだらいい。市長だろう、

と子どもたちは、自分達だけで私のアポを取って、

自分達だけで私のもとへやってきました。これは

本当に驚きました。この子どもたちの行動力と、

論理の確かさ。そしてこの時、豊岡は５日のうち、

４日間地元産のコシヒカリを使っており、１日だけ

パン食でした。この４日の地元産のコシヒカリのう

ち、２ヶ月に３回の割合であるならば学校給食費

を上げなくてもコウノトリのお米が使えると分かり

ましたので、それを始めました。しかしさらに、去

年の４月から残り１日のパン食をやめまして、そ

の１日を、１週間に１回の割合でしかないのです

が、コウノトリのお米にしました。その差額は寄付

金で賄っています。コウノトリのために使っておく

れと、いろいろな寄付をいただきます。それをコ

ウノトリのお米とふつうのお米の差額に使わせて

いただいています。その結果、ご飯茶わんで１年

で 

 

 

図－１５ 
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間に３４万杯、水田面積にして７ｈａに相当する米

の消費が増えました（図－１６）。 

子どもたちの行動が豊岡の環境をよくしました。

そして先程、コンビニでの販売は実現しないとい

う話をいたしましけれど、子どもたちの夢は別の

かたちで実現することとなりました。トーホースト

アという兵庫県内に店舗展開をしているスーパ

ーですけれど、３９店舗でコウノトリのお米を作っ

たおにぎりの販売が開始されました。今年の７月

です。今のところ、極めて順調な売り上げが続い

ていると聞いております。このことを子どもたちに

伝えたところ、大変に喜んでおりました。 

最近の状況です。豊岡で生まれたヒナがどん

な動きをしたか。１例目です。愛媛県西予市に行

きました。そして福井県越前市に行って、最近豊

岡市に帰ってきております。２例目です。今治市

に行きまして、兵庫県の上郡まで帰ってきたので

すが、どうも愛媛が好きなようでありまして、伊予

まで参りました。一度帰って来たのですが、また

また参りまして、それから今度は加賀に行きまし

て、新潟に行ってトキを励ましまして、大崎市に

行きました。実は冬に水を張るというのを私たち

は大崎市から学びました。コウノトリは感謝状を

持って行ってくれたのだと思っています。その後、

行方知れずになっています。 

 

 

週1回で茶碗34万杯、水田面積７ha増

H21.４から週５回米飯に。うち１回をコウノトリ米に

 

図－１６ 

１９６０年、５０年前、豊岡市内で撮られた写真

です（図－１７）。農家の女性と７頭の但馬牛、１２

頭のコウノトリ。この距離で暮らしていました。１７、

８年前に私たちはこの写真を使って大きなポスタ

ーを作りました。そのポスターに３５年前、みんな

で暮らしていたという言葉を添えました。同時に、

私たちは人間の努力を信じます、という言葉を添

えました。このポスターを作ったときに、「あの写

真、あそこのおばあちゃんらしいで」、ということ

になって、市の職員と新聞記者がインタビューに

行きました。ところがこの女性、そんな３５年前の

写真、しかも後姿だ、自分かどうかわからない、

「でも多分私でしょう、なぜならこの牛はうちの牛

だから」。一軒の家に仲良く暮らしていた時代が

ありました。そしてこの女性は、コウノトリのことは

ほとんど話をされずに、ひたすら牛の話をされて、

最後にこう言われたんだそうです。「あの頃は心

が本当に豊かでした」。私たちが何を失って来た

のか、何を取り戻そうとしているのか、この１枚の

写真が象徴的に示しているように思います。 

２００７年の同じ場所の写真があります。ここま

で戻ってきました。しかし、まだここまでしか戻っ

ていません。 

さらに２００８年１０月、ここは豊岡のほとんど中

心街です。円山川、ここは国土交通省が河川敷

で 

 

写真提供：富士光芸社
１９６０年８月 市内出石川  

図－１７ 
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を浅く掘って、湿地化をしたところですが、１５羽

のコウノトリが降り立ちました（図－１８）。最後に２

００７年に日本の野外で４３年ぶりに生まれ、４６

年ぶりに巣立っていったヒナの誕生から巣立ち

まで、約３分間の映像をご覧ください。 

 

【コウノトリのビデオ】 

 

懸命に生きようとする命、懸命に守ろうとする

命、人間とコウノトリと姿かたちは違いますけれど

も、あのコウノトリの親子の姿は、私たち人間の家

族の姿でもあります。結局、私たちがコウノトリの

野生復帰に向けて突き進んできた原動力はこれ

だと思います。「命への共感」。生物多様性保全

の経済的理由は生態系サービスかもしれません

が、その精神的基礎というのは命の共感ではな

いかと私は思っています。今年度、豊岡市は「い

のちへの共感に満ちたまちづくり条例」というも

のをつくろうとして、今作業をしております。 

ご清聴どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

２００８年１０月１９日 市内円山川２００８年１０月１９日 市内円山川  

図－１８ 
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リレートーク５   

野田から首都圏へ提案する・自然との共生 

 

 

千葉県野田市 市長 

根本 崇 氏 
 

 

野田市から首都圏へ提案するという、たいそう

なタイトルになっておりますが、まず、その野田

市について説明させていただきます。野田市の

位置は、関東の真ん中東京から３０ｋｍ圏にあり

ます（図－１）。これは野田市全体の地図です

（図－２）。このなかの一番南側の黒く示したとこ

ろに、江川地区があります。この場所が今日の

最初のテーマです。 

 

 

 

図－１ 

この江川地区で、私たちは「自然と共生する

地域づくり」を始めました。さらに、その成果を生

かして江川地区の南にあります利根運河、そし

てその周辺他地区の残された自然と関連して、

「利根運河エコパーク構想」を作りました。江川

地区の取り組みを点にとどめず利根運河という

線を使って面にしていこうという取り組みです。こ

の取組をさらに南関東に広げて、国、県、周辺

市 

 

 

図－２ 
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市を巻き込んで、利根川・荒川を回廊として南関

東全体の「水辺環境エコロジカル・ネットワークの

形成」をやっていきましょうということを提案するも

のです。自然破壊が進む首都圏で、生物多様

性が維持できる環境づくりを行うため、食物連鎖

の頂点に立つコウノトリ、トキの野生復帰を指標

として南関東水辺環境エコロジカル・ネットワーク

づくりをしていこうという調査を昨年実施しており

ます。 

江川地区の地図です（図－３）。全体で９０ｈａ

ございます。休耕田になっているところがたくさ

んありました（図－４）。一部耕作地もあります。こ

ういう状況のなかで、住宅開発計画が進められ

ました。この地区を区画整理してしまおう、全面

的 

 

江 川 地 区 全 図

 

図－３ 

 

 

図－４ 

的に開発してしまおうということでございました。

この計画は私が市長になった前後にでき上がっ

てきたわけでございます。 

しかし、この動きに対して自然保護の観点から

反対の声が上がりました。この地域が、首都圏の

３０ｋｍ圏内に残された数少ない大規模谷津田

で、自然環境面で非常に優れている場所である、

こんな素晴らしい自然がある場所をなぜ開発し

てしまうのかという指摘でした。オオタカ、サシバ、

フクロウなどの猛禽類のほか、ニホンアカガエル、

トウキョウダルマガエルなどの両生類、カヤネズミ

やヘイケボタルもおります（図－５）。また、ハンノ

キ林に特徴的なミドリシジミなどの昆虫類もいま

す。そして、ミズアオイやタコノアシといった湿生

植 

 

図－５ 
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植物、雑木林に生育するラン類など貴重な植物

も多く見られます。その後、「開発をしたい」という

声と、「それを抑えたい」という声、この調整がな

かなか進まないなか、開発側が手続きをどんど

ん進めていったという状況になっておりました。 

ところが、バブルが崩壊してしまいました。この

時点で、今度は民間の開発業者さんがこの土地

をもてあましてしまい、撤退の意向を示してきま

した。問題はこの業者がすでに計画地の約５

０％を取得しており、多くの水田が耕作放棄地に

なっていたということであります。このまま放置さ

れれば、さらに荒廃、乾燥化が進み、多くの生

物に影響が及び、猛禽類の餌場としての機能へ

の悪影響も出てくるだろうということでした。荒れ

てしまった状況がそのまま放置されてしまう、もし

くは畑地造成という言葉を使いながら脱法的に

埋め立てが行われてしまっては問題だということ

で、計画的な開発をさせ、もう一方で保全も図っ

ていこうという調整策を、日本生態系協会の皆さ

ん方にご相談をさせていただきながら「自然環境

保護対策基本計画」を作りました。それがこの図

でございます（図－６）。右上の方が利根運河で

す。開発区域を６０％と保全ゾーンを４０％とする

計画を作り、これでやれる業者さんはいませんか

ということで探し始めました。しかしその後、オオ

タ 

 

ゾ ー ニ ン グ 図

 

図－６ 

タカの巣が保全地区の方にあったのに加えて、

開発区域内の斜面林に新たにサシバの営巣が

見つかり、計画されていた以上の保全エリアが

必要となり、６0％の開発をするわけにはいかな

いということになり、採算ベースに乗る計画では

なくなりました。 

そこで、開発と保全を共生させるための「自然

環境保護対策基本計画」を変更し、全面保全に

切り替えた修正版を作りました。デベロッパー所

有地約３２ｈａを市が格安な値段ですべて取得す

ることとし、①貴重な動植物や優れた里山環境

を保全する、②持続可能な自然共生型地域づく

りを進める、③自然や文化資源を理解し継承す

る場とする、という基本方針に方向転換しました。

具体的には、①江川地区の全体エリア約９０ｈａ

のうち、農地部分約６５ｈａの土地利用について

は、自然と共生する地域づくりを目標とした土地

利用を推進する、②民間業者が仮登記して取得

している農地については、市が中心となって設

立した農業生産法人が取得し、可能な限り復田

化する、③復田及び水田の耕作・管理に際して

は、希少動植物への配慮や環境と調和した農法

を採用する、④水田耕作と生産調整の対象とな

る水田の保全管理の担い手としては、行政の方

で農業や耕作をするというわけにもいきませんの

で、農業生産法人を作り、水田を取得して担い

手となってもらう。これに加えて、市民参加、ＮＰ

Ｏとの協働という３つの柱を想定しながら仕事を

進めていきましょうという話にしました。 

もう一度おさらいをしますが、明治時代にはこ

こは沼でした。それを水田化したところが、戦後

休耕化してしまって、１９９３年区画整理計画が

作られ、反対運動が起こって、バブル崩壊で民

間業者が撤退して処分したいという話になりまし

て、放置または違法埋め立ての恐れがありまし

たので、自然環境保護対策の基本計画を作っ

て、６割を宅地で４割を保全と決めたところに、サ
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シバが見つかったので、もう一度考え直して、全

面的に保全するということに方向転換をしました。

このような流れでございます。 

ではどういうふうにしていこうかと考えたかを申

しあげます。ひとつには農地の保全であります。

それからもうひとつには斜面林を保全していかな

くてはいけないということがありました。それでは

じめて一体としての里山の保全ができるだろうと

いうことになり、水田ビオトープをつくることになり

ました。また、第３セクターで作った農業生産法

人を赤字にするわけにはいきませんので、市民

の皆さん方にご協力いただきながら水田型市民

農園を開設して、そのなかで生きものにやさしい

自然農法を実施していくというのを基本的な方

針として進めてまいりました。 

これは江川地区ビオトープ整備計画図です

（図－７ 

こ 

 

図－７ 

（図－７）。具体的なゾーニングとしては、①のと

ころは生産調整の関係もありまして全部復田し

てしまうわけにはいかないので、保全管理エリア

としました。②は市民農園エリアに、それから③

の管理施設エリアでは管理施設を作っておりま

す。④はブランド米エリアとして、生産法人と民

間の所有者の皆さん方が中心となって無農薬米

を作っていくということにしました。⑤の保全樹林

地区は、周辺の保全緑地を保全していくエリア

です。 

江川地区の生態系の保全のためには、谷津

田の維持管理だけではなく、周辺の斜面林の保

全が重要な課題となります。先ほど農地につい

ては、全体の半分、約32ｈａを民間から市が買っ

てしまったと言いました。碁石混じりに買ってあり

ますから、民間の農地をもっている方が埋め立

てをしようとしても、我々の農地が隣にあるから埋

め立てられないということで完全に水田は保全さ

れます。しかし、江川地区のほとんどの斜面林は

民有地です。これが伐採され開発されてしまっ

ては、谷津田と一体となって多くの生物が生息し

ている場としての機能を失うことになります。民有

地を強制的に保全できませんので、私的所有権

を侵害しないように配慮しながら、良好な樹林地

を保全するために、新たな条例を制定しました。

「野田市貴重な野生動植物の保護のための樹

林地の保全に関する条例」です。条例は江川地

区だけではなく、全市域を対象としています（図

－８）。 

貴重な動植物があるところとして第一番目に

選んだのがこの江川地区の９０ｈａ。このうち保全

樹林地として、最終的に１７ｈａについて保全をし

ていきましょうという話にいたしました。これはどう

いうことかと言いますと、この江川地区について

は、約２４ｈａを保全樹林地区として告示しますが、

そのなかには農地や宅地・道路が一部入り組ん

でいる関係から、それを外していきますと、保全
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樹林地としては最終的に約１７ｈａになります。こ

の保全樹林地については、指定をした後は、保

全に影響を及ぼすような竹木の伐採などの行為

をしようとするときには、事前に届出をしなけれ

ばなりません。また、土地を譲り渡そうとするとき

も、予め市長に届出を出していただき、まず私ど

もが買い取り協議をさせていただきます。さらに、

これらの制約を課することに対して、土地所有者

の固定資産税を免除することとしております。ま

た、土地所有者のうち市と協定を結び樹林地の

保全・荒廃を防ぐ措置を約束した方については、

管理費の一部を補助することにしております。こ

のような内容の条例です。斜面林は、この条例

で保全をしていくことにさせていただきました。 

さらに、先ほど申しあげました江川地区におい

て復田をして、市民農園や保全管理をやってい

くということについては、修正「自然環境保護対

策基本計画」基づいて、「野田自然共生ファー

ム」という農業生産法人を第３セクターで作りまし

た。市が耕作目的のために農地を保有できない

と 

 

 

図－８ 

ということがございましたので、９０数％というほと

んどの出資金を市が出しまして、第３セクターを

設立し、民間の業者さんが区画整理を計画した

農地を全部買いまして、この野田自然共生ファ

ームが管理するというかたちにしております。２０

０６年９月に、約２億円の出資で設立して農地取

得、農業用施設の整備をはじめ、民間業者が仮

登記をしていた農地については、２００７年度ま

でにすべて取得しています。 

現在の江川地区の土地利用の状況ですが、

市民農園、野田共生ファームが耕作をしている

ところ、まだ復田ができてないで保全管理をやっ

ているところ、民間の土地があります。０９年度ま

でに復田８．３ｈａを完了し、１０年度市民農園とし

て２．１ｈａを利用し、会社自体が水稲耕作を６．２

ｈａ行っております。引き続き農地の復田を行い、

作付面積を増やしながら、ビオトープの整備・管

理エリアを拡大しています。市民農園について

は、従来の水田オーナー型に加え、平成２１年

度からはトラスト型のものも実施しております。今

年９００人以上の方が市民農園に参加してくださ

いました。これが田植え（図－９）とこちらは去年

の稲刈りの様子です（図－１０）。 

実は復田するときに自然保護グループの皆さ

ん方と調整会議をつくりました。その会議で、単

純 

 

 

図－９ 
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純に田んぼをつくっているのでダメだというお話

がありました。そこで、このようなものを掘ってみ

ました。すると、これはニホンアカガエルの卵で

すが、今年は江川地区全体で１０，５１５個の卵

塊が産まれたそうです（図－１１）。よく数えたなと

思いました。ここにサシバが止まっています。現

場に行きましたら、こんな竹竿がいっぱい立って

いました。「何だ？」と聞いたら、「サシバが餌を

狙うときに止まる止まり木だ」という話でした。納

得しました（図－１２）。 

こういうかたちで取り組んできた江川地区の取

組を、利根運河の流域まで広げていこうというこ

とにしました。利根運河の歴史ですが、１８９０年

に運河が完成して、当初利用量が非常に多かっ

た 

 

 

図－１０ 

 

 

図－１１ 

たのですが、鉄道の発展などもありまして、利用

が減少し戦前に運河の機能が廃止になり、江戸

川と利根川を結ぶ河川として治水機能を果たす

ことになりました。２００６年には、利根川水系の

基本計画の変更で利根運河は治水の機能を終

えて、「緑豊かな水辺の回廊として人と水辺空間

のふれあいの場」と決められました。それを受け

まして、２００７年野田市が仕掛人となり、国の補

助を受けて関係県・市が集まって、利根運河を

題材にした流域連携モデルづくり「自然や歴史

と調和した美しい地域空間実現方策調査」を実

施し、その成果として、「利根運河流域宣言」と

「利根運河エコパーク構想アクションプログラム」

というのを作りました。これを実施するための計

画と、実施のための組織として「利根運河協議

会」を設置しました。今年の１１月７日には「全国

運河サミットｉｎ利根運河」を開催し、利根運河の

魅力を広く全国に発信する予定です。 

歴史をたどりますと、江戸時代、仙台のお米

は銚子から関宿まで利根川をさかのぼり、江戸

川を下って江戸に運ばれてきました。それを明

治時代にショートカットしました。これが利根運河

です。そしてこれが今の状況です。水が流れなく

なって運河の機能をなくしたのが幸いしてか、自

然環境の素晴らしいこういう場所となっています

（ 

 

 

図－１２ 
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（図－１３）。 

こちらは、２００７年に「自然や歴史と調和した

美しい地域空間実現方策調査」の結果として出

ました「利根運河流域宣言」です（図－１４）。そ

してこういうかたちで「利根運河エコパーク構想

アクションプログラム」を作りました。これだけでは

なく 

 

 

図－１３ 

 

 

図－１４ 

なく、実施計画も作りました。これに沿って「場づ

くり」、「しかけづくり」、「仕組みづくり」をやってい

きますということです。これは運河協議会と周辺

の市、江戸川河川事務所で作っております。計

画の目標として、良好な谷津環境を保全・再生

して、地域の生物多様性を支えるこのような「エ

コロジカル・ネットワーク」の形成をしていくという

ことを掲げています。また、利根運河流域におけ

るエコツーリズムをやっていきましょうということも

入っています。このような「利根運河フットパスマ

ップ」も作っております（図－１５）。そして、先ほ

ど申しましたように、２０１０年１１月７日に全国運

河サミットを開催します。サミットでは、これから総

括ということでお話をいただきます涌井先生に基

調講演をやっていただくことになっていますので、

皆さんにも、是非おいでくださいますよう願いし

たいと思います。 

さて、ここからが本題です。今までエコロジカ

ル・ネットワークの形成というものを利根運河で

やってきました。これをさらに、利根川流域、荒

川流域まで広げてしまおうと考えました。実は、２

００９年に国が策定した国土形成計画の首都圏

広域地方計画のなかに、「エコロジカル・ネットワ

ークの形成を推進」するという記述が入りました。

これを受けまして、国の補助金をいただき、南関

東 
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東地域において多様な主体が協働・連携して、

コウノトリ・トキの野生復帰をシンボルとした魅力

的な地域づくりに向けた検討と、これを可能とす

るエコロジカル・ネットワークの形成に向けた「広

域連携モデル作り」調査を実施することとなりま

した。地方分の調査については野田市が窓口に

なりました。「南関東地域におけるコウノトリ・トキ

の野生復帰を検討する５つのエリア（荒川流域、

渡良瀬遊水地、利根運河流域、北総地域、房総

中部）」を対象に、将来の野生復帰に向けた施

策内容、実施手順、役割分担の検討を行いまし

た。具体的にはステージＡ「たね地づくり」と、ス

テージＢ「定着地づくり」、そしてステージＣ「人づ

くり・地域づくり」です。 

大体調査をやりますと、そこでおしまいになっ

てしまうことがありますが、私どもはしつこいです。

それを今度は具体化しなければということで、一

昨 

 

 

図－１６ 

昨日の７月２７日、「コウノトリ・トキが舞う関東自

治体フォーラム」を設立いたしました。先ほどの

ステージＡとステージＢについては国にも働きか

けなくちゃいけない。さらに地域の皆で頑張って

いきましょうというステージＣについては、南関東

で有志の自治体が集まってやっていきましょう、

南関東にコウノトリを飛ばしましょうという話を２７

日に決めさせていただきました（図－１６）。 

エリアとしては、前年度調査地域５つに１地域

を加えて６地域にしております。まず鴻巣を中心

とした埼玉県荒川の流域。次に、小山を中心とし

た渡良瀬遊水池の流域。３つ目が私どもの地域。

そして、千葉県の印旛沼を中心とした地域。千

葉県中部のいすみ地域。それからもうひとつ加

えて、霞ケ浦の流域。こんなかたちにさせていた

だこうと思っております。２７市町が参加していま

す。今の時代は選挙の時に、道路を造りますと

言うよりも自然の話をした方が絶対票になると皆

さん思ったから、こうしてたくさんの方々が入って

きてくれたのかと思っております。 

この話し合いの際に、実は私おっちょこちょい

にも、野田市で「たね地づくり」をやって、再来年

コウノトリを飛ばしたいとまで言ってしまいました。

それで、現在このコウノトリ放鳥構想の実現に向

けて、江川地区において、これまでの取り組み

に 

 

◎「たね地づくり」のための野田市
におけるさらなる取り組み

１．江川地区における取り組み
①ヨシハラ浄化の実施
②魚道の整備
③冬期湛水の実施

２．野田市全体の取り組み
①黒酢農法の拡大による減農薬減化学米(特別栽培米)

の生産
②早期湛水、冬期湛水の実施
③魚道整備
④市民が育むコウノトリの育成の醸成

３．国への働きかけ
①冬期環境用水の導入
②工夫した高水敷掘削によるビオトープの創出
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に加え、「たね地」ができるような取り組みを始め

ています（図－１７）。１１年度までに江川流域の

下水道を整備し、さらに、今年から江川地区の

保全管理エリアの一部を使って江川の流水を引

き込んで、ヨシハラ浄化を実施しています（図－

１８）。それから、江川に沿ったクリークと水田の

間には大きな段差があって排水溝を通じて江川

から遡上してきた魚が水田へ入ることはできませ

ん。現在も水田にはドジョウがたくさん生息して

いますし、今年６月の調査は、クリークまで４２ｃｍ

もあるニホンナマズが遡上してきておりました。

今年そのナマズが水田まで遡上して産卵できる

ように、また、ドジョウがもっと増えるように江川か

らの魚道を新たに作り直しました。今後さらに魚

道の整備を進めていきます。そして冬季湛水。コ

ウノトリは１日で５００ｇも餌を食べるそうです。ドジ

ョウを増やすために一生懸命頑張りましょうという

ことで、冬場も江川の田んぼに水をはっておりま

す。 

このように野田市としてのたね地づくりをして

いますが、どこにコウノトリの巣を作ろうとしている

かですが、江川地区の（図－１９の①）ここのとこ

ろで飼育ゲージを作ろうかなと思っています。こ

こに湿地をつくって、なかに草地をつくって、巣

の台を置いて、羽を切ったコウノトリを放して、そ

こ 

 

（出典：「植生浄化施設計画の技術資料」H19.12、河川環境管理財団）

魚道のイメージ

自然浄化のイメージ

 

図－１８ 

こで生まれたヒナを巣立ちさせようと考えておりま

す。しかし、コウノトリが来てくれないとものになり

ませんので、これからコウノトリをいただけるよう

頑張ります。 

江川だけではえさ場としては足りないものです

から、江川地区以外でも田んぼの生き物を増や

す取組をしております。昨年から、野田市では減

農薬でお米を作っています。農薬を使わず、酢

を農薬の代わりに撒いています。去年２２０ｈａ、

今年はさらに増えて２９０ｈａになりました。野田市

の水田面積の３割を超えています。お米が結構

高く売れるものですから、徐々に面積が増えて

います。もうひとつ申しあげますと、この地区では、

数年前からホタルが見られなくなっていたので

すが、今年はここでヘイケボタルですがホタルが

見られました。江川も実をいうと復田を始めた次

の年からホタルがたくさん出てきています。たぶ

ん農薬を使わないで、冬場水があれば、それだ

けでも間違いなくホタルは復活してくれるのだろ

うと思っています。 

江川地区以外の野田市の水田は、ほとんど暗

渠排水済みです。田んぼの生き物を増やすため

には、冬場の水の確保が大切です。野田市では、

今年から冬みず田んぼに取り組んでまいります。 

そのようななかで、企業にどういう働きかけをし

て 

 

《コウノトリ飼育・放鳥施設設計図（案）》
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ていこうかということですが、先ほどのコウノトリを

放すための飼育ゲージを設置するのにある程度

のお金がかかります。市で出してしまっても出せ

るくらいのお金なのですが、できるだけ市民の皆

さん方に協力をしていただこうと考えています。

復田や市民農園も市民の皆さん方に協力してい

ただきました。ここはさらに協力していただこうと

いうことで、ご寄付をいただいてコウノトリ基金を

作っていこうと考えています。なお野田市では、

このような取組が農業の活性化につながるとして、

ＪＡが非常に協力的であります。 

ところで市民から「一生懸命野田でコウノトリを

育てて放鳥しても、他の地域に飛ばれてしまうの

では意味がないのでは。」とよく質問されます。

確かにコウノトリの行動範囲は広いのです。他に

もよい餌場があれば、他の地域に飛ばれてもよ

いのです。関東の地域が、利根川の流域に生き

物がたくさんいる田んぼがたくさんできれば、私

はそれが一番素晴らしいことだと思っていますか

らそれでよいのです。しかし野田の市長としては、

本音は野田市に住み着いてもらいたい。そのた

めに野田で一生懸命やらなくてはということでご

ざいます。 

先ほど中貝市長から、円山川で餌場となる浅

瀬を作ってくれましたという話がありました。それ

で、利根川水系ではどうなっているのかな、やっ

てくれているのかなと思って確認しましたら、江

戸川河川事務所ですでにやってくれていました。

平水の時の水深が２、３０ｃｍ位の場所を、高水

敷を掘りこんでつくってくれているのです。こうい

った浅瀬を江戸川、利根川にたくさんつくってい

ただき、それを経路として関東の流域の生物多

様性の確保された田んぼと行き来できればいい

なと思っております。 

ここまで来た歩みと、これから進めようとしてい

ることについて述べてきました。あれだけ開発、

開発と言われたのに、よくここまで来たなと思っ

て、自画自賛しています。ただ首都圏でコウノトリ

を飛ばすには、越えなければならないハードル

がまだたくさんあります。皆で頑張れば何とかな

るという気持ちでこれからもやっていくつもりでお

ります。特に「関東自治体フォーラム」に参加して

いただいた自治体の皆さん方が、それぞれのと

ころで同じように取り組みを進めていけば、私は

簡単にできていくのではないかと思っております。

豊岡の市長さんが先日埼玉の方でお話をされ

た時に、我々にこのようなメッセージを送ってくれ

ました。「願うこと、願い続けること、投げ出さない

こと」。こういう気持ちで頑張っていくつもりでおり

ます。ありがとうございました。 
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リレートーク６ 

経済と生物多様性 金融機関の取り組み 

 

 

住友信託銀行株式会社企画部ＣＳＲ担当部長 

金井 司 氏 
 

 

ただ今ご紹介にあずかりました住友信託銀行

の金井でございます。大変すばらしいプレゼン

テーションの後に、話をするのは非常にやりにく

いなと思っております。本日は企業の代表とまで

はいかないのですが、企業の一員としてどういう

取り組みを進めているか、今日のテーマに沿っ

たかたちで、お話ができればと思っております。

演題は、「経済と生物多様性、金融機関の取り

組み」です。特に後半の方で、この金融というも

のに焦点を絞ってお話をさせていただきたいと

思います。 

さて、ビジネスと生物多様性、言い換えると企

業と生物多様性ということですが、実はビジネス

と生物多様性について注目が集まるようになっ

たのは、おそらく２００６年にブラジルのクリチバ

で行われたＣＯＰ８の場での決議からではないか

と思います。この決議は、生物多様性を守る活

動に民間をもう少し引き込もうじゃないかというも

のです。やはり企業は生物多様性に対して非常

に大きなインパクトを与えておりますので、ある意

味での影の主役でもあるということになります。そ

うであれば、むしろ企業そのものをこのなかに巻

き込むことが重要ではないかと、こういう決議で

あったのではないかと思います。 

もちろん、それまでも企業の取り組みはいくつ

かあったのですが、このＣＯＰ８の決議を受けた

かたちで、ドイツのボンで２００８年５月に行われ

たＣＯＰ９で、ドイツ政府が主導いたしまして、ビ

ジネスと生物多様性に関するイニシアティブ、「Ｂ

＆Ｂイニシアティブ」と呼んでおりますけれども、

これが立ち上げられました。そして、ＣＯＰ９の場

で、ドイツ政府主導でＢ＆Ｂイニシアティブのリー

ダーシップ宣言というものが行われました。冒頭

でご講演されましたフォルクスワーゲンも、参加

企業メンバーとしてリーダーシップ宣言を行いま

した。ＣＯＰ９の当時は３４社が参加していました。

私どもはその３４社のうちの１社でございました。

当時、日本企業は全部で９社でしたが、今はもう

１社増えまして、１０社ということになっております。

日本ではこの１０社が、ビジネスと生物多様性に

関するイニシアティブについて、まあ文字通りリ

ーダーとして取り組みを進めているということで

はないかと思います。 

もうひとつ、金融機関の取り組みの流れにつ

いて、少し簡単に申しあげますと、同じこのＣＯＰ

８のブラジルの決議の場で、こちらの下のほうに

書かれている「企業及び国連環境計画金融イニ

シアティブ」、これを「ＵＮＥＰ ＦＩ」と我々は呼ん

でおりますが、こういったような組織を巻き込む

べきではないかという話がありました。金融機関

というお金を扱うところは、やはりとても重要なパ

ートを占めるであろうということで、金融機関も引

き込むような動きがあった方がよいのではないか

という思惑があったと思います。これを受けまし
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て、ＵＮＥＰ ＦＩは組織内でワーキンググループ

を立ち上げ、２００８年の３月には、「ブルーム・オ

ア・バスト(Ｂｌｏｏｍ ｏｒ Ｂｕｓｔ)」、滅びるか咲くか、

という意味合いになるのかもしれませんが、こう

いった報告書を出しました。今度の名古屋のＣ

ＯＰ１０におきましても、ＵＮＥＰ ＦＩは特別にサイ

ドイベントを行う予定になっております。日々金

融機関の取り組みは活発化しているという印象

を私ももっております。 

ただし議長国として、ドイツ政府がＢ＆Ｂイニシ

アティブを主導するのはＣＯＰ１０までです。ＣＯ

Ｐ１０以降は、当然日本がその後を受け継がなけ

ればならないということになります。ＣＯＰ１０以降

のイニシアティブは、今度我々日本企業が担っ

ていかなければならないわけです（図－１）。今

その検討が進められています。経団連、商工会

議所、経済同友会といったところが中核となって、

「生物多様性民間参画イニシアティブ」を打ち出

すことになるでしょう。これはドイツ政府のＢ＆Ｂ

イニシアティブの主旨を引き継いだ日本の取り

組みという位置付けになろうかと思います。活動

主体は、生物多様性民間参画パートナーシップ

というところです。ドイツ政府の取り組みと日本政

府というか日本の取り組みの違いを申しあげま

すと、ドイツの場合は、トップランクと言いますか、 

 

 

COP10以降の日本のイニシアティブ

日本経済団体連合会 日本商工会議所 経済同友会

生物多様性民間参画イニシアティブ
（ドイツ B&B Initiativeの趣旨を引き継いだ日本の取り組み）

生物多様性民間参画パートナーシップ

国際自然保護連合日本プロジェクトオフィ
ス、環境省、農林水産省、経済産業省

A) 事業者及び経済団体への参加の呼びかけ
B) NGO,研究機関及び政府機関との連携
C) 行動指針及び事業者の活動内容の情報共有
D) パートナーシップの活動内容の向上
E) 取組の優良事例に対する表彰
F) 国際生物多様性年国内委員会との連携
G) パートナーシップの国際連携
H) パートナーシップ及び参加者の広報

（活動主体）

 

図－１ 

本当に最先端で取り組みを進める企業を中心に

集めて、ベストプラクティスを作ってくださいという

ところがあったわけです。一方、日本の取り組み

の場合は、逆に、裾野を広げようということで、商

工会議所も入っておりますが、中小企業も含め

て、より多くのメンバーがこのイニシアティブのパ

ートナーシップに参加して、取り組みを日本国内

全域にわたって全体に広げていくこと。これが今

回の新しい取り組みの主旨ではないかというふう

に思っております。ただ、当然企業だけでは全

てが進むというわけではございませんので、ＮＧ

Ｏ、それから研究機関との連携であるとか、ある

いは国際連携も重要でありますので、こういった

連携というものがひとつのキーワードになるので

はないかと思っております。 

経済と生物多様性に関して、もうひとつ忘れて

はならないのが「ＴＥＥＢ」（ティーブ）とよばれて

いる研究のプロジェクトです。「生態系と生物多

様性の経済学」、俗に言う地球温暖化の「スター

ンレビュー」の生物多様性版と呼ばれているもの

です（図－２）。これは経済と生物多様性が密接

に関わっているということを概念的に言ってもし

かたがないので、論理的にもう少し中身を解読し

て、提言もしていこうという、かなり壮大なプロジ

ェクトです。このＴＥＥＢの中間報告がＣＯＰ９の

際 
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TEEB中間報告

TEEB（生態系と生物多様性の経済学）

D1：政策決定者編

D3：事業者編
（サマリー版）

今後続々と最終報告がリリースされる

D0：理論編
D1：政策決定者編
D2：地方自治体編
D3：事業者編
D4：消費者/一般市民編

 

図－２ 
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際にドイツで発表されました。ちなみに、このＣＯ

Ｐ９の中間報告につきましては、弊社と日本生態

系協会さん、日本総研さんの３者で日本語に翻

訳をしており、ホームページで見られるようにな

っています。今年はこの最終報告が出ることにな

っております。中間報告はこれ１冊なのですが、

最終報告書は全部で５分冊になる予定です。理

論編、政策決定者編、地方自治体編、事業者編、

それから消費者一般市民編というかたちになっ

ております。この最終報告が今後続々と出てくる

わけですが、つい先日、７月でしたが、事業者編

のサマリー版が発表されました。これからさらに

分厚いものが出てくると思います。これらは英語

ですが、環境省さんが中心になって日本語訳さ

れるという話も聞いております。 

事業者編のサマリー版はそれほど長いもので

はないので、私も少し読んでみました。いろいろ

とおもしろい内容のことが書かれてありました。特

に注目に値すると思ったのが、生物多様性関連

ビジネスに関するコメントです。そこに市場規模

の予測がされていまして、いろいろな条件が当

然あろうかと思いますが、このサマリーによります

と、今後はこの分野で巨大な市場が形成される

のではないかとされています。ＴＥＥＢの調査に

よりますと、２００８年時点で生物多様性に関する

ビ 
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住友信託の生物多様性問題への取り組み方針

• ビジネスと生物多様性イニシアティブリーダーシップ宣言に署名（2008年5月/COP９）
• 生物多様性問題対応基本ポリシーを制定（2008年7月）
• 住信 生物多様性プログラムの導入（2009年10月）

 

図－３ 

ビジネスは６４６億ドルの実績となっています。こ

れはやや幅広にとっているのかなという感じもし

ないでもないですけども、円価にして５兆円ぐら

いの規模の市場ができていたと分析をしている

わけです。これが２０２０年には２８００億ドルとい

うことですので、円換算すると２５兆円ぐらいでし

ょうか。さらに２０５０年には、これが１兆ドル以上

になるということで、円価にして９０兆円でしょうか。

かなり巨大な市場ができてくると予測されている

というのが、注目される部分です。当然このよう

な市場ができるということになれば、企業もより参

入しやすくなるというか、マーケットがでればそれ

に巻き込まれるというか、参画するプレーヤーも

増えてくると考えられるというわけです。 

次に、金融に話を移して、住友信託の取り組

みを説明させていただきたいと思います。住友

信託は、先ほど申しあげましたように、２００８年５

月にＣＯＰ９で「ビジネスと生物多様性イニシアテ

ィブのリーダーシップ宣言」に署名をいたしまし

た（図－３）。これは対外的な宣言ですので、こ

れに沿って、会社としての基本的な経営のポリシ

ーを作らなければなりません。 

そこで、住友信託では、２００８年の７月に生物

多様性問題対応基本ポリシーというものを作っ

ております。それから、２００９年には、「住信・生

物多様性プログラム」というものを導入いたしまし

た（図－４）。このようにいろいろな取り組みを開

始したところです。内容を具体的に申しあげます

と、ひとつはビジネスリーダーとして、積極的にＣ

ＯＰ１０の成功に貢献するということ、生物多様性

に関連した新しい金融商品サービスを開発する

ということ、支店が約６０ありますが、全ての支店

で生物多様性に関する取り組みを行うということ、

それからサプライチェーンも含めて、住信グルー

プ全体で推進する持続可能な紙資源の活用プ

ログラムの検討・着手などということです。 

なかでも本日特に申しあげたいのは、この２番
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目のところです。私どもは、環境と金融というもの

をテーマに、事業をかなり積極的に進めておりま

す。それはエコの問題をトラスト、つまり、信託で

解決するという意味から、エコ・トラステューション

と呼んでいるものです。このエコ・トラステューショ

ンのなかで、我々は生物多様性の問題に取り組

んでいるところです。それを本日いくつかご紹介

いたしたいと思います。ひとつは、信託機能を活

用した社会貢献マネーをつなぐという仕組みで

す（図－５）。先ほどから皆様のお話を聞いてい

ますと、公的な資金を投入していろいろな取り組

みをされているということでした。もちろんこれは

大変重要なことでありまして、特にこういったテー

マには欠かせないと思います。けれども、税金を

財源とした公的な資金だけでは、確かに限界が

あるかもしれない。そうであれば、民間のお金を

どうやってうまくこのなかに巻き込むのかというの

が、ひとつの大きなテーマになるでしょうし、金融

機関の役目としては、それをどうつなぐのかとい

うことが大きなテーマになるのではないかと思い

ます。 

先日、信託協会が発表した数字によりますと、

１千万円以上の資産をもつ人たち、プチ富裕層

と呼んでもよいかもしれませんが、この人たちの

７３．９％が何か寄付をしたいと思っておられると

の 

 

住信・生物多様性プロジェクトと金融サービス

①ビジネスリーダーとして積極的に名古屋COP10の成功に貢献

②生物多様性に関連した新しい金融商品・サービスの開発

③全ての支店が「生きもの応援活動」に取り組む

④住信グループ全体で推進する「持続可能な紙資源の活用プログラム」の検討に着手

住信・生物多様性プログラム

信託銀行・グループ企業の
持つ総合的な金融機能（トラスト機
能）を有機的に活用し、様々な環境
（エコ）問題に対する解決策（ソリュー
ション）を提供する。

 

図－４ 

のことでした。それから、弊社が今年の２月に行

った調査によりますと、これは比較的富裕な方々

に対する調査だったのですが、１千万円以上の

寄付をしてもよいと答えられた方が２０％近くいら

っしゃいました。これは非常に驚きの数字です。

日本には今までアメリカのような寄付の文化がな

かったわけですが、それが確実に出てきている

のかなという気がいたします。 

私どもにも遺言信託という商品があって、これ

はいわば信託銀行が遺言の執行役になるわけ

ですが、この遺言信託をとおして、残された資金

を環境団体に寄付してほしいとおっしゃられる方

が、最近確実に増えてきているということでありま

す。問題は、こういったお金が確かにあるという

なかで、それをどのようにして自然保護、あるい

は生物多様性の保全につなげるのかということ

であります。 

こちらに出ているスキーム、別の言い方をする

と仕組みは、公益信託という仕組みです。これは、

委託者という方がお金を出して、それから場合

によっては新たな寄付者を募って、信託銀行が

お金をプールして、いろいろなＮＧＯあるいは自

然保護活動に対して寄付をしていくというもので

す。この場合、信託銀行はこの仕組みの執行役

ということになろうかと思います。こういった取り組

も 
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信託機能を活用し社会貢献マネーをつなぐ

助成先

公益信託○○基金
（受託者：信託銀行）

公益信託○○基金
（受託者：信託銀行）

監督官庁等監督官庁等委託者委託者

様々な信託スキーム
の活用が可能
・ 公益信託
・ 遺言信託・・・・・

寄付者

【ポイント】
誰が、誰に対し、どのような形で寄付したいのか？

 

図－５ 



■ 国際フォーラム 生物の多様性と経済の自立、健全な自治体への挑戦 

 84

みがまずひとつです。 

それから、先ほど申しあげた遺言信託がありま

す。遺言の場合はお亡くなりになった後の話で、

これは逆に言うと、いつその時が来るのか、執行

されるのかが事前には分からないということにな

るわけです。そこで、自分のお金を生きているう

ちに有効に活用したいという方のための生前贈

与のスキームを現在検討中です。これも近く商

品として出せないかと、ただ今検討を進めている

ところです。問題は誰が誰に対して、どのような

仕組みで寄付をしたいのか、そういうニーズを探

って、それに合致するような信託の商品を我々

が作るということが重要なポイントだと思っており

ます。 

それから生物多様性に配慮した企業に融資

業務で応援するというのがございます（図－６）。

これは環境格付け融資という制度で、企業の環

境の取り組みの評価をいたしまして、環境の取り

組みを非常によくやっている企業には、貸し出し

の金利を少し優遇するという取り組みです。この

企業による環境の取り組み評価のメニューのひ

とつとして、生物多様性の取り組みというテーマ

を加えております。これが全体ではなくほかにも

ありますが、このようなことをやることで、お金を

借りる際の条件も有利になるという仕組みを提供

さ 
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環境マネジメント

気候変動対策

資源循環／汚染対策

製品の環境配慮・環
境ビジネス

生物多様性に配慮した企業を融資業務で応援

不動産の環境配慮

生物多様性の取組み

（評価項目）

 

図－６ 

させていただいております。 

それから、資産運用を通じたナショナルトラス

ト活動の支援もやっております。これについて、

２つほど申しあげたいことがございます。ひとつ

は資産運用そのものについてです。今日お手元

にお配りした資料のなかに、私どもの投資信託

に関するものが入っていると思います。これは今

回開発した生物多様性専用の投資信託で、生

物多様性の保全に関する取り組みをやっている

企業だけを選んだ投資信託です。このようなもの

は、おそらく世界で初めてではないかと思います

が、８月２日にこのファンドを実際にリリースする

ことにしております。このように、ある意味、株式

市場を通じて、このような取り組みを行う企業を

応援するというような主旨もございます。 

あるいは、環境に関したファンドを集めた「ファ

ンド・オブ・ファンズ」というものもございます（図

－７）。この「ファンド・オブ・ファンズ」も、私たち

の傘下にある日興アセットマネジメントから、７月

１６日に販売を開始しています。いずれも直近で

出た２つのファンドです。こういったような、いわ

ばこの株式市場を通じて環境に対する支援をし

ていく、あるいはこの日興アセットのファンドは債

券にも投資していますので、債券市場を通じて

環境に対する支援をしていくということもございま 
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資産運用を通じたナショナルトラスト活動支援

生物多様性、温
暖化、水関連の
事業等を推進

購入件数に合わせて住友信託が寄付

ナショナルトラスト活動支援
（寄付金額に合わせ希少生物の生息地を購入）

企業の寄付
“ニーズ”は
高まっている

環境
ファンド
への投資

CSRCSR
 

図－７ 
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す。 

特にこの日興アセットのファンドについては、

私どももひとつの仕組みを作りました。それがこ

のナショナルトラスト活動応援企画というもので

す。これはファンドのご購入者の数に応じて日本

生態系協会さんに寄付をさせていただいて、そ

れを特定の目的に使っていただくというものです。

その特定の目的というのが、本日のお話にもご

ざいました黒松内町のブナ林の復元、ツシマヤ

マネコの生息地と奄美大島のアマミノクロウサギ

の生息地の保護活動にあたります。ナショナルト

ラスト運動は、皆さんもご存知とは思いますけれ

ど、自然としての価値の高い土地をトラスト地とし

て購入して押さえておくことによって、開発をある

意味事前に阻止するという役目がございます。

乱開発を防ぐという意味で、また生物多様性喪

失の問題に対しても、非常に有効な手立てでは

ないかと私どもも考えておりますので、是非こう

いうことをこの寄付スキームのなかで支援してい

きたいと思っています。 

今、舞台のそでで野田市長の話を聞いており

ましたところ、企業の寄付という話がございました。

確かに企業の寄付というものは、現在経済の状

況があまりよろしくないのでピークの時ほどでは

ないにしても、企業のＣＳＲの取り組み、企業の

社会的責任ということから、企業が寄付をしたい

というニーズはやはり確実に高まってきていると

思います。問題は、どうすれば本当によいことに

そのお金を使うことができるかです。寄付するだ

けが目的の寄付というのではなく、寄付をしたこ

とによって確実に、例えば、生物多様性の保全

に役立つというものがあれば、企業側も非常に

寄付がしやすいということになります。逆にいうと、

そういう器を用意していただければ、そういうもの

にお金が回りやすくなるのではないかと考えてい

ます。 

もうひとつ重要なことは、今回は生態系協会さ

んに寄付をすることになるわけですが、やはり企

業としては、信頼のできるＮＰＯとこうした取り組

みができるということが大変重要です。我々自身

が、ひとつひとつ土地を選んで寄付をするという

ことはほぼ不可能です。したがって、こういったも

のに知見のおありになるＮＰＯ団体と一緒に活

動するということが非常に重要なことだと思って

おります。 

それから最後にご紹介したいのが、都市にお

ける生物多様性の回復への貢献ということです。

信託銀行は、実は不動産業務というものをやっ

ております。これは我々の中核的な業務のひと

つです。この不動産業務のなかで、我々がかね

てから推進しているのは、環境配慮をしている不

動産の価値が上がるような仕組みです。例えば、

環境配慮をしているビルの値段がそうではない

ビルよりも上がるような、そういったような市場の

形成に対する貢献とでも言いましょうか。そういう

仕掛けをしていくことが、ここ数年間一貫して私

どもがかなり強く推進してきた取り組みです。そ

の不動産の環境配慮のなかには、もちろん省エ

ネなども含まれるのですが、メニューのなかに生

物多様性といったものが加えられないかと考え

ているわけです。 

例えば、今取り組んでいるもののひとつが、東

京都の真ん中の品川区にあるビルです。これは

新築のビルでありまして、このビルの外構部分に

緑があります。この緑を生物多様性の保護を考

慮するというか、在来種を植えることによって生

物種が戻ってくるような仕組みにできないかと考

えています。ウグイスを都心に戻すプロジェクトと

いうふうに呼んでおりますが、こういった取り組み

を私どもはやっております。これも生態系協会さ

んと一緒にやっているわけですが、この外構部

分の緑を、ジェイヘップ（ＪＨＥＰ）のハビタット評

価指数というものを使って、生態系にどの程度

配慮されたものかを第三者に評価していただくと
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いうということを考えているわけです。 

この取り組み自体は、ひとつの個別の不動産

の取り組みに過ぎません。先ほどからエコロジカ

ル・ネットワークであるとか、ビオトープ・ネットワ

ークとか、いろいろと聞くなかで、東京の都心で、

すでに開発され尽くされて、ビルが建ち並んで

いるところに、果たしてこのエコロジカル・ネットワ

ークのようなものができるのか疑問も出てまいりま

す。しかしながら、個別のビルでこのようなことが

行われると、他の周辺のビルもこういう取り組み

を進めていくようになります。ひとつひとつは一

種の個別最適なのかもしれませんけれども、そ

の個別最適が複数になってくると、全体最適に

近くなっていく、こんなことができないかという野

望も抱いております。ただし、我々だけでできる

取り組みではございません。加えて、生物多様

性に配慮した緑とは何かという客観的な基準が

ないとなかなか難しい。このことから、例えば、自

治体がそのための基準を設けて、それに基づい

て、個別の不動産が自分たちの緑をつくるときに、

その基準に従ってそれぞれ取り組みを実行する

と、一種公園のようにも見えてきますし、意外と生

物多様性の回復というものにつながるのではな

いかと、私どもも考えている次第です。 

以上で私の講演を終わらせていただきますが、

よく、なぜ企業なのにそのようなことをやっている

のか、なぜ生物多様性なのだと聞かれることがご

ざいます。たしかに、そう言われると、私も言葉に

窮するところがございます。これはツシマヤマネ

コです。正確に言いますとツシマヤマネコのぬい

ぐるみです。実は５月に、先ほどの寄付スキーム

の件もございましたので、対馬を訪ねまして、市

長さんにもお会いさせていただきました。このツ

シマヤマネコはもう１００頭しかいなくて、しかもこ

こ数年間で、ロードキルによって車に引かれて４

０頭が死んでいるということです。このことを東京

に戻ってきてお話しても、聞く皆さんはなかなか

ピンと来ないのです。多分、私は対馬に行ってこ

れを見たから実感することができるのです。しか

し、多くの人が「ツシマヤマネコってかわいいけ

どね」という話になってしまうのではないかなと思

います。共感が確かになかなか湧かないわけで

す。 

共感と言えば、先ほど豊岡市長さまから、「命

の共感」というお話がございました。こういう共感

を果たして我々が企業としてもてるかどうか。たし

かに、企業は、ビジネスという観点からは生物多

様性を考えているわけです。しかし、それだけで

は当然足りない。根幹にこういった「命の共感」と

いうものが自分たちの気持ちの背景にあっては

じめて、こういう取り組みが進んでいくのではな

いだろうかと思います。生物多様性という問題を

解決していくには、自治体もそうですが、企業の

関係者もこういったものをもつことが重要だと思

います。私も今後、さらに強く「命の共感」をもっ

て、仕事を進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

ご清聴どうもありがとうございました。 
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総括 

 
 
 
東京都市大学 教授 

涌井 史郎 氏 
 

 

ただ今ご紹介いただきました涌井でございま

す。総括ということで、８人のスピーカーの方々の

お話をひとつにまとめろということですが、皆さん

それぞれに個性的、且つ重要な話をされたの

で、かなり不可能に近いことであります。ただ、今

日この会場にいる皆さまの顔を見ると、非常に福

相だなあとお見受します。一方、私は必死になっ

て総括しなければならないので、今さぞかし悪相

になっているのではないかと思います。 

さて、皆様の話題に共通する「生命への共感」

というのは非常に重要な観点です。ハーバード

大学の昆虫館の館長をしておりました生物社会

学の世界的な権威、エドワード･ウィルソンという

学者がバイオフィーリア（生物愛）ということを言っ

ております。生物類縁関係というなかで、人間の

遺伝子の中には、生きものに共感をする、そうし

た染色体が組み込まれていると言っています。

それはまさに我々人間がどのように成立してきた

のかということを的確に暗示している科学的論証

だと思うわけです。 

さて一般に関心の高い気候変動と、本日の論

点生物多様性の違いはどこにあるのでしょうか。

同じくリオデジャネイロサミットで双子の条約とい

われる双方なのですが、生物多様性は、地球全

体が先ずありき出はなく、最初にその土地の固

有性からスタートする議論です。そこをきちんと

理解をしていかないと、なぜ自治体がコアになる

のかということが理解できません。すなわち、生

物多様性条約は国際的な枠組みでありますが、

実は世界の多様な土地、大地に根ざしたそれぞ

れの個性が、どのように固有の生物多様性を育

み、そこに暮らす人々と生物多様性がどのように

関ってきたのかという点が重要です。それ故に、

対象とする生物が違えば、自ずと取り組み方が

違ってまいりますし、同時にその土地が置かれた

社会経済環境によっても当然違ってきます。また

その一方、気候風土によっても違ってくる。それ

故に、生物多様性こそ、土地をマネージメントす

る自治体が、市民を含めた多様なステークホル

ダーと共に議論をしていくことが大切になります。

なぜならばこの議論はその土地と共に暮らす人

々の文化的特質とも深く関るからです。 

先ほど、住友信託銀行の金井さんからもお話

がありましたように、２００７年のブラジルのクリチ

バで、生物多様性国際首長会議というのが開か

れました。そして、２００８年、ドイツのボンで継続

的に開催されました。また、２００９年にはプレ国

際自治体会議が、そして本年の２０１０年１０月、

ＣＯＰ１０の前に生物多様性国際自治体会議が

開かれます。生物の多様性の議論は、それぞ

れ、その地域の自然ととせめぎあって生きてきた

人間の歴史、つまり民俗的文化、この多様性に

も着目をしなければなりません。グローバリズム

の中で均質化されがちな地域が、固有のアイデ
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ンティティを重視し、生態系サービスを恒常的に

得ながら持続的に発展する未来像を描き出すこ

とが今という時代に求められているからです。今

日、ご報告を頂いた生物多様性についての先進

的な取り組みをされている自治体こそが、まさに

世界のモデルともなりましょう。 

今年の５月、自治体会議とはちょっと毛色が違

うのですが、生物多様性と都市、URBIO（ウルビ

オ）という会議が名古屋で開かれました。この会

議も、生物多様性に関る国際自治体会議と同様

に継続的に開かれてきた会議です。世界人口の

うち、都市人口がすでに５割を超えているという

実態を踏まえ、都市が生物多様性にもたらす影

響が非常に大きいという観点から、３４ヶ国３１０

余名の方々の出席を得ての国際会議でした。そ

こでシンガポールインデックスという、シンガポー

ル政府から、都市と生物多様性をもの計る指標

の提案がありました。しかし、結論から申せば、そ

うした指標を設けるという点には多くの賛意が寄

せられたのですが、シンガポールのように赤道直

下の国の生物多様性の条件を、他の国々にまで

及ぼして評価するのは如何なものかとの議論が

百出し、シンガポールに戻されました。つまり、シ

ンガポールが言うようなかたちで、そう簡単にひと

つひとつの都市の生物多様性の個性は指標化

できません。もっと多元的で多様な要素を選択し

て指標化すべ使途の結論に至りました。まさにこ

れからの議論になるわけです。 

この生物多様性の議論は、生物のみならず人

間文化を含めて、非常に多様な要因からなるも

のと私は思っています。基調講演で池谷会長が

おっしゃられたように、今大変大きなパラダイム

の変化が起き低増す。まさに産業革命が終焉

し、環境革命の時代に至っているという認識で

す。例えば、エコロジカル・フットプリントという指

標を見ても、もはや我々のライフスタイルの総和

は、ひとつの地球の枠で収まらない。０．２５個オ

ーバーシュートしていると推算されています。そ

のオーバーシュート分が、貧困や飢餓やその

他、弱者にしわ寄せられているのです。 

先ほどのバイオフィーリアというようなロマンを

感じさせる話もありますが、実は生物多様性がも

たらす様々な生態系サービスの行き詰まりが、社

会経済、政治に反映して、世界各国に非常に不

安定な状況をもたらす大きな原因になっていると

いうことにも目を向けねばならないと思います。 

ネズミ算というのがありますが、ネズミがネズミ

を産んで、そのネズミがまたたくさんのネズミを産

む、この方式でいけば、永遠にネズミの数は増え

ていくはずです。しかし、なぜこの会場がネズミ

だらけではないのでしょうか。そこで、全ての生物

はエゴから入ってエコに抜けるというふうに考え

てよろしかろうと思います。すなわち自分の種を

保全していくためには、他者との共存を図らねば

ならない。これがある種のロジスティック曲線を描

き、いたずらに種の数を増やすことに走らず、そ

の一方では、時間的な棲み分け、空間的な棲み

分けを生み出し多種多様な生物層の共存のシス

テムが出来上がっていると考えられます。 

ところが、このエゴ・モデルと同じような経過を

辿っているのが我々人類であります。これも先ほ

ど基調講演でお話があったように、まさに石油と

いうものを食らって、それにより、一つの種でしか

ない人間という数、人口がどんどん伸びてしまっ

たのです。又さらに、石油を買える人たち、買え

ない人たちの落差が出てまいります。こうした人

間という主の一人勝ちの結果、その逆転現象とし

て、１万年前には１００年に１種という生物の絶滅

の状況が、国連ミレニアム生態系調査によれば、

１日１００種から３００種の生物が絶滅をきたして

いるのです。 

ご承知のとおり、現在、同定、命名されている

生物というのがおよそ１４０万種、実際には１０００

万種から１億種あるのだろうというふうに言われて
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いるのですが、これで計算しても、どこまで我々

の生存基盤である、この生物多様性が維持でき

るのかというのは、非常に疑問があるところであり

ます。 

 いずれにしても、我々はこの生物多様性の頂

点に立つ、というよりはその支えがあった上に人

間の存在が担保されているわけです。これを世

界人口 65 億人の乗客を乗せた航空機に例えて

みれば、部品が１日に１００なり３００が抜けていっ

たら、いつ墜落するのかということになりましょう。

その部品の組み合わせとシステムが生態系サー

ビスという言葉に表現されているのです。 

我々はもう一度それも早急に原点に立ち帰ら

ねばなりません。エコロジーという言葉は、ご承

知のとおり、古代ギリシャ語のオイコスがエコの語

源です。そしてこのオイコスに、真理という意味の

ロゴスが付いて、オイコス・ロゴスになり、エコロジ

ーになったのです。また、秩序の意味であるノモ

スが着くと、オイコス・ノモスでエコノミー問い言葉

になりました。すなわち古代ギリシャ人は、左手

にエコロジー、右手にエコノミー、右左どちらでも

よいのですが、両面一体だと考えていました。と

ころが、３００年前にデカルトさんが出てきて、「い

や、もはや我々は自然と人間の議論はいいの

だ、自然か人間かの議論だ」と宣って、それ以

来、産業革命が進んできた。その結果は、先ほ

ど池谷会長がおっしゃったとおりであります。我

々はもう自然というものを非経済財として捉える

のではなく、自然はまさに社会的共通資本であり

自然資本という財でもあるという認識をもたなけ

れば、地球の未来が危ういということになります。

これからは生物多様性を社会資本として考える、

あるいは自然資本と考え、それに加えて新エネ

ルギーと地球資源のワイズユースなシステムを構

築してゆかねば、我々の未来は無いといえましょ

う。 

産業革命から環境革命に変わるうえでの大き

な要因を整理すると、地球の資源は無限だと考

え、科学技術はその無限の資源をどのように利

活用するのかというのが産業革命でした。しかし

その無限であるはずの地球資源、そして環境容

量が有限であるということが、今はっきりとしてき

他のです。そこで、身近なところでは先ずライフ

スタイルを重視すべきだと考えるようになりまし

た。それが産業革命のビジネスモデルである少

品種・大量生産を、今や多品種・少量生産、消

費者から生産者への遡行を重視する生産に転

換しつつあるのです。さらに商品で言えば、機能

と品質が等しければ、産業革命の時代には安い

ものを買ったのですが、今は必ずしもそうではあ

りません。機能と品質が、そのライフスタイルに合

致しているかどうかで、人々は購入する商品を選

択しようとする傾向が強まろうとしています。 

今日の豊岡市長が提案された環境経済論と

いう地域経済のあり方、そして現実に稼いでいる

姿はこのような背景を重々読み取った戦略でしょ

う。必ずしも価格に拘泥せず、むしろ安心安全を

求める動向に対応した戦略です。 

また社会も世界史的なパラダイムの大変化に

見舞われています。かつては余剰労働力の公平

分配等という思想の東西対立であったのです

が、現在は、資源を巡る南北の対立になってきま

した。そしてもうひとつ、我々の心のなかにも変

化がでてきています。それは、心の豊かさが大事

ですか、ものの豊かさが大事ですか、という自問

自答です。ちょうど１９７０年ぐらいに、転換が起

き、今や３０％のギャップが生じています。すなわ

ち、我々は感性価値という新たな価値のなかに

歩みを進めはじめたのです。 

今日の８人のゲストスピーカーの方々のお話

も、おそらくこうした世界史的な変革を前に、地

域がどのように活力、それも今のみならず未来に

対する地域力を失わぬためにはという目的意識

からのご報告と提案だったのではないか思いま
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す。時代に埋没せぬために、時代の変化を先取

りし、企業や地域をどう考えていこうとしているの

かの貴重なお話だったとお思います。総じて、環

境に対応した感性価値に基づいた新しいライフ

スタイルをそれぞれの地域や事業活動の中に創

り出し、産業革命のなかのパラダイムではなく、

環境革命のなかの地域づくりを、ご提案されたの

だという気がいたします。 

今や我々の幸福は、物的要求分の物的充足

度ではありません。自己実現欲求分の時間充足

度、すなわち、自分らしく生きていくことに対し

て、どのくらい人生の時間を使えるか、しかもそ

れが自分のためではなくて他者のためにどれだ

け自分が役立つのかを確かめたいという時代で

す。まさに我々は、マズローが言う自己実現欲

求、最高位の欲求のところにまですでに突き進

んできているのではないでしょうか。 

さて、ヨーロッパを見てみますと、ヨーロッパは

キリスト教的な概念のなかで、なんと自然と文明

というものをはっきりと隔絶させることを選択しまし

た。そのし層をもっとも明確に表現したのが都市

でした。城壁により、自然と都市を明確に分けた

のであります。それはなぜかと言えば、都市文明

というのは、神が人間に与えた成果であると考え

ているわけですから、自然と髪のご意志の実現

を渾然一体とさせないという思想であります。こ

れが１０００年をして、ヨーロッパの自然を、台無し

にしたのです。皆さんがお好きなイタリア料理や

スペイン料理は、荒涼たるヨーロッパの自然破壊

の結果の食材を活かした料理だと評するのは言

いすぎでしょうか。 

さて、それに対して、我が邦はどうであったの

でしょう。実に都市と自然は入れ子の構造なので

す。つまりどこへいっても緑が町なかに刺さって

いるという構造でした。世界中の人をして、「日本

の都市は美しい」、「ガーデンシティである」と感

激させたわけは、彼我の都市像の大きな違いで

す。 

ところが、残念ながら良いことは続かない。自

然が庭園や農地という姿で当たり前に年に存在

しているという姿に、寄りかかり、計画的に緑地を

担保しようと考えなかったが故に、我が日本の都

市は混濁してしまったという皮肉な結果を招いて

います。 

先ほど対馬のお話にもありましたように、わが

日本は、複雑多岐な海域の条件により細かなモ

ザイック状の気候風土が形成されたことと、火つ

まり火山活動、加えて大夫と大雨と雪により複雑

多岐な国土が形成されてきたからです。ドイツと

日本はほぼ同じ面積でありますが、なにせ地球

の陸地面積の０．２５％しかないのに、マグニチュ

ード６以上の地震の２割を引き受けているという、

大変な自然の圧力のなかで我々は生きてきまし

た。しかも、水網の国土、水網都市の姿の中で

暮らしを営んできたのです。 

我々の先人は、山から海に縦に流れ出てしま

う宝の水を、農地に引くために、地球１０周分の

それを横に繋ぐ農業用水路とをつくりました。こ

れは非常に優れた知恵であります。地すべり地

帯では、棚田をつくりそれを最小限にとどめまし

た。例えば、新潟の山古志村などでは、水利の

良くない場所でも、なんとか米を作ろうと田越冠

水という知恵で田んぼをつくりました。我々の祖

先は、こうやって自然を読み取りその機嫌を損ね

ない範囲で、農業開発をしながら、徐々に人口

を増やしてきたのです。 

このプロセスというのは、実は、自然をあくまで

も神の領域だと考えてきたからです。そして、自

然を尊重するということを我々は常に考えてきま

した。その最終的な成果が里山であります。先ほ

ど４割、６割というお話がありましたけども、まさに

そのとおりであります。 

我々は、里山から向こうの奥山に山の神がい

る。ここは英語で言うプリザベーションエリアであ
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りまして、そこは自然の大本だから手をつけちゃ

いけないと認識しました。最近のおじいさんはゴ

ルフ場に芝刈りに行きますけれど、昔のおじいさ

んは里山に芝刈りに行きました。すなわち、里山

から内側の生態系サービスを、常に自然と関ると

いう条件を充足して、自然の応力を最小化し、生

態系サービスを恒常的に最大化させるという方

法をとっていたわけです。その象徴が「里山」で

ありました。その内側には、所有と利用の違いを

明確にしたコモンズのような「野辺」がありまして、

さらにその中側に「野良」があって、庭があって、

家がある。これが日本全国津々浦に共通する構

図でありました。 

ただしその里山風景も、例えば日本海側にな

りますと、たたら製鉄の炭を焼くためのたたら山、

また、瀬戸内海沿岸には、いわゆる揚浜式塩田

の塩の釜を焼くための火力の強い松の塩木山、

そして、関東から東北一円に至っては、いわば

雑木林、さらに、東北の方になりますと雪解け水

をコントロールするためにブナ、ミズナラのような

里山というものをつくっていったわけです。 

そればかりではありません。なんとヨーロッパの

自然科学の歴史の２００年も前、徳川吉宗の時

代に、「享保・元文諸国産物帳」というものをつく

っています。これは今で言えば、内閣総理大臣

がそれぞれの県知事に、生態調査をやれと言う

ようなものですね。つまり明らかに、自然を科学し

ているということです。先ほど豊岡の中貝市長よ

り、昔はこんなふうにコウノトリと一緒だったという

話がございましたが、まさにそのとおりでした。 

このような人が恒常的に自然と関りその生態系

サービスを永続的に得る知恵は日本だけかとい

うと、世界各地にあるのです。インドネシアのクブ

ン、それからフィリピンのムヨン、あるいはワインの

好きな方はご承知だと思いますがフランスのテロ

ワール。人間の複利と生物多様性の両方を高め

る里山的な土地利用システムというものは、自然

と共生すると誓った地域では実に重要なシステ

ムでした。つまり、今までは、人が関わらない自

然というものを考えがちであったわけですが、こ

れからは人が積極的に関わることによって、生物

多様性の減少速度を少しでも遅くしよう、これが

日本政府から発信された今度の「里山イニシア

ティブ」という内容です。 

今日の皆さまのご報告というのは、まさにそう

いう報告であったかと思います。そして、もっと大

事なことは、農的生活空間に第３の機能、これを

見出していこう。すなわち、環境便益を担う農林

空間の維持に関わる人々や地域に対して、ＥＵ

型の所得保障のような方式で、産業型農業と伝

承型の農的生活を区分し、農業を、農業生産地

という概念のなかに閉じこめるだけではなく、環

境保全という大変重要な社会的便益を担う人々

や地域であるという点に着目をすべしというご提

案であったかというふうに思います。 

一方、今日のお話を聞いて私は痛感しまし

た。まさに今、我々は農業の危機だけでなくて、

農的生活の危機を迎えている。すなわち国土保

全機能を伴った農的生活者の皆様の姿が消え

行く状況。これこそが生物多様性の危機であると

思い知らされたのです。その危機はもう足元まで

来ている。一体これをどのように押し戻せるの

か。農林水産業というものは業としてのみ捉える

べきなのか、あるいは先祖伝来の土地を愛する、

ある種のライフスタイルとして考え、それを社会的

共通資本財の維持機能として、もっともっと評価

すべきではないのか。こうした点を実に深く考え

させられた、ご報告でした。 

であればこそ、これまでの量としての緑の存在

を繋ぎ「第三の機能」、エコロジカル・ネットワーク

の機能、つまり質としての緑を作り直すことが大

切と改めて感じました。 

もう一度、我々日本人が、鎖国と藩という二重

の自立性、閉鎖性を求められた時代であったが
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故に、自然と対話をし、生物多様性から生じる生

態系サービスの恒常的確保と固有性の獲得、そ

して自然の応力の最小化を図ったあの時代の知

恵を再評価せねばなりません。 

今日の皆さま方のお話には、「健全な生態系

があってこそ健全な社会があり、健全な社会があ

ればこそ健全な事業活動ができる」というギュン

ター ダンメ氏の明快な論理であり倫理。私も

今、生態環境都市の実現ということを盛んに言っ

ておりますが、池谷会長の基調講演のなかの

「都市計画こそが重要だ」というご指摘。それか

ら、さらに言えば、神保戸田市長の「自然をまち

に広げていこう、戸田ヶ原だけではなく、そこから

まちに広げていくのだ」という発想。あるいは黒松

内町若見町長のお話にも感動しました。人口３３

００人のなかで、これだけの事業、北限のブナを

大切にされつつ地域を支えようとしている。これ

はもう大変なことだというふうに思います。そし

て、対馬の財部市長の「環境王国を目指すの

だ」。場合によれは、「縄文時代に戻るくらいの気

概がないとだめだ」というお話。これもそのとおり

かもしれません。そしてなおかつ、豊岡の中貝市

長の言われている言葉、これも非常に感動的で

ありました。「ここまでコウノトリが戻ってきました。

だが、まだここまでです」。これも大変意味のある

言葉だというふうに思います。そして野田市の根

本市長の「野田から首都圏に提案をしていくの

だ、江川の自然と共生する地域づくり、これを利

根川に広げてさらに南関東に広げて、もう一度

日本を生態系ネットワークという観点から考え直

していこうじゃないか」というご提案がありました。

これも大変素晴らしいお話でありました。そして、

とどめをさしたのが、金井さんの話であります。ど

こに行っても何をやるにも金が必要だと思ってい

たところに、金井さんが「金のことは心配するな」

というお話をしてくださいました。これはもう我々

も大変意を強くするところであります。 

最後に、我々自身は生態系サービスに支えら

れ、辛うじてこの地球に暮らせている。まさに生

存の条件そのものです。その基盤の未来は、自

治体がマネージメントする自らの行政域にある自

然地や半自然地をただの白地の土地としてでは

なく、意味のある自然地として取り扱うか否かに

掛かっています。自治体こそがそれぞれの地域

の個性を一番よく知っているわけです。その個性

を見据え、見直しつつ地域を輝かせ、やがてそ

こから、地球の未来を考えていくということは、た

だふわふわと浮いている話ではなくて、実に地に

足が着いた話です。しかも多くの人たちは、命へ

の共感をそれこそ自然にその遺伝子の中に抱い

ています。 

であればこそ、多様な主体が多様な空間に多

様に参画し、社会的善意のお金があるということ

もどうやら信じられそうでもあり、こうした要素を組

み合わせながら、環境革命下の新しい社会的シ

ステムをどのようにつくっていくのかのヒントを今

日皆さま方のご報告を聞いて感じとった次第で

あります。 

まとめになっているかどうかは自信がありませ

んが、これをもって、今日のフォーラムの総括とさ

せていただきたいと思います。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

財団法人日本生態系協会は、国内外の情報を広く集め、自然と共存する豊かなくにづく

り、まちづくりを進めるシンクタンクです。アメリカとドイツに事務所をおき、世界各国の行政や研

究機関、ＮＧＯなどと情報の交換をしながら、持続可能な社会のあり方について、日本国内の市

民や議会、行政、企業などへ、幅広く働きかけています。また、自然や伝統文化など、各地の魅

力に関する調査研究や、それを活かした地域づくりの提案、各種法制度に自然との共存という

視点を加えるための提言などの活動を展開しています。そのほか、シンポジウムやセミナーな

どの開催、ビオトープ管理士・子ども環境管理士資格の認定、書籍の企画、編集など、さまざま

な普及啓発活動、技術や情報の提供を行っています。『美しいくにをつくる新知識－持続可能

なまちづくりハンドブック』（ぎょうせい）、『環境を守る最新知識 第２版』（信山社）、『環境アセス

メントはヘップ（ＨＥＰ）でいきる』（ぎょうせい）、『ビオトープネットワーク －都市・農村・自然の新

秩序―』(ぎょうせい)、『にほんのいきもの暦』（アノニマスタジオ）などの書籍の出版のほか、会

報『エコシステム』を隔月で発行しています。 
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